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○ 大学の概要 

 

（１） 現 況 

   ① 大学名 

国立大学法人大分大学 

    

② 所在地 

大学本部（旦野原キャンパス）大分県大分市 

挾間キャンパス       大分県由布市 

王子キャンパス       大分県大分市 

    

③ 役員の状況 

学長名 ： 中 山  巌(平成 15年 10月 1日～平成17年 9月 30日） 

羽 野  忠（平成 17年 10月１日～平成21年 9月 30日） 

理事数 ： 5 名 

     監事数 ： 2 名（非常勤 1名を含む。） 

    

④ 学部等の構成 

     学  部： 教育福祉科学部 

           経済学部 

           医学部 

           工学部 

     研 究 科： 教育学研究科 

           経済学研究科 

           医学系研究科 

           工学研究科 

           福祉社会科学研究科 

    

⑤ 学生数及び教職員数 

     学 生 数： 学部学生数 5,203 名（28 名） 

           大学院生数 654 名（70 名） 

教 員 数： 589 名 

     職 員 数： 909 名 

 

 

 

 

 

 

（２） 大学の基本的な目標等 

 

大分大学の基本理念 

 

人間と社会と自然に関する教育と研究を通じて，豊かな創造性，社会性

及び人間性を備えた人材を育成するとともに，地域の発展ひいては国際社

会の平和と発展に貢献し，人類福祉の向上と文化の創造に寄与する。 

 

教育の目標 

 

１．学生の立場にたった教育体制のもとで，広い視野と深い教養を備え，

豊かな人間性と高い倫理観を有する人材を育成する。 

２.ゆるぎない基礎学力と高度の専門知識を修得し，創造性と応用力に富

んだ人材を育成する。 

３．高い学習意欲を持ち，たゆまぬ探究心と総合的な判断力を身につけ，

広く世界で活躍できる人材を育成する。 

 

研究の目標 

 

１.創造的な研究活動によって真理を探究し，知的成果を大分の地から世

界へ発信する。 

２.広い分野の学際的な研究課題に対して，総合大学の特性を活かし，学

の融合による新たな学問分野の創造を目指す。 

 

社会貢献の目標 

 

１．地域拠点大学として，教育・研究・医療の成果を地域社会に還元す

ることにより，地域社会との連携と共存を図り，その発展に貢献す

る。 

２．国際的な拠点大学として，広く世界に目を向けて交流を進める。特

に，アジア諸国との特徴ある国際交流を推進する。 

 

運営の方針 

 

１.自主的・自律的な教育研究と管理運営のもと，活動内容の継続的な質

的向上を図るとともに，情報を積極的に公開し，社会への説明責任を

果すよう努める。 
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２.社会と時代の変化に対応し得る，機能性に優れた柔軟な運営体制の構築を目指

す。 
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国立大学法人大分大学 機構図 （平成１９年４月１日現在） 

国立大学法人 
大 分 大 学 

役員会

教育研究評議会

経営協議会

監事 

大 分 大 学

学部

教育福祉科学部 学校教育課程 
情報社会文化課程 
人間福祉科学課程 
附属教育実践総合センター 

附属学校園 附属小学校 
附属中学校 
附属特別支援学校 
附属幼稚園 

経済学部 経済学科 
経営システム学科 
地域システム学科 

医学部 医学科 
看護学科 
附属医学教育センター 

附属病院 ２８診療科 
中央診療施設 
特殊診療施設 
薬剤部 
看護部 

工学部 機械・ｴﾈﾙｷﾞｰシステム工学科 
電気電子工学科 
知能情報システム工学科 
応用化学科 
福祉環境工学科 

【総務部】 

 総務企画課，人事課 

【研究・社会連携部】 

 研究・社会連携課，国際交流課，学術情報課 

【財務部】 

 財務課，資金管理課，調達室，施設企画課， 

 施設管理課 

【学生支援部】 

 教育支援課，学生支援課，入試課， 

 キャリア開発課 

【医学・病院事務部】 

 総務課，経営管理課，学務課，医事課 

 

  教育福祉科学部事務部 

  経済学部事務部 

  工学部事務部 

事務局  

監査室 

附属図書館 医学分館 

学内共同 
教育研究施設等 

イノベーション機構 

地域共同研究センター 

生涯学習教育研究センター 

総合科学研究支援センター 

総合情報処理センター 

国際教育研究センター 

ﾍﾞﾝﾁｬｰ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 

福祉科学研究センター 

先端医工学研究センター 

高等教育開発センター 

保健管理センター 

大学院 

教育学研究科 【修士課程】 
学校教育専攻 

教科教育専攻 

経済学研究科 【博士前期課程】 
経済社会政策専攻 

地域経営政策専攻 

【博士後期課程】       

地域経営専攻         

医学系研究科 
【修士課程】 

医科学専攻 

看護学専攻 

【博士課程】 

病態制御医学専攻 

生体防御医学専攻 

分子機能制御医学専攻 

環境社会医学専攻 

工学研究科 

【博士前期課程】 

機械・ｴﾈﾙｷﾞｰシステム工学専攻 

電気電子工学専攻 

知能情報システム工学専攻 

応用化学専攻 

建設工学専攻 

福祉環境工学専攻 

【博士後期課程】 

物質生産工学専攻 

環境工学専攻 

福祉社会科学 
     研究科

【修士課程】 

福祉社会科学専攻 

新 改編 名称変更 

学長 

戦略会議

人事政策会議

評価委員会

将来計画会議

各理事 理事室

理事（常勤５名） 

複数の部門会議

学長室 （平成 19 年 10 月 1日付） 

 理事 常勤 5名 

副学長 4 名（理事兼務 3名） 

 学長補佐 4 名 

所管替

（３）大学の機構図 
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国立大学法人大分大学 機構図 （平成１８年４月１日現在） 

国立大学法人 
大 分 大 学 

役員会

教育研究評議会

経営協議会

監事 

大 分 大 学

学部

教育福祉科学部 学校教育課程 
情報社会文化課程 
人間福祉科学課程 
附属教育実践総合センター 

附属学校園 附属小学校 
附属中学校 
附属養護学校 
附属幼稚園 

経済学部 経済学科 
経営システム学科 
地域システム学科 

医学部 医学科 
看護学科 
附属医学教育センター 

附属病院 ２８診療科 
中央診療施設 
特殊診療施設 
薬剤部 
看護部 

工学部 機械・ｴﾈﾙｷﾞｰシステム工学科 
電気電子工学科 
知能情報システム工学科 
応用化学科 
福祉環境工学科 

【総務部】 

 総務企画課，人事課 

【研究・社会連携部】 

 研究推進課，地域連携推進課，学術情報課 

【財務部】 

 財務課，資金管理課，調達室，施設企画課， 

 施設管理課 

【学生支援部】 

 教育支援課，学生支援課，入試課， 

 キャリア開発課，留学生課 

【医学・病院事務部】 

 総務課，経営管理課，学務課，医事課 

 

  教育福祉科学部事務部 

  経済学部事務部 

  工学部事務部 

事務局  

監査室 

附属図書館 医学分館 

学内共同 
教育研究施設等 

イノベーション機構 

地域共同研究センター 

生涯学習教育研究センター 

総合科学研究支援センター 

総合情報処理センター 

留学生センター 

ﾍﾞﾝﾁｬｰ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 

福祉科学研究センター 

ｺﾐｭﾆﾃｨ総合科学センター 

先端医工学研究センター 

高等教育開発センター 

保健管理センター 

大学院 

教育学研究科 【修士課程】 
学校教育専攻 

教科教育専攻 

経済学研究科 【修士課程】 
経済社会政策専攻 

地域経営政策専攻 

医学系研究科 【修士課程】 

医科学専攻 

看護学専攻 

【博士課程】 

病態制御医学専攻 

生体防御医学専攻 

分子機能制御医学専攻 

環境社会医学専攻 

工学研究科 【博士前期課程】 

機械・ｴﾈﾙｷﾞｰシステム工学専攻 

電気電子工学専攻 

知能情報システム工学専攻 

応用化学専攻 

建設工学専攻 

福祉環境工学専攻 

【博士後期課程】 

物質生産工学専攻 

環境工学専攻 

福祉社会科学 
     研究科

【修士課程】 

福祉社会科学専攻 

新 改編 名称変更 

学長

戦略会議 

人事政策会議

評価委員会

将来計画会議

各理事 理事室

理事（常勤５名） 

複数の部門会議

学長室 

 理事（常勤５名，非常勤１名） 
副学長（理事兼務５名） 
 学長補佐２名，学長特別補佐２名 

所管替
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○ 全体的な状況 

 

Ⅰ 大分大学の状況 

 

１．平成16～19年度計画実施に当たっての大分大学の状況 

－ 国立大学法人評価委員会による各年度事業評価への対応と関わって － 

 

大分大学は，平成15年 10月の旧大分大学と旧大分医科大学の統合，平成16

年４月の法人化を経て，大学憲章に掲げた理念・目標の実現を目指し，学長の

リーダーシップの下で，全教職員が一丸となって諸課題の解決並びに改革に取

り組み，両大学の統合と法人化のメリットを生かした「地域社会と連携した特

色ある大学づくり」を推進してきた。 

各年度計画の実施において，上記を基調とするとともに，国立大学法人評価

委員会による事業評価において指摘された事項を完全に達成することを大前

提とし，中期目標期間評価に向け，本学の掲げた中期目標・中期計画の達成に

留意しながら，226項目にわたる諸事業の一層の前進に努めてきた。 

法人評価委員会による従前の事業評価においては，大分大学は，中期目標・

中期計画を予定どおり実行しているとの全体的評価を得ながらも，一部の事項

において改善すべき点があると指摘された。 

すなわち，平成 16 年度事業評価では，組織体制の整備における遅れが否め

ない状況を改善して，学長のリーダーシップの下で，統合のメリットを最大限

に発揮する方向で中期目標の達成を加速することが特に求められた。 

平成 17 年度事業評価では，外部資金の増収に向けた取組について，一層の

努力が求められることが指摘され，平成 18 年度事業評価では，大学院博士課

程の学生収容定員の充足率が85％を満たさなかったことから，速やかに定員の

充足や入学定員の適正化に努めることが求められた。 

大分大学は，これらの法人評価への対応に積極的に取り組むとともに，各年

度における計画を全て実行すべく事業を精力的に展開してきた。 

 

（１） 組織体制の整備等を目指した主要な取組 

 

１） 平成 17 年度から 18 年度にかけて，学長，各理事を補佐する組織として，

学長室，理事室を設置し，全学委員会については原則として各理事の下の部

門会議に収斂させ部門会議制として，効率的で責任ある意志決定システムを

構築した。部門会議制を導入することにより，会議の整理・削減を図り，「委

員会数」にして25（61→36），「人数」にして192 名（469 名→277 名），

「時間数」にして約2,700 時間の削減を図ることが可能となり，教員にあっ 

 

 

 

ては本来業務である教育，研究及び医療等に振り向けられる時間が増加し，

事務職員については超過勤務の短縮が図られた。 

 

２） 平成 19 年９月の理事の任期満了に合わせ，戦略的な病院経営をさらに推

し進めるため，非常勤であった医療担当理事を常勤の医療・研究担当理事と

して設置した。また，学長補佐であった附属病院長を副学長とし，教育プロ

ジェクト並びに研究プロジェクト担当学長特別補佐を，各々恒常的な担当事

項であることから学長補佐として，学長補佐体制の強化を図った。 

 

３） 平成 19 年度では，部門会議制の現状を検証し，会議の運営等に要する教

員・事務職員のマンアワーの更なる短縮に向けて，部門会議，全学委員会の

統合をさらに進めた。 

 

４） 経営協議会を活性化させる方策として，経営協議会の定例化（原則毎月開

催）を平成 18 年度より実施したことに加えて，「経営協議会の活性化に向

けた基本的考え方」を策定し，会議運営や資料作成の留意点や課題について

検討した。これにより，来学時間を短縮するために，本学以外の大分市中心

部での会議開催や，資料には概要を付けることとした。 

また，経営協議会構成員の見直しを行い，平成 20 年度から理事全員を経

営協議会の構成員とすることとした。 

 

（２） 外部資金の増加を目指した主要な取組 

 

１） 学長を座長とする「外部資金の獲得拡大方策検討ワーキンググループ」を

平成18年度に設置して外部資金の獲得に努めた結果，平成18年度受入額は

平成17年度と比較し，106百万円増加（受託研究17％，共同研究81％，寄

附金11％の増）した。また，平成19年度には平成18年度と比較し，510百

万円増加した（受託研究59％，共同研究△9％，寄附金87％の増）。特に同

ワーキングの成果として，平成 19 年度には，受託研究で「地域新生コンソ

ーシアム研究開発事業」ほか５件の大型研究費と厚生労働科学研究費補助金

の大型研究費を獲得した。 

 

２） 理事（研究・情報担当）の下に全学的な「科学研究費補助金戦略プロジェ

クト」を平成 18 年度に設置し，科学研究費補助金の申請率・採択率の改善

方策を実施した。   
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この結果，平成19年度科学研究費補助金申請率は約85％で，対前年度比

で７％向上し，採択率は 28％で，前年度比 2％向上，採択額は 89 百万円の

増額となった。また，平成20年度申請率は約89％で，前年度比で4％向上，

採択率は 28％で，前年度比で 1％向上し，採択額は 28 百万円の増額となっ

た。 

 

３） 「学長裁量経費」において，平成 18 年度に従来の配分ポリシーを全面的

に見直し，外部の競争的資金の獲得に積極的に挑戦することを目的に，４つ

のプログラム（教育改革拠点形成支援・研究推進拠点形成支援・若手研究者

萌芽研究支援・社会連携支援）に重点化し配分している。 

    申請者は「過去２年間連続の科学研究費補助金申請者」に限定した。 

 なお，配分に際しては学長の下に「審査委員会」を組織し，書類審査・ヒ

アリング審査を通じたピアレビューを導入した。 

（この重点配分の方法については，教育再生会議及び教育再生懇談会におい

て，特色ある取組事例として紹介された。） 

さらに，平成 18 年度採択事業から事業完了の翌年度に公開の「成果報告

会」を実施するなどPDCAサイクルを充実させた。 

 

４） 「部局長裁量経費」において，部局間に競争プロセスを導入し，評価結果

の資源配分への反映を積極的に進めるため，従来の「定額配分方式」を廃止

し，各種評価に基づく「重点配分方式」を導入した。 

評価項目として「外部資金（科学研究費補助金，受託・共同研究費，寄附 

金）の獲得状況」，「学生納付金（入学料・検定料）収入の確保状況」を設定し

た。 

また，平成19年度の配分に当たっては，各部局における経費節減の取組・大

学改革の取組・外部資金獲得状況等についての評価項目の見直しを行い，これ

らのインセンティブを反映させるなど更なる重点化を推進した。 

 

５） 「基盤研究経費」の予算配分に，科学研究費補助金の申請の有無を反映さ

せた。 

 

６） 平成 19 年度には，科学研究費補助金の審査において，高位にありながら

惜しくも不採択となった課題に対して，学長裁量経費から支援する制度を新

設し，科学研究費補助金の採択実績向上を目指した。 

 

７） 本学の学長が，大分県内の大学及び高等専門学校の学長・校長に呼び掛け

て，大学等が共同で地域が抱える課題を解決する「地域連携研究コンソーシ

アム大分」を平成 19 年８月に立ち上げ，各大学等の教員が連携してプロジ

ェクトを組織し，外部資金に応募する仕組みを構築した。 

 

（３） 学生収容定員の適正化を目指した取組 

 

１） 大学院博士課程における定員充足率が，平成18年５月時点で85%を下回っ

たことを重く受けとめて，学長，理事，研究科長等で問題点の解明と改善策

の検討を進めて平成 19 年度入試に対応した。この結果，基準日となる平成

19年５月時点での定員充足率は，博士課程全体で103％となり，定員充足率

をクリアした。 

 

２） 平成 20 年度においても引き続き定員を充足すべく，博士課程を設置して

いる経済学研究科，医学系研究科，工学研究科ごとに，志願者拡大に向けて，

講座組織の改編を含む諸課題の検討を行い実施した。 

 

３） 休学・退学者の減少方策の一つとして平成 18 年度から開始した学外から

のソーシャルワーカーによる「キャンパスライフなんでも相談」体制を充実

させて実施した。 

 

（４） 法人化のメリットを生かし，経営の戦略的推進を目指した主要な取組（平

成19年度を中心とした取組） 

 

 １） 「学長裁量経費」の戦略的運用を目指した取組 

 

① 学長のイニシアティブによる全学的視点に立った戦略的教育研究事業等

を一層推進するため，戦略的経費としての更なる重点化を図ることとし，平

成 18 年度には，外部の競争的資金の獲得に積極的に挑戦することを目的と

した改善を行った。 

 

② 学長裁量経費のうち，「学長が直接実施を指示する事業」（非公募）を活用

し，平成 19 年度には，引き続き学生の主体的なプロジェクトである「大分

大学活き 2プロジェクト」等の学生支援を推進するとともに，「敷地内全面禁

煙」，学内共同教育研究施設（センター）の統合，「大分大学における男女共

同参画の推進」等のプロジェクトやワーキンググループの活動を重点的に支

援した。 
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③ 平成19年度には，「設備マスタープラン」及び「学術情報基盤整備計画」

による計画的な設備充実を図るため，新たに「教育研究診療設備整備支援プ

ログラム」を設け，総額として前年度に比べ，50％増（50 百万円）の拡大

を図った。 

 

２） 「学長裁量定員」の確保と活用 

 

大学運営を機動的かつ戦略的に展開するため，学長裁量定員を確保し，戦

略的分野へ重点的に投入することとした。 

平成 17 年度には，高等教育開発センターに教員２名，医学，工学及び福

祉科学の分野（先端医工学研究センター）に教員１名を配置した。平成 18

年度には，産学官連携分野（イノベーション機構）に教員1名，大学として

特色ある教育研究の推進を図る福祉科学分野（福祉科学研究センター）に教

員１名，先端医工学研究センターにさらに教員1名を配置した。また，事務

系職員については，挾間キャンパス（医学部地区）に「診療録管理士」及び

「電気主任技術者」を配置した。 

平成 19 年度には，従前に専任教員を配置した効果を検証するとともに，

今後の学長裁量定員の配分・活用方策に係る基本方針が学長から新たに提示

され，全学的な情報化推進とシステムの適正化を目指して「学術情報拠点」

（平成20年度設置）に専任教員２名を配置することを決定した。 

 

３） 専門的・指導的分野への職員採用における民間からの登用の推進 

 

   キャリア開発課長に，民間から登用した実績を検証しながら，平成 19 年

度には，イノベーション機構（地域連携支援コーディネーター）に１名，事

務系職員については，研究・社会連携部の研究推進担当に１名を配置した。 

 

４） 法人の監査機能の整備と充実 

 

監査体制をさらに充実させるため，役割に応じた「三様の監査」のそれぞ

れの監査制度の向上を図るとともに，「三者会議」（総務担当理事，事務局

長，監事）に加えて，「四者協議会」（学長，監事，会計監査人，監査室）

を設置して問題事項等の共有に努めた。 

また，監事，会計監査人及び監査室との連携を図るため，「三者連絡会」

（監事・会計監査人・監査室）を発足した。 

    さらには，従来，監査室長を総務担当理事が兼務してきたが，内部監査機

能強化を目的として，平成 20 年度より専任の監査室長を新たに置くことを

平成19年度に決定した。 

 

２． 学長が提起した基本的な経営方針に依拠した業務実績の主要な状況 

 

学長から毎年度当初，当該年度計画を推進する上での重点的課題と基本的な

方針に関するメッセージが全教職員と学生に向けて発せられ，それらに依拠し

て諸事業に全学的に取り組んだ。 

 

（１） 国立大学法人評価委員会による評価に対する確実な対応を示すこと 

 

従前の事業評価において，「組織体制の整備等の改善」，「外部資金の増加」，

「収容定員の適正化」の主要な課題が指摘されたが，１．（１）～（３）で

記述した改善に積極的に取り組み，顕著な成果を示すことができた。 

 

（２） 入学前から卒業後まで，学生の目線に立った教育システムを構築すること 

 

大学の基本的任務は，社会が求める有為の人材を育て送り出すこと，の認

識の下で，以下の教育の改革・充実と関わる課題について特に重点的に取り

組んだ。 

 

１） 特色ある教育への取組を推進するために，現学長の就任（平成17年 10月）

とともに「教育プロジェクト担当学長特別補佐」を配置するなど体制を強化

する中で，医学部教授を代表者とする「国際・熱帯感染症実地教育プログラ

ムの構築」が「平成 18 年度大学教育の国際化推進プログラム（海外先進教

育実践支援 GP）」に採択され，また，平成 19 年度には，「社会人の学び直し

ニーズ対応教育推進プログラムGP」に「大分県における教育の情報化のため

の『情報教育イノベータ』育成プログラム」が採択された。 

   なお，教育プロジェクト業務の恒常性を考慮して，平成19年度より同学

長特別補佐を学長補佐とし，当該業務における学長，理事，学長補佐間の連

携を強化した。 

 

２） 地域及びステークホルダーにおけるニーズ及び大学院改革に対応して，経

済学研究科博士後期課程地域経営専攻を設置した（平成19年４月開設）。 

 

３） 学習・履修・生活指導，キャリア開発・就職支援，課外活動等において，

学生の目線に立った特色ある多様な学生支援を展開した。 

 

① 平成18年度から大分銀行と連携し「授業料奨学融資制度」を発足させると
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ともに，平成19年４月よりその対象を，入学料，半額免除者の授業料及び休

学者の復学後の授業料にも拡大した。 

 

② 平成18年度から学生表彰を実施し，平成19年度までに優秀な学術研究活動

で3名，優秀な学業成績で16名の表彰を行った。 

 

③ 平成18年度にキャリア相談室を設置し，その相談員に，キャリアカウンセ

ラー（CDA）等の有資格者で経験豊富な人材を外部から登用して学生相談体

制を強化するとともに，ソーシャルワーカーによる「なんでも相談室キャン

パスカフェ」を併設した。 

 

④ 学生の自主性・積極性・元気力を引き出し，企画・運営・実施能力等を高

めるとともに，学生の活動を通して，大学及び地域の活性化を促進すること

を目的として，学長裁量経費による「大分大学活き2プロジェクト ‘06」を

新設し，平成18年度は学生から17件の応募で6件の採択，平成19年度は8件の

応募で７件を採択した。各年プロジェクト報告を実施，活動水準の向上と事

業の普及に成果を示した。 
 

⑤ 学生の課外活動に対して財政的な援助を行う「大分大学課外活動推進プロ

ジェクト」を整備し，自動販売機の設置に伴う収益による寄付金「学生支援

協力金」を活用した。（平成19年度は362千円の支援を行った。） 

 

（３） 大学統合のメリットを生かし，両キャンパス間の交流促進を図ること 

 

１） 「学際研究創造セミナー」を設置し（平成17年 10月），学部間及び学内・

外の共同研究プロジェクトを立ち上げ，総合的な研究創造・推進を目指して，

講演会を平成18年度は5回，平成19年度は４回開催し，研究者，学生，自

治体及び企業等の学外者との間での交流を進めた。その成果として，医工間

連携, 産学間連携，大学間連携による共同研究を推進した。 

 

２） 福祉を核とした全学的な共同研究を進めるために，福祉科学研究センター

を中心として，大学院福祉社会科学研究科及び全学部の教員が連携し，平成

18年度に「福祉のまちおこし研究チーム（全体チーム及び４ワーキンググル

ープ）」を組織して延べ5回の研究会を開催するとともに，別府市中心市街

地活性化協議会との共催で国際シンポジウムを開催した。 

これらの継続的な発展の成果として，平成 20 年度概算要求（政策課題対

応経費）で，福祉科学研究センターが中心となって実施する連携融合事業「福

祉のまちおこし地域別モデル作成事業－福祉コミュニティ再生と地域間連

携」が採択された。 

 

３） 統合を象徴する事業の一環として，学長のリーダーシップの下で「大分大

学学歌」を制定し，平成18年度卒業式を皮切りに，平成19年度より学内外

で催される主な行事において合唱等を通じて普及に努めた。 

 

（４） 大分大学の研究の柱を構築し推進すること 

 

    統合に際して本学が定めた目指すべき３つの境界領域～福祉科学・人間環

境科学・生命科学～の研究を，できるだけ早い時期に本学の特色ある研究と

して確立するべく取り組みを進めた。 

そのため，研究プロジェクト担当学長特別補佐が中心となり，３つの境界

領域を主体に学内横断的な重点研究課題の検討を進めた。平成19年度には，

研究推進業務の恒常化と，学長補佐体制の強化の観点から，研究プロジェク

ト担当学長特別補佐を学長補佐に変更した。 

 

（５） 社会連携を通して地域とともに歩む大学づくりを目指すこと 

 

１） 法人化後の特色ある社会連携活動を目指して，知の集積を通して大分県地

域の発展に貢献するため，平成18年度末までに県及び県下全ての市（14市）

との間で，そして平成19年度には全町村（３町１村）との間で包括的協力

協定の締結を完了するとともに，協定締結先の市との間で協力協定を生かし

た具体的な取組を展開した。 

また，包括的協力協定を結んだ豊後高田市との間で実施してきた「ICTを

活用した双方向型地域再生モデルの構築」をテーマとする連携融合事業が概

算要求（特別教育研究経費）で認められ，平成19年度より事業を拡充した。 

 

２） 地元の金融機関や企業との間で，地元産業の発展や共同研究等による地場

企業の育成強化等を主な連携協力内容とした包括協力協定を締結し，協定先

の産学連携に携わる職員を対象に講習会を実施し，受講者に「産学連携コー

ディネータ」の称号を与え，地域における産学連携活動の推進体制を整備し

た。 

 

３） 卒業生との連携を強めるために６つの同窓会との協議を行い，平成 17 年

度には大分地区並びに関東地区で，平成 18 年度には関西地区で，平成 19

年度には九州・山口地区で同窓生交流会を開催した。 
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４） 大学から社会へ向けた情報発信の強化を目指し，現学長の就任時（平成

17年 10月）から，広報活動強化の一環として県庁記者クラブにおける学長

記者会見を定例化し，毎月実施している。 

 

５） 海外との交流関係業務に関して，留学生に関する部署と国際交流を所掌す

る部署との統合を図り，国際交流のより円滑な事業の推進を図ることとした。 

   なお，平成20年 3月末時点における協定校は47校となった。 

 

（６） 先進医療への取組を進めるとともに，附属病院を地域の医療センターとし

て一層の発展を目指して取り組むこと 

 

   Ⅱ「各分野の主な状況」３．「教育研究等の質の向上」の（４）「附属病院

に関する目標」で記述するように，地域医療の拠点として診療，地域貢献等

において多様な取組を進めるとともに，診療報酬の改定など経営に大きく影

響する厳しい状況にもかかわらず，病院スタッフ等の努力と工夫の下で，附

属病院の経営は，各経営指標が示すように安定した経営を維持することがで

きた。 

 

（７） 予算の効率的な活用と競争的資金の獲得を目指すこと 

 

１） 各大学が競う特別教育研究経費が本学において採択件数・採択額ともに充

分でなかったことへの反省に立って，より早い時期から概算要求事項の検討

に取りかかり，要求内容の精度を高めることに努めた。その結果，平成 19

年度はこれまで以上に獲得内容を向上させた。 

 

２） 限られた予算の枠の中で，節約に努める一方，よりメリハリのついた配分

を目指して，今後に繋がる戦略的な予算配分を行うこととした。 

「学長裁量経費」についても，平成 18 年度より配分ポリシーを全面的に

見直し，「教育改革拠点形成」，「研究推進拠点形成」，「若手研究者の支援」

及び「社会連携の推進」等に特化して配分するという重点化の結果，１．（２）

の「外部資金の増加を目指した主要な取組」で記述したような成果を得た。 

 

３． 平成16～19年度における各年度計画全体の総括 

 

   平成16年度から平成19年度にかけての年度計画全体の進捗状況は順調に前

進していると総括することができる。「Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況」に

係る 87 項目の事業については，この４年間において「中期計画を十分には実

施していない」あるいは「中期計画を実施していない」と自己評価した事項は

なく，「中期計画を十分に実施している」か「中期計画を上回って実施してい

る」と自己評価してきた。「中期計画を上回って実施している」項目数につい

て年次を追って記述すると，平成 16 年度は１項目，平成 17 年度は ５項目，

平成18年度は９項目で，平成19年度は24項目，中期目標期間では27項目（附

属病院の４項目を含む）となった。 

平成 19 年度計画については，中期目標期間評価への対応のために設置した

中期目標期間評価専門委員会において，中期計画と連動した進捗状況を確認す

るとともに，学長による計画の進捗状況のヒアリングを実施するなど，計画達

成のための取組を推進した。 

 

Ⅱ 各分野の主な状況 

 

１． 業務運営の改善及び効率化を目指す取組 

 

（１） 運営体制の改善に関する目標 

 

１） 中期計画・年度計画における事務職員が達成しなければならない課題に取

り組むとともに，教育再生会議，経済財政諮問会議の議論を踏まえつつ，監

事監査における事務改革に関する指摘事項へ対応するため，事務連絡会議等

既存３会議を廃止統合して「事務改革会議」を設置し，全学委員会として位

置づけた。 

また，緊急性の高い全学横断的課題の効率的・効果的な解決を図り，組織

的に推進するため，事務改革会議の下に９のプロジェクトチームを設置し，

課題解決のための「アクション・プログラム ～大学を変える はじめの100

歩！～」を策定し，平成20年度から実施又は検討する100の事項を定めた。 

 

２） 平成 18 年度に，学長，各理事を補佐する組織として，それぞれ学長室，

理事室を設置し，全学委員会については，原則として各理事の下の部門会議

に収斂させ部門会議制として，効率的で責任ある意志決定システムを構築し，

運用した。部門会議制を実施することにより，会議の整理・削減を図り，「委

員会数」にして25（61→36），「人数」にして192 名（469 名→277 名），

「時間数」にして約2,700 時間の削減を図ることが可能となり，教員にあっ

ては本来業務である教育，研究及び医療等に振り向けられる時間が増加し，

事務職員については超過勤務の短縮が図られた。 

 

３） 平成 19 年９月の理事の任期満了に合わせ，戦略的な病院経営を強化する

ため，非常勤であった医療担当理事を常勤の医療・研究担当理事として設置
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した。また，学長補佐であった附属病院長を副学長とし，教育プロジェクト

並びに研究プロジェクト担当学長特別補佐を各々恒常的な担当事項である

ことから学長補佐として，学長補佐体制の強化を図った。 

 

４） 監査機能の充実については，これまでの「三者協議」（総務担当理事・監

査室長，事務局長，監事）に加えて，平成19年度より「四者協議会」（学長，

監事，会計監査人，監査室）を設置して問題事項等の共有に努めた。さらに

「三者連絡会」（監事，会計監査人，監査室）を発足して連携を図った。 

監査室から「監査年次計画書・内部監査報告書・その他通知・事務連絡等」

を学内ホームページに掲載して，学内への周知を図った。 

 

 ５） 監事監査では，「監査計画書」に沿った監査が実施され，兼業に係る監査

が追加実施された。教学面では“教育の成果”を重点項目に取り上げた監査

が行われ，業務面では業務の実態を把握した上での改善事項の指摘があった。

具体的な改善策としては，兼業手続きの改善，学生定員充足率向上に係る取

組の強化，科学研究費補助金申請に係る体制整備などがある。 

    また，他大学に先駆けて「会計監査人の監査の方法と結果の相当性判断の

ためのチェックリスト」に基づく監事意見の形成が行われるなど，監査の実

質化が図られた。そして，年度末には，監事による恒例の学長・理事・副学

長・学長補佐面談が実施された。 

 

（２） 教育研究組織の見直しに関する目標 

 

１） 地域社会をリードする高度な専門能力を持つ人材を育成するために，経済

学研究科に博士後期課程地域経営専攻を平成19年４月に設置した。 

 

２） 「競創の推進」「アクセシビリティの確保」「ユビキタスネットワークの構

築」「学術情報データベースの充実」「コラボレーションの促進」を目指し，

平成 18 年度に策定した「学術情報基盤整備計画」において学術情報基盤を

支える新たな基幹組織として構想された「ユビキタス情報基盤センター」を

実現するために，平成 20 年４月から「附属図書館」と「総合情報処理セン

ター」を統合し，「学術情報拠点」を設置することを決定した。 

さらに，「高等教育開発センター」と「生涯学習教育研究センター」は，

両センターがこれまでに担ってきた各機能・役割の一層の充実を図るととも

に，全学的な教育課題に係る企画力・調整力の強化を図るため，平成 20 年

４月から新「高等教育開発センター」を設置することを決定した。 

 

 

（３） 評価等に関する目標 

 

１） 職員評価については，平成 18 年度に実施した大学教員評価，附属学校教

員評価及び事務職員等評価の試行結果による検証に基づいて，評価項目や基

準の見直しを行い，平成 19 年度本実施した。また，事務職員等評価におい

ては，評価結果を活用した人事考課の試行を実施した。 

 

２） 外部評価については，教育研究に関する項目について自己評価書を作成し，

それに基づき平成 19 年度に実施した。評価結果については，学長定例記者

会見や公開ホームページなどにおいて学内外に公表するとともに，学長室会

議等に報告し，今後の大学運営に反映することとした。 

 

２．財務内容の改善に関する目標 

 

（１） 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 

 

１） 「学長裁量経費」の確保・活用と戦略的重点化という観点から，「外部の

競争的資金の獲得に積極的に挑戦する」ことを経費公募の要件として明確化

する等の，学長裁量経費の配分ポリシーを全面的に見直し，その成果として，

１．（２）の「外部資金の増加を目指した主要な取組」で記述したような成

果を見い出した。 

 

   ２） 平成 18 年度に「授業料奨学融資制度」を創設して学生生活の支援と学生

納付金収入を確保することとし，平成19年度には，同制度の適用拡大（入学

料，半額免除者の授業料及び休学者の復学後の授業料への適用）を行った。

また，入学検定料のコンビニ収納を導入した。 

 

３）  平成 19 年度資金繰計画に基づき，余裕資金の管理運用を着実に実施し，

特に，利息収入の増収策として，メインバンク以外の銀行による定期預金の

運用を行うとともに，金利等が有利で安全な金融商品である地方債を新規に

購入して運用した結果，前年度に比べ，約 20 百万円の増収を図ることがで

きた。 

 

４） 平成 19 年度は，自己財源による医学部附属病院内の集中治療部増床改修

整備，寄附による院内喫茶建物及び立体駐車場の整備を行うなど，患者サー

ビスの向上を図るとともに，増収につながる環境の整備を図った。 
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（２） 管理的経費の抑制 

 

１） 管理的経費抑制の取組として，年間契約における複数年契約・一括契約等

の導入，定期刊行物・雑誌類の部数等の見直し，後発医薬品の採用促進や医

療材料の値引率の拡大，複写機については，１年契約を３年一括契約とする

賃貸借・保守契約に変更するなど，経費の削減を図った。 

また，光熱水費の節減については，部局ごとの光熱水費の使用目標値を設

定して（附属病院を除く。）文書及び学内ホームページへの掲載等による節

約要請や使用実績額の定期的な公表を行い，平成 17 年度は，対前年度比約

10％，平成18年度は前年度比3.8％の光熱水費の削減を行った。 

さらに，会議資料，通知文書等についてはペーパーレス化を推進した。 

 

 ２） 平成 19 年度は，新たに地下水の利用を開始したことに伴い，水道料は前

年度に比べ，約８％（約 11 百万円）の削減となった。挾間キャンパスの開

始が年度末であることから， 平成20年度は更なる効果が期待できる。 

また，節電等についての通知により節減意識の醸成を行った。 

 

（３） 資産の効果的運用，スペースの有効活用スペースの推進 

 

１） 新たな整備手法として，平成19年度において，自己財源による整備（老朽

化が激しい大講義室棟の改修，附属病院集中治療部増床改修），助成金によ

る整備（（財）21 世紀職業財団からの助成金により保育所を整備），寄附に

よる整備（附属病院内喫茶建物，同立体駐車場）など，教育環境の改善，診

療体制の充実・患者サービスの改善を行った。とりわけ，寄附による整備２

件（計194百万円相当）の特筆すべき成果が得られた。 

    また，「財政調整資金」を創設し，この活用として，男子学生寮の全面改

修工事のうち，耐震補強に約165百万円を措置することを決定するなどして，

その整備開始時期について，当初計画を上回る早期実施（１年前倒し）の実

現を図った。 

併せて，「学長裁量経費」において，「設備マスタープラン」及び「学術

情報基盤整備計画」への適切な対応を図るため，新たに「教育研究診療設備

整備支援プログラム」を創設するなど，総額として前年度に比べ50％増（50

百万円）の拡大を図り，整備の充実を図った。 

 

２） スペースの有効活用を図るため，「有効活用スペース推進計画」を平成 17

年度に策定し，医学部院生研究棟の使用状況について点検評価を行い，共通

スペースを 68 室確保するとともに，プロジェクト研究スペース等の利用要

項を制定した。 

また，平成18年度の工学部に続き，平成19年度には教育福祉科学部と経

済学部の校舎改修工事において，学生ラウンジ・共用研究室・共用セミナー

室・共用ミーティングルーム・共用談話室等の共用スペースを大幅に確保し

た。 

 

３．教育研究等の質の向上（平成19年度に実施した取組を中心として） 

 

（１） 教育に関する目標 

 

１） 教養教育カリキュラムの見直しを中心とした「教育改革の課題と方策」を

策定し，平成 20 年４月に全学教育機構を設置することを決定した。平成 18

年度より実施している学生と教職員共同による教育改善シンポジウム「きっ

ちょむフォーラム」を実施し，改善課題を明らかにした。 

 

２） 国際性を身につけた人材を養成するため，平成 18 年度海外先進教育実践

支援 GP として採択された「国際・熱帯感染症実地教育プログラム」を充実

させるとともに，平成 19 年度には，現職教員を対象にした学び直し事業と

して，社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム GP として採択され

た「大分県における教育の情報化のための『情報教育イノベータ』育成プロ

グラム」を推進した。 

また，九州地区 13 大学で連携した「九州がんプロフェッショナル養成プ

ラン」が,がんプロフェッショナル養成プランGPに採択された。 

 

３） Web 上のシラバス入力・提示，成績評価入力・提示，学生による履修登録

や成績照会等のため，全学的に統一した新教務情報システムを導入し運用を

開始した。 

 

４） 「キャリア相談室」と「再チャレンジ支援室」を設置し，就職支援の体制

と組織（就職支援室）の整備・充実を図るとともに，学生の生活や心身の健

康に関するカウンセリング等の相談体制構築の一環として，学生センターに

｢キャンパスライフなんでも相談室｣を開設し，その相談員に外部のソーシャ

ルワーカーを採用した。 

 

 ５） 「九州がんプロフェッショナル養成プラン」に基づいて，本学大学院医学

系研究科に平成 19 年４月より，博士課程と修士課程（医科学専攻・看護学

専攻）にがん（腫瘍）に関わる人材養成と研究推進を目的として，包括的な
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がん医療人を育成するために，新しく「がん専門インテンシブコース」を設

置した。 

 

６） 高大連携を強化するため，大分県教育委員会と協力協定を締結するととも

に，県立高等学校との連携協力協定を締結した。 

 

（２） 研究に関する目標 

 

１） 平成19年度文部科学省特別教育研究経費（研究推進）「東アジアにおける

胃癌研究の拠点形成」を獲得し，（独）科学技術振興機構が公募した「戦略

的創造研究推進事業」に「高機能分子『スーパー抗体酵素』の自動合成装置

と大量合成」が採択され，同じく，同機構が公募した「地域結集型研究プロ

グラム」に「次世代電磁力応用機器開発技術の構築」が採択された。 

 

２） 大分大学医学部附属病院が，厚生労働省が定める「治験中核病院」に選定

され，寄附講座「創薬育薬医学講座」及び「臨床腫瘍医学講座」を開設した。 

 

３） 国内の施設に先駆けて行った高度肥満に対する胃内バルーン留置術や腹腔

鏡下胃バンディング術，ヘリコバクター・ピロリと上部消化管疾患との関連

についての研究など，先端医療の研究を積極的に推進した。 

 

 ４） （独）日本学術振興会の「外国人著名人研究者招聘事業」の受入主管校と

して，2005年度ノーベル医学・生理学賞受賞者であるロビン・ウォーレン西

オーストラリア大学名誉教授とバリー・マーシャル同大学教授を平成18，19

年度に招聘して，国内外での講演会等の開催，研究交流を主導した。 

また，両博士に本学の名誉博士号を贈るとともに，学内で特別講演・講義

を開催し，医学研究の神髄と関わる啓発を行った。 

 

５） 「地域課題の解決」を目指し，県内６大学，高等専門学校が連携して研究

プロジェクトを推進するため，本学が中心となって「地域連携研究コンソー

シアム大分」を立ち上げた。 

 

（３） 社会との連携，国際交流等に関する目標 

 

１） 学長の記者発表の定例化（毎月１回）による大学情報の積極的発信や公開

ホームページのターゲット別構成へのリニューアルを進めるとともに，連携

協定を締結した金融機関など12カ所，県内高校に20カ所に設置した「大分

大学インフォメーションコーナー」の活用など により広報活動の充実に努

めた。 

また，地域社会の幅広い人々から，学長に対して提案ができるように，「大

分大学長への提案」という返信用葉書を作成し「大分大学インフォメーショ

ンコーナー」に配置した。 

 

２） 平成19年度に，地域連携推進機構に代わるイノベーション機構を設置し，

産学共同研究，産学官連携，地域連携，起業支援，知的財産の管理・活用等

を役割とした学内センターの機能の連携・強化を行った。 

また，同機構にリエゾンオフィスを開設し，企業や自治体へのワンストッ

プサービス提供など，窓口機能の強化を図った。 

配置した各種のコーディネータが情報の共有と効率的な活動を支援する

ためにコーディネータ連絡会を定期的（毎月１回）に開催し，公募型研究資

金への応募など積極的に対応できるようなった。 

また，研究シーズ集の発行や産学交流会など，起業と大学研究者のマッチ

ングに努めた。 

 

 ３） 平成18年度までに大分県及び県下全市(14市)，平成19年度には新たに全

町村（3 町，1 村）との間で包括協力協定を締結し，今後の組織的・継続的

な地域貢献の礎を築くことができた。 

また，この協定に基づく活動を活性化するために大分県職員の OB を雇用

し，地域連携支援コーディネータとして配置した。 

 

 ４） 国際交流を一層推進するために留学生センター及び留学生課を改組し，そ

れぞれ国際交流研究センター，国際交流課を設置した。 

 

５） 外国人留学生受入増のため国際教育研究センターのホームページの充実や，

「IPOU」及び「二豊プログラム」の開発，並びに中国11校，韓国13校など

アジア圏を中心に，平成19年度末までに46校・機関と国際交流協定を締結

し，国際交流の充実を図った。 

 

６） 本学学生を国際交流協定校に派遣し，国際教育を推進するために，留学説

明会や講演会などを実施した。また交換留学に止まらず，協定校が主催する

短期研修にも参加させた。 

  

（４） 附属病院に関する目標 

 

１） 平成 17 年１月に医師臨床研修管理型病院として充実した卒後臨床研修が

遂行できるよう卒後臨床研修センター棟を建設した。 
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２） 平成 18 年４月に創薬育薬医学の確立と創薬育薬医療の発展に寄与するた

め，寄附講座「創薬育薬医学」を，平成 19 年４月にがんの早期診断・治療

法の先端的研究などを行う寄附講座「臨床腫瘍医学講座」を設置した。さら

に，平成 20 年４月には，運動器疾患に悩む国民の QOL の向上に寄与するた

め，寄附講座「人工関節学講座」を設置することとした。 

 

３） 平成 19 年７月に厚生労働省治験中核病院に選定され，院内では，国立大

学病院では初となる早期臨床試験専用施設（Clinical Trial Unit：CTU）(病

床数 19 床)の平成 20 年４月の開設に向け，学長裁量経費も活用して人材育

成及びインフラ整備を実施した。 

 

４） 寄附講座「臨床腫瘍医学講座」の設置に続き，平成19年９月に腫瘍内科，

10 月に腫瘍センターを設置し，平成 20 年２月に大分県がん診療連携拠点病

院の指定を受けた。 

 

５） 重症患者治療に対応するため，救急部及びICUの機能を充実させるための

改修工事を行い，平成19年 11月に大分県新型救命救急センターの指定申請

を行った。 

 

６） 女性医師・女性看護師の職場環境の改善策として，平成 19 年７月に院内

保育所を設置した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(1)  業務運営の改善及び効率化 

① 運営体制の改善に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

○ プラン・ドゥ・シィを基本原則とした運営体制を確立し，激変する環境の変化に適切に対応することができる効率的で責任ある意思決定システムにより，大学

のマネジメントに努める。 

〇 限られた資源を有効に活用するために，学長がリーダーシップを発揮しつつ，全学的な視点に立った機動的な大学運営を遂行できる運営体制を整備する。 

 

 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ウェイト 

中期計画 平成19年度計画 
中
期 

年
度 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 

中
期 

年
度 

○ 全学的な経営戦略の確立に

関する具体的方策 

     

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

 学長を議長とする「戦略会議」を平成17年度

に設置し，所属学部や専門分野を超えた長期的

な戦略・ビジョンの検討を行い，中間報告を策

定した。 

 また，平成18年度には，戦略会議の中間報告

を踏まえた中期的な経営戦略を策定するため，

学長の下に，学外有識者を含めた「将来計画会

議」を設置した。 

 

  【140】 

役員会，経営協議会，教育

研究評議会等において，人

的・物的資源の有効活用と財

政基盤の強化のために，学内

コンセンサスの円滑な形成に

留意しつつ全学的な経営戦略

を確立し，公表する。 

 

【140】 

全学的な人的・物的資源の有効活用と財

政基盤の強化のために，基本的な経営戦略

を確立し，内外に公表する。 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【140】 

 将来計画会議において，人的・物的資源の有

効活用と財政基盤の強化のための「中期財政計

画」（改訂版）を検討し，経営協議会及び役員会

平成19年度に策定した「中期

財政計画」（改訂版）を踏まえ，

第２期中期計画を策定する。 
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の議を経て策定し，公開ホームページを通じて

学内外に公表した。 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

諸会議の円滑かつ効率的な運営を行うため，

学長室において，付議する案件や運営方針等を

整理した。 

  また，役員会，経営協議会，教育研究評議会

の法定会議はもとより，全学委員会，各部門会

議等の議事概要の学内ホームページを通じた公

表を平成18年度から開始し，学内構成員の迅速

かつ正確な情報共有を推進した。 

  さらに，外部有識者の意見や提案を大学経営

に活用する観点から，経営協議会を原則月例開

催とし，資料等の事前配付・説明を行い，学外

委員から意見等を収集し，改善可能なものから

実施した。 

 

  【141】 

経営協議会，教育研究評議会

等の役割等を明確にするとと

もに，連携を図り，円滑な組織

運営に努める。 

【141】 

経営協議会，教育研究評議会の役割の下

に連携を図り，円滑な組織運営に努める。

 

Ⅳ

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【141】 

より円滑な組織運営を行うため，理事の任期

満了に伴う交替に合わせ，理事の担当業務の再

編成を行うなど，新たな理事体制を構築した。

また，役員会，経営協議会，教育研究評議会

の役割に応じた「審議事項の再整理」を行った。

さらに，経営協議会の一層の活性化・実質化

を図る観点から，「活性化方策の策定」及び「構

成員の見直し」（全理事を構成員とした）を行う

とともに，経営協議会において，学外委員から

の意見や提案に対する取組状況を報告し，評

価・検証を行うなど，学外委員の意見を積極的

に大学経営に活かした。 

円滑な組織運営に向けた役

員会，経営協議会，教育研究

評議会の役割及び審議事項の

明確化について，引き続き検

証を行い，必要に応じ改善す

る。 
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加えて，平成16年度法人評価における指摘を

踏まえ，役員会，経営協議会，教育研究評議会

の議事概要の公開ホームページを通じた社会へ

の公表を開始した。 

  以上の結果，役員会，経営協議会，教育研究

評議会の役割の明確化とともに，構成員の情報

の共有が促進され，組織運営の一層の円滑化が

図られた。 

 

【142】 

特定の課題及び横断的な課

題については，必要に応じてプ

ロジェクトチームを設置する

など，迅速かつ効率的に対応す

る。 

 

 

Ⅳ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

平成 17 年度法人評価における指摘を踏まえ

学長の下に設置した「外部資金の獲得拡大方策

検討ワーキンググループ」や，研究担当理事の

下に設置した「科学研究費補助金戦略プロジェ

クト」を中心として，科学研究費補助金の申請

率及び採択率の向上を目指した取組を実施し

た。その結果，平成 18 年度に申請した科学研

究費補助金の採択については，前年度と比較し

て，件数にして約1.14 倍（126 件→144 件），

金額（直接経費）にして約1.23 倍（181,500 千

円→223,550 千円）の獲得が達成できた。 

 また，総務担当理事の下に設置した「禁煙推

進ワーキンググループ」において「禁煙ポリシ

ー07 」を策定（平成19年６月制定）するとと

もに，挾間キャンパスにおいては，平成 19 年

１月から全面禁煙，旦野原キャンパスにおいて

は，２年以内のキャンパス内全面禁煙を決定

し，禁煙対策の取組を加速した。 

さらに，教育担当理事の下に設置した「学歌

制定会議」を中心とした取組により「大分大学

学歌」を制定し，入学式，卒業式等の学事にお

ける斉唱や，大分大学前駅構内での放送を通じ，

緊急性の高い課題の効果的

解決を図るため，必要に応じ

て，各理事等の下にプロジェ

クトチームを設置するなど，

迅速かつ効率的な対応に努め

る。 
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愛校心の涵養に努めた。 

 

【142】 

各理事の下で必要に応じてプロジェク

トチームを設置するなど，迅速かつ効率的

な対応に務める。 

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【142】 

学長を議長とする将来計画会議の下に，第２

期中期計画策定の前提となる将来構想を検討

するワーキンググループや，学内共同教育研究

施設等の統廃合を検討するワーキンググルー

プを設置し検討を進めた。その結果，「高等教

育開発センター」と「生涯学習教育研究センタ

ー」との統合（平成20年４月）を決定した。

また，事務改革の更なる推進を図るため，事

務連絡会議，事務改善委員会，事務情報化推進

室を廃止し，新たに「事務改革会議」を設置す

るとともに，緊急性の高い全学的・横断的課題

の効率的・効果的な解決を図るため，９つの「全

学プロジェクトチーム」を設置し，組織改革，

業務改革等に関する調査・検討を進めた。 

その結果，「業務改善提案公募制度」の創設や，

「内部規則の再構築事業」が実施に移されると

ともに，第２期中期計画を視野に入れた「アク

ション・プログラム」を策定し，平成20年度以

降に取り組むべき改革事項を決定した。 

  以上のとおり，多岐にわたる緊急性の高い全

学的課題の解決に向けた迅速かつ効率的な取組

により，計画を上回る十分な成果を得ることが

できた。 

 

  

【143】 

学内の各種委員会のあり方

を検討のうえ，削減等の見直し

を行う。 

 

Ⅳ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

 各理事を補佐するための「理事室」体制を平

成18年度に整備するとともに，全学委員会を，

原則として「部門会議」に収斂させ，会議の整

各種委員会の在り方の検討

及び検証を引き続き行い，必

要に応じ改善する。 
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理・削減を図り，効率的で責任ある意思決定体

制を構築した。その結果，「委員会数」にして25

（61→36），「人数」にして192 名（469 名→277 

名），「時間数」にして約2,700 時間の削減を図

り，教員にあっては本来業務である教育，研究

及び医療等に振り向けられる時間が増加し，事

務職員については超過勤務の短縮が図られた。

  また，各種委員会の運営に関する検証を行い，

その結果を踏まえ，学内ホームページに全学会

議，部門会議の議事内容を速やかに公表するこ

とにより，学内構成員の情報共有を推進した。

 

 

【143】 

各種委員会の統廃合に関して見直しを

行い，必要があれば改善を行う。 

 

 

 

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【143】 

平成18年度に導入した「部門会議」制の検証

を行うとともに，会議の運営等に要する教員・

事務職員のマンアワーの短縮など，各種会議の

在り方に関する検討を進めるため，各種会議の

稼働状況，統廃合の可能性等を調査・検討した

結果，理事室・部門会議の役割の明確化を図る

とともに，「組織運営・企画部門会議」と「人事

部門会議」との統合，「情報公開委員会」と「個

人情報保護管理委員会」との統合を決定した。

以上により，迅速な意思決定がより適切に機能

する体制が整備された。 

さらに，事務連絡会議ほか２会議を統合し，

それぞれの機能を一元化した「事務改革会議」

を設置した。これにより，事務改革の一層の推

進を図るための検討体制が整備・強化された。

 加えて，会議資料作成に要する作業量の軽減

と効率化を推進するため，最小限の入力により

自動的に資料作成が可能となる「会議用資料作
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成支援システム」（アプリケーションソフト）を

独自に開発し導入した。これにより，平成20年

度以降の会議運営に関する大幅な業務改善及び

会議コストの削減が可能となった。 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

「全学委員会方式」から「学長室・理事室体

制」への移行を主な内容とする新たな運営体制

を構想し，経営協議会学外委員からの意見を踏

まえ，平成17年度に，「学長室」，「戦略会議」，

「人事政策会議」を新設するとともに，平成18

年度には，「部門会議制」を導入し，効率的で責

任のある意思決定体制を構築した。 

また，全学会議，部門会議等の議事概要の学

内ホームページを通じた公表を平成18年度から

開始し，学内構成員の迅速かつ正確な情報共有

を推進した。 

 

  【144】 

経営協議会において，運営体

制の問題点等についての点検

を定期的に実施する。その点検

結果に基づいて必要な改善策

を講じ，次年度の年度計画に反

映させる。 

 

【144】 

経営協議会委員からの意見に基づいて

必要な改善策を講じ，平成20年度の年度

計画に反映させる。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【144】 

経営協議会において，学外委員からの意見・

提案等に対する本学の取組状況について検証を

行い，少子化に対応した学生確保・志願者拡大

方策や，地域への貢献などに関する改善事項及

び平成20年度計画に反映する課題の整理を行っ

た。 

 

経営協議会において，引き続

き運営体制の点検を行い，必

要に応じ改善する。 

  

【145】 

中期目標期間における運営

体制の問題点・改善点を検証

し，その検証結果を公表する。

また，これらの結果を次期中期

 

Ⅳ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

運営体制の問題点及び改善策の検証を行った

結果，より効果的な大学マネジメントの確立を

目指した新たな運営体制を整備するため，「全

学委員会方式」を抜本的に改め「学長室・理事

平成 19 年度に実施した検証

結果に基づき改善策を講じる

とともに，第２期中期計画の

策定に反映させる。 
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室体制」へ移行した。 

また，運営体制の改善状況については，定例

記者会見を通じ社会へ公表した。 

  さらに，平成18年度には，国立大学法人評価

委員会委員による運営体制に関する実地検証の

結果を踏まえ，全学会議，部門会議の議事内容

の学内ホームページを通じた速やかな公表を開

始し，学内構成員の更なる情報共有を推進した。

 

目標の策定に反映させる。 

 

【145】 

運営体制の問題点等について見直し，

自己評価書，実績報告書に検証結果をま

とめ，公表する。また，これらの結果を

次期中期目標の策定に反映させるように

する。 

 

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【145】 

  運営体制の問題点等の改善状況等について

は，毎年度作成する全学の「自己評価書」及び

国立大学法人評価委員会に提出する「業務実績

報告書」において整理し，公開ホームページを

通じて学内外に広く公表している。 

また，より効率的で責任ある意思決定体制の

構築を目指し，①理事の任期満了に合わせた担

当業務の再編成，②附属病院長を学長補佐から

病院経営担当副学長に変更，③学術情報拠点長

を新たに副学長として任命することを決定，④

経営協議会構成員の見直しを実施した。 

さらに，理事，学部長，部門会議構成員に対

するアンケート調査を実施するとともに，組織

運営・企画部門会議や運営会議等において検証

を行った結果，「組織運営・企画部門会議」と「人

事部門会議」との統合，「情報公開委員会」と「個

人情報保護管理委員会」との統合を決定した。

 

  



大分大学 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 

広報推進部門会議において実施した点検・見

直しの結果を踏まえ，役員会，経営協議会，教

育研究評議会の議事概要を学内ホームページに

掲載し，情報の迅速な共有化を推進した。 

また，平成 18 年度には，全学委員会，各部

門会議の議事概要の公表を開始した。 

 

  【146】 

学長，理事，部局長等による

運営会議を活用して，情報の迅

速な共有化を促進し，大学運営

の円滑化を図る。 

 

【146】 

広報推進部門会議等で，具体的な提供

方式の点検評価，見直し，改善に取り組

む。 

 Ⅲ

Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【146】 

平成 16 年度法人評価における指摘を踏まえ，

役員会，経営協議会，教育研究評議会の議事概要

の公開ホームページを通じた社会への公表を開

始した。 

また，学長定例記者会見における情報提供の

状況を広報推進部門会議において点検した結

果，より積極的な情報提供を促進する観点から，

全学的な「広報担当者連絡会」を開催し， 情報

の共有化等についての啓発を行った。 

さらに，事務改革会議の下に設置した「ディ

スクローズ戦略プロジェクトチーム」において，

各部局広報担当者の明確化を図るなど，広報体

制の確立に向けた検討とともに，平成20年度以

降の具体的取組の提言を行った。 

 

大学の構成員が迅速に情報

を共有できる体制の整備を引

き続き推進する。 

 

  

【147】 

事務組織は教学組織と連携

しつつ大学運営の企画立案等

に積極的に参画し，学長以下の

役員等を直接支えるなど，大学

運営の専門職能集団としての

機能を発揮する。 

 

Ⅳ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

理事の役割分担に対応した事務体制を構築

するとともに，外部資金の獲得促進，地域社会

との連携を強化するために，平成 17 年度に研

究・社会連携部を新設し，５部体制とした。 

また，平成18年度には，事務局の部課長等を，

「理事室」及び「部門会議」の構成員とし，理

平成19年度に策定した「事務

改革推進のためのアクション・

プログラム」に基づき，引き続

き事務組織や業務の見直しに

努める。 
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事の職務への支援及び大学運営の企画立案への

積極的な参画が可能となる運営体制を構築し

た。 

 

 

【147】 

平成18年度までに改編した事務組織に

ついて検証し，必要に応じて変更を加え

る。 

 

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【147】 

平成18年度までに改編した事務組織について

の検証結果を踏まえ，「リエゾンオフィス」，「国

際教育研究センター」の設置（いずれも平成19

年度）に当たっては，教員と事務職員の協働体

制を整備するとともに，事務組織の専門的機能

の一層の発揮及び企画立案機能の強化を図っ

た。 

また，平成20年度設置を決定した「入学企画

支援センター」では，教員と入試課が協働し，

学生の安定確保及び志願者拡大のための企画戦

略を策定する体制を整備することとした。 

さらに，「事務改革会議」の下に設置した「組

織改革プロジェクトチーム」では，現行事務組

織の検証と第２期中期目標期間を視野に入れた

「あるべき事務組織像」の構築に向け，企画立

案機能・政策調整機能の強化，教育研究・学生

支援機能の強化等に関する調査・検討を行い，

検討結果の実施に向けた「アクション・プログ

ラム」を策定した。 

 

  

○ 学部長等を中心とした機動

的・戦略的な学部等運営に関する

具体的方策 

     

【148】 

学部長の権限を明確にする

とともに，副学部長制の導入な

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

学部運営における学部長のリーダーシップを

一層発揮するために，平成16年度に，教育福祉

機動的・効率的な学部運営体

制について，引き続き検証を行

い，必要に応じ改善する。 
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科学部，工学部，医学部において｢副学部長制度｣

を導入し，経済学部では，学部長補佐体制を整

備した。 

また，教育福祉科学部では，平成17年度に，

学部長補佐体制の検証を行った結果，各業務の

専門性をより高めるため，副学部長３名体制を

構築し，意思決定機能の強化を図った。 

 

ど学部長補佐体制を整備し，機

動的・効率的な学部の運営体制

を確立する。 

 

【148】 

各学部において，機動的・効率的な学

部運営体制に向けて，学部長補佐体制の

見直しを行い，必要に応じて改善する。

 

Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【148】 

平成18年度までに整備した学部長補佐体制に

ついて検証した結果，経済学部では，学部運営

における意思決定及び執行を機動的・効率的に

行うために，副学部長（教育担当，特命事項担

当）を設置した。これにより，全ての学部にお

いて副学部長体制が整備された。 

また，工学部では，教務関係業務を円滑・効

率的に遂行するため，教務担当の副学部長を新

たに設置し，その補佐として副教務委員長を設

置した。 

以上の結果，学部運営における各学部長の権

限と責任の明確化が図られるとともに，機動

的・効率的な意思決定が可能になった。 

 

 

  

【149】 

部局運営の機動性を高める

ため，各種委員会を機能的に再

編するなど見直しを行う。 

 

 

Ⅲ

（平成16～18年度の実施状況概略） 

教育福祉科学部では，人事計画委員会と予算

計画委員会の合同会議，学部カリキュラム改革

ワーキンググループ，大学院カリキュラムワー

キンググループ，GPワーキンググループの合同

会議を開催し，委員会の有機的な連携及び委員

会機能の向上を図った。 

経済学部では，留学生委員会と学術交流委員

機動的・効率的な部局運営

体制について，引き続き検証

を行い，必要に応じ改善する。 
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会との統合，施設利用検討委員会の廃止，経済

論集編集委員会の設置，PR委員会，志願者拡大

委員会の再編成といった見直しを実施した。 

工学部では，平成18年度に，代議員会の審議

事項及び構成員についての見直し等を行った。

また，学科長連絡会を積極的に実施（9回/年）

し,学科間の情報の共有及び連携を推進した。

 

【149】 

各学部において，機動的・効率的な学

部運営体制に向けて，各種委員会の見直

しを行い，必要に応じて改善する。 

 
Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【149】 

医学部では，各種委員会の委員長や構成員の

見直しを行い，副学部長及び学科長を，ほとん

どの委員会の委員長とした。 

また，工学部では，助教制度の導入に伴い，

助手の代表者だけが出席する教員幹事会を廃止

し，教員全員が出席する教員会議を設置して，

情報の共有化，運営体制の効率化を図った。 

 

  

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

  各学部とも，教授会の審議事項の精選を行い，

資料の電子化・事前配付，メールやプロジェク

ターを活用したペーパーレス化の推進などによ

り，学部運営の効率化を図った。 

 

  【150】 

教授会のあり方を見直すと

ともに，審議事項を精選し，機

動的な学部運営を図る。 

 

【150】 

各学部において，機動的・効率的な学

部運営体制に向けて，教授会のあり方や

審議事項の見直しを行い，必要に応じて

改善する。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【150】 

各学部とも，機動的・効率的な学部運営の実

現に向けた更なる見直しを行い，教育福祉科学

部では審議時間の設定を，医学部では審議事項

の更なる精選を，工学部では一部審議事項の代

議員会への付託を行った。 

以上により，教授会の効率的な運営が促進さ

教授会の在り方，運営方法

等について，引き続き検証を

行い，必要に応じ改善する。 

 

  



大分大学 
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れた。 

 

○ 教員・事務職員等による一体

的な運営に関する具体的方策 

     

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

学長のリーダーシップの下での機動的な大学

運営と効率的で責任ある意思決定システムの構

築を目指して，平成17年度に策定した「運営組

織の改編の基本的考え方」において，教員・事

務職員等の一体的運営を考慮した事業部門と支

援部門の棲み分けや，理事室等における教員と

事務職員の分担協力関係の明確化を図るととも

に，事務局の部課長等を，「理事室」及び「部門

会議」の構成員とし，理事の業務支援及び教員

との有機的な協働が可能となる運営体制を整備

した。 

 

  【151】 

効率的・機動的な大学運営

を行うために，教員・事務職

員等の有機的・協働的な分担

協力関係を確立する。 

 

【151】 

より効率的・機動的な運営組織におけ

る教育職員と事務職員との有機的・協働

的な関係について検討し，可能なものか

ら実施する。 

 

Ⅳ

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【151】 

コーディネーターやマネージャー（いずれも

教員）と研究・社会連携部職員が一体となって

機能するため，平成19年度に設置した「リエゾ

ンオフィス」を，地域共同研究センター建屋内

に設置した。 

また，教員と入試課職員が協働し，少子化社

会に向けた学生の安定確保及び志願者拡大のた

めの企画戦略を策定するために，平成20年度に

「入学企画支援センター」を設置することを決

定した。 

  さらに，事務局の部課長をそれぞれ部局ごと

のサポーターとして位置づけ，教育研究の現場

である部局と事務局の橋渡しをして，部局の質

教員・事務職員等の適切な

分担協力関係について，引き

続き検証を行い，教職協働を

推進する。 
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問を解決することにより大学運営の改善に結び

つける「部局サポーター制度」を創設した。 

その結果，概算要求により獲得したプロジェ

クト研究を推進するために必要なスタッフの任

用上又は予算上の手続方法の明確化が図られる

など，事務職員未配置の小規模部局における業

務支援が効果的に達成された。 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

学長のリーダーシップの下での機動的な大学

運営と効率的で責任ある意思決定システムの構

築を目指して，平成17年度に策定した「運営組

織の改編の基本的考え方」において，事務系幹

部職員の大学運営への関わりを見直すととも

に，新たに設置した「理事室」及び「部門会議」

の構成員として事務局の部課長等を配置し，理

事の職務を支援し，大学運営の企画立案への積

極的な参画が可能となる運営体制を整備した。

 

  【152】 

事務系幹部職員を大学運営

の企画・立案に参画させる。 

 

【152】 

事務系幹部職員の大学運営における企

画・立案への参画について，見直しを行

い，必要に応じて改善を加える。 

 

Ⅳ

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【152】 

本学の将来構想，中期目標・中期計画など，

企画立案上の重要事項を審議する「将来計画会

議」の構成員として，事務局の部長（５名）を

加えた。 

また，部課長からなる「事務改革会議」を全

学運営組織の１つとして設置し，その下に設置

した９つのプロジェクトチームにおいて，組織

改革，業務改善，経費削減等の視点から大学運

営の改善に資する企画・提案を行った。 

さらに，部課長等を対象としたマネジメント

セミナー「大学運営に関するサマーレビュー」

事務系幹部職員の大学運営

の企画・立案への参画につい

て，引き続き検証を行い，必

要に応じ改善する。 
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を開催し，事務系幹部職員の企画立案に係る職

能開発を推進した。 

加えて，「業務改善提案公募制度」を創設し，

事務系幹部職員だけでなく，一般事務職員や教

員を含め，大学運営の企画・立案への参画を促

進した。 

 

【153】 

必要に応じて事務系幹部職

員を学部運営に参画させる。 

 

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

教育福祉科学部では，事務長を教授会構成員

とするとともに，必要に応じて副学部長にする

制度を導入し，平成17年度には，総務担当副学

部長として学部運営に参画させた。 

経済学部では，事務長の役割と責任の明確化

を図るため，事務長を「企画委員会」「予算委員

会」の構成員とした。 

医学部では，附属病院も含め，医学・病院事

務部長が「将来計画委員会」「評価委員会」「予

算配分協議会」など， 21の委員会で構成員とな

っており，各課長も含めると38の委員会の構成

員となっている。 

工学部では，事務長を「企画委員会」「自己点

検及び評価委員会」「予算委員会」など6の委員

会，事務長補佐を「博士後期課程研究指導委員

会」など2の委員会，総務係長を「広報委員会」

の構成員として学部運営に参画させている。 

また，事務局の幹部職員が各学部に出向き，

概算要求に向けた留意点と対策や，GP獲得促進

方策について，学部構成員への説明及び協議を

行うなど，学部運営や企画力の強化に向けた支

援を行った。 

 

 

事務系幹部職員の学部運営

への参画について，引き続き

検証を行い，必要に応じ改善

する。 

  



大分大学 

-28- 

【153】 

各学部において，事務系幹部職員の学

部運営への参画について見直しを行い，

必要に応じて改善する。 

 
Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【153】 

事務系幹部職員の学部運営への参画について

検証を行った結果，教育福祉科学部では，事務

長が，学部運営体制としての四役会議（学部長・

副学部長・評議員・教務委員長）に参画し，ま

た，工学部では新たに技術部を設置し，事務長

が，運営委員会の構成員として参画することと

した。 

 

  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

  学長のリーダーシップの下での機動的な大学

運営と効率的で責任ある意思決定システムの構

築を目指して，平成17年度に策定した「運営組

織の改編の基本的考え方」において，教員・事

務職員等の一体的運営を考慮した事業部門と支

援部門の棲み分けや，理事室等における教員と

事務職員の分担協力関係の明確化を図るととも

に，事務局の部課長等を，「理事室」及び「部門

会議」の構成員とし，理事の業務支援及び教員

との有機的な協働が可能となる運営体制（部門

会議制）を整備した。 

 

  【154】 

大学運営における教員と事

務職員等との役割分担を明確

にするとともに，連携協力の

強化を図る。 

 

【154】 

平成 18 年度実施事項を検証するとと

もに，大学運営における教員・事務職員

等の連携協力について見直しを行い，必

要に応じて改善する。 

 

Ⅳ

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【154】 

平成18年度までに整備した部門会議制の検証

の結果，会議の統廃合及び構成員の見直しを行

い，教員と事務職員との連携をより強化するた

めの体制を整備した。 

また，コーディネーターやマネージャー（い

ずれも教員）と研究・社会連携部職員が一体と

なって機能するために，平成19年度に設置した

教員・事務職員等の大学運

営における適切な連携・協力

関係について，引き続き検証

を行い，必要に応じ改善する。 
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「リエゾンオフィス」を，地域共同研究センタ

ー建屋内に設置した。 

さらに，事務局の部課長をそれぞれ部局ごと

のサポーターとして位置づけ，教育研究の現場

である部局と事務局の橋渡しをして，部局の質

問を解決することにより大学運営の改善に結び

つける「部局サポーター制度」を創設した。 

その結果，概算要求により獲得したプロジェ

クト研究を推進するために必要なスタッフの任

用上又は予算上の手続方法の明確化が図られる

など，事務職員未配置の小規模部局における効

果的業務支援及び教職協働の推進が達成され

た。 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

  教職員・学生からの意見を収集し，大学運営

等に反映する仕組みとして，学内ホームページ

に「大学運営に関する意見」コーナーを平成17

年度に開設した。教職員から６件，学生の意見

箱にも６件の意見が寄せられ，大学運営の改善

が促進された。 

また，併せて学内ホームページに「学長・理

事からのお知らせ」コーナーを開設し，学長，

理事が，リアルタイムな情報を自ら構成員に提

供する仕組みも整備した。 

  平成18年度には，公開ホームページ（トップ

ページ）に，学生掲示板（MASIS）へのリンク箇

所を設けた。 

 

  【155】 

教職員や学生の大学運営等

に関する意見を取り入れ，フ

ィードバックが可能となるシ

ステムを構築する。 

 

【155】 

広報推進部門会議で，具体的な提供方

式の点検，見直し，改善に取り組む。 

Ⅳ

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【155】 

 平成18年度までの取組に関する検証結果を踏

平成19年度に導入した意見

を収集しフィードバックする

システムの検証を行い，必要

に応じ改善する。 
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 まえ，学生の意見等を積極的に大学運営に反映

する観点から，「学長と学生団体B-netの意見交

換」，「学長をはじめとした大学関係者と医学部

学生との意見交換会」，「学長と学生の座談会」

を実施した。 

さらに，ステークホルダーをはじめとする社

会からの提案を収集し大学経営等に反映する仕

組みとして，県内12箇所に設置している本学イ

ンフォメーションコーナーや広報誌等を活用

し，「学長への提案用葉書」を社会の皆様に配布

し，提案に対する改善結果については，公開ホ

ームページを通じ公表することを決定した。 

加えて，教職員からの意見を取り入れ，フィ

ードバックする仕組みとして，業務改善に関す

る提案を募る「業務改善提案公募制度」を創設

し，提案のあった 39 件のうち，12 件を平成 20

年度の実施事項として採択し，特に優秀な提案

２件について学長表彰を行った。 

 

○ 全学的視点からの戦略的な

学内資源配分に関する具体的方

策 

     

【156】 

学内資源（人事・予算等）の

効果的な配分を行う。 

 

 

Ⅳ

（平成16～18年度の実施状況概略） 

  「学長裁量定員」については，平成21年度ま

でに，教員 18 名，事務職員 10 名を確保し，平

成18年度までに，①教育方法等の改善充実（高

等教育開発センター），②医工連携の推進（先端

医工学研究センター），③特色ある教育研究の推

進（福祉科学研究センター），④知的財産及び社

会連携への対応充実（イノベーション機構）等

を図るため，教員６名，職員３名の活用を行っ

た。 

学長裁量定員については，

平成 19 年度までの配置状況

について，引き続き検証を行

い，必要に応じ改善する。 

予算等については，平成 19

年度までの実績等を踏まえ，

引き続き事業の見直しや優先

順位の選択を通じ，予算配分

の重点化・効率化を図る。 

さらに，本学が定めた「財
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「学長裁量経費」については，外部の競争的

資金の獲得に積極的に挑戦することを目的に，

４つのプログラム（教育改革拠点形成支援・研

究推進拠点形成支援・若手研究者萌芽研究支

援・社会連携支援）に重点化し配分している。

  なお，配分に際しては，学長の下に「審査委

員会」を組織し，書類審査・ヒアリング審査を

通じたピアレビューを導入した。 

（この重点配分の方法については，教育再生会

議及び教育再生懇談会において，特色ある取組

例として紹介された。） 

さらに，平成18年度採択事業から，事業完了

の翌年度に成果等報告会を実施するなどPDCAサ

イクルを充実させた。 

「部局長裁量経費」については，各部局にお

ける管理的経費の削減努力，大学改革の取組状

況及び外部資金の獲得状況などの評価結果を配

分に反映した。 

これにより，外部資金の獲得について，平成

15年度と平成18年度を比較した結果，件数（約

11％，112件）金額（約25％，178百万円）とも

に増加した。 

また，科学研究費補助金についても，平成16

年度と平成19年度を比較した結果，申請率（約

 14％），獲得額（約 46％，87 百万円）が増加し

た。 

 

【156】 

「学長裁量定員」については，中期計

画期間中の人件費シミュレーションを

踏まえて，各部局等の教育力，研究力の

均衡を見ながら，重点的に支援すべき組

Ⅳ

（平成19年度の実施状況） 

 【156】 

「学長裁量定員」については，イノベーショ

ン機構（地域連携支援コーディネーター）１名，

事務系職員は，研究・社会連携部の研究推進１

政運営の基本指針」（中期財

政計画）（平成19年度改訂）

を着実に実行する。 
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織に対して戦略的に配分する。 

「予算等」については，教育研究水準

の維持向上に配慮しつつ，引き続き投資

の徹底した選択と集中を通じ，予算配分

の重点化・効率化を一層推進することに

より，本学の将来の発展に緊要と考えら

れる質の高い事業等について必要な経

費の確保を図る。 

さらに，健全で安定した財政運営を図

るために「財政運営の基本指針」（中期

財政計画）（平成１７年度策定）を着実

に実行し，魅力ある教育研究や活力ある

大学運営等の実現を図る。 

 

名，国際教育交流２名を配置した。 

なお，平成18年度までの配置状況について，

総務担当理事を中心に検証を行った結果，先端

医工学研究センターにおいては，医工連携の共

同事業について，また，福祉科学研究センター

においては，大分市及び別府市との連携事業に

ついて格段の進展が図られていることが確認さ

れた。 

さらに，これまで配置した学長裁量定員の検

証を行い，重点的・戦略的分野の創出及び新規

事業へ配置する等の新たな活用方策についての

方針を定めた。  

  「予算等」については，経常的経費や一般管

理費をさらに抑制するとともに，本学の将来の

発展に緊要となる質の高い事業（新教務情報シ

ステム等）に対して配分を行うなど，重点化・

効率化を着実に実施した。 

  特に，「学長裁量経費」については，設備の

計画的な整備充実に向け，重点的に取り組み，

「教育研究診療設備整備支援プログラム」を新

設するなど，総額50％増（50百万円）の拡大を

図った。 

さらに，外部資金獲得の推進につながる予算

配分については，「学長裁量経費」の公募目的

にある「外部の競争的資金の獲得に積極的に挑

戦すること」をより一層重点化を図るとともに，

当該経費を配分した事業について，成果等の報

告会を実施するなど，外部資金獲得のための評

価・検証等を行った。 

この取組の結果，外部資金の受入は，前年度

比で件数約４％（51件）の増，金額（約81％，

714百万円）の増収が図られ，さらに，科学研究
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費補助金についても，平成20年度の申請・獲得

額に当たっては，前年度比で，申請率約４％の

増，獲得額（約10％，28百万円）の増収が図ら

れるなど，顕著な成果が得られた。 

なお，本学では，財政の健全化を図るととも

に，財政基盤の充実強化を図るため，「財政運

営の基本指針」（中期財政計画）を平成17年度

に策定したが，第２期中期計画を視野に入れた

計画への見直しを行うため，これまで平成21年

度までの計画であったものを平成23年度までの

期間に拡大し，改訂を行った。 

 

【157】 

予算面については，一定の

枠を留保し，戦略的な分野に

重点的に配分するなど柔軟な

運用を図る。 

 

 

Ⅳ

（平成16～18年度の実施状況概略） 

「学長裁量経費」については，学長が機動的・

戦略的なリーダーシップを一層明確に発揮でき

るよう，配分対象経費や選定プロセスを見直す

など，学内の競争的資金として効果的かつ重点

的な配分を行った。 

「部局長裁量経費」については，学長のイニ

シアティブと整合的で，既存の枠組みにとらわ

れない各部局の長のリーダーシップにより，各

部局の特色ある取組を推進するため，決算結果

を踏まえ，各部局における管理的経費の削減努

力，大学改革への取組状況及び外部資金の獲得

状況などの評価結果を配分に反映した。 

  これらの結果，外部資金獲得について，平成

15年度と平成18年度を比較した結果，件数（約

11％，112件）金額（約25％，178百万円）とも

に増加した。 

  また，科学研究費補助金についても，平成16

年度と平成19年度を比較した結果，申請率（約

14％），獲得額（約 46％，87 百万円）が増加し

「予算等」については，平

成 19 年度までの実績等を踏

まえ，引き続き，本学の発展

に緊要と考えられる質の高い

事業や，戦略的な分野に重点

的に配分するなど柔軟な運用

を図る。 

 

  



大分大学 

-34- 

た。 

 

【157】 

「中期財政計画」に基づき，年度間の

財源の調整を図るなど，本学財政の健全

な運営に資する「財政調整資金」を新設

する。 

「学長裁量経費」については，外部資

金の一層の獲得促進を図るための方策

を講じるとともに，「設備マスタープラ

ン」（平成18年度策定）及び「学術情報

基盤整備計画」（平成18年度策定）への

適切な対応を図る。 

また，「部局長裁量経費」については，

重点的経費としての充実，部局長のイニ

シアティブによる事業の一層の推進を

図るため，配分に当たっての評価項目等

の見直しを行う。 

 

Ⅳ

（平成19年度の実施状況） 

【157】 

  本学の「中期財政計画」に基づき，財政の健

全な運営に資する「財政調整資金」を創設し，

この活用として男子学生寮を全面改修工事する

こととし，その内耐震補強に係る約 165 百万円

を措置することを決定した。 

  「学長裁量経費」については，外部資金の獲

得促進を図るための支援事業を新設するととも

に，「設備マスタープラン」及び「学術情報基

盤整備計画」による計画的な設備充実を図るた

め，新たに「教育研究診療設備整備支援プログ

ラム」を設け，総額50％増（50百万円）の拡大

を図った。   

  「部局長裁量経費」については，各部局にお

ける外部資金獲得状況についての評価項目の見

直しを行うとともに，管理的経費の削減努力及

び大学改革の取組状況と併せ，これらのインセ

ンティブを反映させるなど着実に実施した。 

  さらに，使途を特定して，特別の事業を推進・

支援するための経費として配分していた「特別

事業費」を見直し，本経費を「部局長裁量経費」

に組み替え，重点化を図った。 

これらにより，特に，男子学生寮の耐震補強

においては，その整備開始時期について，当初

計画を上回る早期実施（１年前倒し）の実現を

図ることができ，また，外部資金獲得において

は，対前年度比で件数約４％（51件）の増，金

額（約 81％，714 百万円）の増収が図られ，さ

らに，科学研究費補助金についても，平成20年
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度の申請・獲得額に当たっては，対前年比，申

請率約４％の増，獲得額（約10％，28百万円）

の増収が図られるなど，顕著な成果を得た。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

有効活用スペース確保のための再配分に向け

た「有効活用スペース推進計画」を平成17年度

に策定し，稼働率の低い講義室を集約し，学生

のためのインフォメーションルーム及び留学生

センターを整備してサービスの向上を図った。

また，空室を若手研究者の研究室や院生・学

生のための自習室・ゼミ室として整備し有効活

用を図った。 

医学部の院生研究棟の実験室，実習室等の有

効活用を図るため，共通スペースとして，68室

を確保し，そのうちプロジェクト研究スペース

を12室確保した。また，プロジェクト研究スペ

ース等の利用要項を制定した。 

「有効活用スペース推進計画」を踏まえ，機

械・電気工学研究棟等改修工事においてオープ

ンスペースを確保し，競争的研究資金を用いた

研究に対し重点的に配分した。 

 

  【158】 

施設面については，一定の

オープンスペースを確保し，

戦略的な分野に重点的に配分

するなど柔軟な運用を図る。 

 

【158】 

「有効活用スペース推進計画」（平成

１７年度策定）に基づき，共用研究室や

学生のための共用スペースの拡大を図

る。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【158】 

教育福祉科学部・経済学部校舎において，「有

効活用スペース推進計画」に基づき，新たに14

室の共同研究室，セミナー室などの共用スペー

スを拡大し，教員の研究環境や学生の教育環境

の改善を図った。 

 

 

「有効活用スペース推進計

画」に基づき，引き続きオー

プンスペースを確保し，配分

の重点化や有効活用を図る。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 

特色ある教育研究の充実を図るため，学長が

人員を確保し，重点的・戦略的に配置する仕組

みとして「学長裁量定員」を導入した。 

その結果，平成18年度までに，高等教育開発

センター・先端医工学研究センターに教員各２

名，イノベーション機構，福祉科学研究センタ

ーに教員各１名，事務局に専門的職員３名を配

置した。 

 

  【159】 

人的な面については，学長

裁量ポストを確保する等，大

学運営上重点的かつ戦略的に

取り組む分野に人的資源を機

動的に活用できるシステムを

構築する。 

 

【159】 

学長裁量定員の有効的配置を継続す

るとともに，その配置結果について検証

する。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【159】 

平成18年度までの配置状況について，総務担

当理事を中心に検証を行った結果，先端医工学

研究センターにおいては，医工連携の共同事業

について，また，福祉科学研究センターにおい

ては，大分市及び別府市との連携事業について

格段の進展が図られたことが確認された。 

 

学長裁量定員の配置状況に

ついて，引き続き検証を行い，

必要に応じ改善する。 

  

○ 学外の有識者・専門家の登

用に関する具体的方策 

     

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

事務部門に，キャリア開発課長，診療情報管

理士，衛生管理者，電気主任技術者の専門家を

登用し運営改善を図った。 

 

  【160】 

大学運営において専門性の

高い分野（法務，労務，財務，

産学連携，知的財産，国際交

流，入学者選抜，就職，広報

等）に，学外有識者や専門家

の登用を図る。 

 

【160】 

大学運営において専門性の高い分野

に，学外有識者や専門家の登用を図る。

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【160】 

外部資金の獲得促進を目的とした専門的な人

材の確保を図るため，研究・社会連携課に研究

シーズと産業界等のニーズのマッチング活動等

の産学連携に詳しい職員を採用した。 

学外有識者や専門家の登用

状況について，引き続き検証

を行い，必要に応じ改善する。 
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また，事務改革会議の下に設置した「業務改

革プロジェクトチーム」において，専門性が求

められる業務に必要な民間経験者等（情報処理

担当者，社会保険労務士，コーディネーター等）

の雇用について検討し，可能なものから順次実

現を図ることとした。 

 

○ 内部監査機能の充実に関す

る具体的方策 

     

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

学長直属の監査室を設置し，「監査年次計画

書」に沿って，合規性並びに内部統制確保の観

点からの会計監査を実施するとともに，特定事

項ごとの業務監査を実施し，要改善事項の指摘

及びフォローアップを行った。 

監査の結果，平成17年度は，会計関係11件，

業務関係10件，平成18年度は，会計関係３件，

業務関係６件の指摘を行ったが，いずれも改善

されている。 

  また，監事と監査室の連携については，各々

が監査精度を高め，緊密な情報交換を行うとと

もに，学外専門家である会計監査人を含めた効

率的・効果的な「三者三様の監査」の構築に努

めることにより，内部監査機能を強化した。 

 

  【161】 

監査室を設置し，学外専門

家を登用しながら，監事と連

携して内部監査機能を強化す

る。 

 

【161】 

監査室が点検を行いながら監査を実

施し，必要に応じて内部監査機能を強化

する。 

 

Ⅳ

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【161】 

「監査年次計画書」に基づく監査を実施する

とともに，監事と合同で，「個人情報保護法に係

る管理状況」，「公的研究費管理体制の整備状況」

の監査を臨時監査として，会計業務に関する監

査を実施した。 

監査機能の強化に向けた取

組状況について，引き続き検

証を行い，必要に応じ改善す

る。 
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また，監査体制を充実させるため，「四者協

議会（学長・監事・会計監査人・監査室）」を

設置して課題認識の共有に努めた。 

さらに,監事・会計監査人及び監査室との連

携の強化を図るため，「三者連絡会（監事・会

計監査人・監査室）」を発足した。 

加えて，平成20年度から専任の監査室長を設

置することを決定し，監査機能の更なる強化を

図ることとした。 

 

○ 国立大学間の自主的な連

携・協力体制に関する具体的方

策 

     

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

事務職員の採用試験を，九州地区の国立大学

法人等と共同で実施するとともに，大分工業高

等専門学校を含めた法人間で積極的な人事交流

を行った。       

また，九州地区の国立大学法人が実施した各

種研修に協力し参加した。 

 

  【162】 

業務の効率的な運営のため

に，共通的な事務処理及び人

事交流や研修など，必要に応

じて地域や同一分野の大学，

学部間の連携・協力体制を整

備する。 

 

【162】 

九州地区国立大学法人間において，事

務系職員の採用試験，人事交流，研修等

について，協力体制を継続する。 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【162】 

九州地区の国立大学法人等職員採用試験の実

施については，引き続き協力するとともに，人

事交流については，日本学生支援機構へ１名，

大学評価・学位授与機構へ１名，大分工業高等

専門学校へ５名，熊本大学へ１名を派遣し，宮

崎大学から１名を受入れた。 

また，研修については，平成19年度九州地区

国立大学法人等係長研修を，本学が主催機関と

して開催した。 

他機関との人事交流や研修

の実施状況について，引き続

き検証を行い，必要に応じ改

善する。 
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 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(1)  業務運営の改善及び効率化 

② 教育研究組織の見直しに関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

○ 教育研究の進展や社会の要請に応じ，教育研究組織の弾力的な設計と改組転換を進める。 

 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ウェイト 

中期計画 平成19年度計画 
中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○ 教育研究組織の編成・見直

しのシステムに関する具体的

方策 

     

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

学長の職務を補佐するために設置した学長

室，戦略会議や，人事政策会議，将来計画会議

などの全学委員会と，教授会とのコンセンサス

の円滑な形成を図ることを目的として，運営会

議を設置するとともに，月例開催とした。 

 

  【163】 

教育組織・研究組織の適切

な運営のために，学内コンセ

ンサスの円滑な形成に留意

しつつ学長，理事，部局長等

による運営会議で，協議・検

討する。 

 【163】 

運営会議と将来計画会議において，教

育研究組織の運営に関する諸問題を協

議・検討を行い，必要に応じて改善を加

える。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【163】 

大学の将来構想やセンターの統廃合などの教

育研究組織に関する諸課題について，運営会議，

将来計画会議において検討した。 

  その結果，将来構想については，戦略会議が

教育組織・研究組織の適切

な運営について，引き続き検

証を行い，必要に応じ改善す

る。 
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取りまとめた中間報告を踏まえ，将来計画会議

の下に設置したワーキンググループにおいて検

討を進め，平成20年度の策定に向けた方向性の

明確化を図った。 

また，センターについては，「附属図書館」と

「総合情報処理センター」との統合，「高等教育

開発センター」と「生涯学習教育研究センター」

との統合について検討し，それぞれ「学術情報

拠点」，「高等教育開発センター」として設置（平

成20年４月）することを決定した。 

 

○ 教育研究組織の見直しの

方向性 

     

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

大学統合（平成 15 年 10 月）のメリットを生

かした新しい教育研究組織の構築を目指し検討

を進めた結果，「高等教育開発センター」，「先

端医工学研究センター」，「医学部附属医学教

育センター」を設置（いずれも平成17年４月）

した。 

また，平成18年度には，共同研究を推進する

ためのコーディネート機能を全学的に強化する

ため，「イノベーション機構」を設置した。 

 

  【164】 

学部，研究科，センター等

の組織について，統合のメリ

ットを生かし，学術研究の発

展，時代や社会の要請に即応

した教育研究組織とするた

め，学外者の意見も参考にし

ながら，自主的に定期的な点

検評価を行うとともに，見直

しを行い，柔軟な組織構成の

ための積極的な改革に取り組

む。 

 

【164】 

新しい組織の設置を含めた組織の改革

について定められた方向性に沿って更に

検討を進める。 

学内各センターの統廃合を含めた改革

の方向性に沿って，検討を進め，可能なも

のから実施する。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【164】 

将来計画会議の下に設置したワーキンググ

ループにおいて，当面の課題も含め，大学の将

来像の検討に着手した。 

また，経営協議会学外委員の意見を踏まえ，

「大学院経済学研究科博士後期課程」を設置

（平成19年４月）するとともに，｢留学生セン

教育研究組織の将来像を策

定し，第２期中期計画に反映

させる。 
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ター｣を「国際教育研究センター」に改組（平

成 19 年４月），「コミュニティ総合研究センタ

ー」を廃止し，その機能の一部を「地域共同研

究センター」に移行するとともに，経済学部に

「地域経済研究センター」を新設した。 

さらに，産学官連携の更なる強化を目的とし

て「イノベーション機構」に「リエゾンオフィ

ス」を設置（平成19年４月）するとともに，各

種コーディネーターを配置した。 

加えて，「附属図書館」と「総合情報処理セ

ンター」との統合，「高等教育開発センター」

と「生涯学習教育研究センター」との統合につ

いて検討し，それぞれ「学術情報拠点」「高等

教育開発センター」として設置（平成 20 年４

月）することを決定した。 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

「大学院経済学研究科博士後期課程」を平成

19年４月に設置することを決定した。 

  また，戦略会議において，本学の長期的展望

に立った教育研究組織の将来像について検討を

行い，学部や大学院の教育組織の再編成におけ

る課題，今後取り組むべき研究領域，教育と研

究の役割分担などについて中間報告として取り

まとめ，学内構成員に周知を図った。 

 

  【165】 

新学部構想や大学院の独

立研究科の設置計画について

検討する。 

【165】 

戦略会議の中間報告を踏まえ，将来計画

会議を中心に組織の改革について，具体的

改革の検討を行う。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【165】 

  戦略会議が取りまとめた中間報告を基に，将

来計画会議の下に設置したワーキンググループ

において，本学の将来像や人材育成等に関する

検討を進め，平成20年度の策定に向けた方向性

学部・大学院など教育研究

組織の将来像を策定し，第２

期中期計画に反映させる。 
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の明確化を図った。 

 

 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(1)  業務運営の改善及び効率化 

③ 人事の適正化に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

○ 公平性及び客観性を確保しながら，柔軟で多様な人事システムの構築を目指すとともに，優秀な人材の確保と資質の向上のための取組みを行う。 

 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ウェイト 

中期計画 平成19年度計画 
中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○ 人事評価システムの整

備・活用に関する具体的方策 

     

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

教員評価については，評価項目・評価データ

を作成し，試行評価の実施に向けた見直しを図

るとともに，評価の指針，実施手順をまとめ，

試行を実施した。 

事務職員等評価については，評価実施要項を

定め試行を実施するとともに，人事考課実施要

項（案）を作成し，評価基準を検討した。 

 

  【166】 

教員については合理的な

教員評価システムを，また事

務職員等においては適切な

人事考課制度を整備し，段階

的に実施する。 

 

【166】 

教員については，合理的な教員評価シ

ステムの策定に向けて試行を通じて精度

を高めるとともに，事務系職員について

は，適切な人事考課の導入に向けて試行

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【166】 

合理的な教員評価システムについては，試行

結果を基に，評価項目・基準等を精査して本格

実施した。 

教員評価，事務職員等評価

を検証・改善するとともに，

事務職員等において，適切な

人事考課を実施する。 
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を実施することとしている。 

 

事務職員等については，平成19年度に実施し

た職員評価の業績評価結果，能力評価結果を基

に，人事考課への活用に向けた試行を実施した。

さらに，事務改革会議の下に設置した「職員

評価プロジェクトチーム」において，評価シス

テムの改善策や，人事考課への活用方法を検討

した。 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

評価実施要項を作成し，教員及び事務職員の

評価を試行し，平成19年度からの本格実施を決

定した。 

また，教員評価データの収集を開始するとと

もに，人事考課への具体的な活用に則するよう

に職員給与規程を段階的に整備した。 

 

  【167】 

評価結果の具体的な活用

方法について検討する。 

 

【167】 

教員については，合理的な教員評価シ

ステムの策定に向けて試行を通じて精度

を高めるとともに，事務系職員について

は，適切な人事考課の導入に向けて試行

を実施することとしている。 

 

Ⅲ

Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【167】 

合理的な教員評価システムについては，試行

結果を基に，評価項目・基準等を精査して本格

実施した。 

事務職員等については，平成19年度に実施し

た職員評価の業績評価結果，能力評価結果を基

に，人事考課への活用に向けた試行を実施した。

さらに，事務改革会議の下に設置した「職員

評価プロジェクトチーム」において，評価シス

テムの改善策や，人事考課への活用方法を検討

した。 

 

教員評価，事務職員等評価

を検証・改善するとともに，

事務職員等において，適切な

人事考課を実施する。 

  

【168】 

教育研究，その他特に顕著

な業績を上げた教職員につ

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

顕彰制度を新たに設置することとし，「職員表

彰規程」を制定した。 

表彰制度の実施状況につい

て，引き続き検証を行い，必

要に応じ改善する。 
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 いては，顕彰制度を設け，表

彰する。 

 

【168】 

職員表彰規程に基づき，特に顕著な業

績を上げた教職員を表彰する。 

 Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【168】 

職員表彰規程に基づき具体的な表彰基準を

定め，業務上特に顕著な功績のあった者，優れ

た業務改善の提言を行った者など15名に対し学

長表彰を実施した。 

 

 

  

○ 柔軟で多様な人事制度の

構築に関する具体的方策 

     

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

 

特色ある教育研究の充実を図るため，学長が

人員を確保し，重点的・戦略的に配置する仕組

みとして「学長裁量定員」を導入した。 

また，「学長裁量定員」については，平成 21

年度までに，教員 18 名，事務職員 10 名を確保

し，重点的・戦略的に活用している。その結果，

先端医工学研究センターや高等教育開発センタ

ーの設置が実現でき，平成17年度から各センタ

ーの目的に沿った活動を積極的に展開してい

る。 

さらに平成18年度には，イノベーション機構，

福祉科学研究センターに教員各１名を配置し

た。 

 

  【169】 

大学運営上重点的な分野

及び戦略的に取り組む分野

に対応できる人事システム

の構築を図る。 

 

【169】 

学長裁量定員の有効的配置を継続する

とともに，その配置結果について検証す

る。 

 

Ⅳ

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【169】 

学長裁量定員の配置効果について検証するた

めに，総務担当理事による各学部長に対するヒ

アリングを実施した結果，平成18年度までの配

置状況について，先端医工学研究センターにお

学長裁量定員の配置状況に

ついて，引き続き検証を行い，

必要に応じ改善するととも

に，新たな活用を図る。 
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いては，医工連携の共同事業について，また，

福祉科学研究センターにおいては，大分市及び

別府市との連携事業について格段の進展が図ら

れたことが確認された。 

さらに，学長は、新規事業や組織に係る有効

な人員配置を実施するため，「中期目標に沿った

学部間或いは学部内改革に関して急がれる課題

の解決のために活用する」等の「学長裁量定員

の活用方針」を新に策定するとともに，その方

針に従って部局長に対してヒアリングを行っ

た。それらの結果，「学術情報拠点」（平成20年

４月設置）に２名（情報基盤センター１名，医

学情報センター１名）を先行的に配置すること

を決定した。 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

教職員の人事政策・制度の基本方針，職員の

配置等について検討を進めるため，「人事政策会

議」を平成 17 年度に設置するとともに，「教育

特任教授制度」を設け，平成18年度に３名を採

用した。 

 

  【170】 

柔軟で多様な人事制度（勤

務体制，服務体制など）に対

応するため，人事問題につい

て検討する専門委員会を設

置する。 

 

【170】 

人事政策会議，人事部門会議において，

柔軟で多様な人事制度の更なる推進を図

る。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【170】 

「人事政策会議」において，教育特任教授制

度や任期制など，多様な人事制度について検証

した結果，教育特任教授制度では，従来通りの

免許状の取得，きめ細かな指導と実践力を持っ

た学生の養成ができたことが確認された。 

また，任期制については，教員の流動性向上

に繋がり，一定の期間でプロジェクトの達成が

できること等が確認され，これらを積極的に活

柔軟で多様な人事制度の構

築について，「人事政策会議」

で引き続き検証を行い，必要

に応じ改善する。 
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用して推進することとした。 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

教員の社会貢献のための兼業を支援するた

め，「裁量労働制」を新たに導入した。 

また，服務基準に関係する職員就業規則，教

職員規程，職員倫理規程，職員の兼業に関する

規程を教員組織が改正されたため点検を行い改

正した。 

 

  【171】 

教員の兼業を支援するた

め，多様な勤務体制の導入を

検討する。その場合，透明性

を確保するため，自己規律の

保持と情報開示を視野に入

れた服務基準を定める。 

 

【171】 

教員の兼業について，自己規律の保持

と情報開示を視野に入れて，実施状況を

調査し公表する。 

 
Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【17１】 

服務基準については，教職員の服務全般につ

いて説明した基準を作成し周知した。 

兼業の公表については，平成18年度実施状況

を調査して学内に公表した。 

また服務関係の規程に関する兼業規程につい

ては，短期間兼業は部局長への届出，兼業許可

申請は部局長の承認の基に申請，さらに兼業状

況の次年度公開について兼業規程に盛り込み平

成20年度から全部改正し改善することとした。

勤務時間，休日，休暇に関する規程は，始業

及び終業時間の弾力化，夏期休暇の取得期間を

見直し職員の服務基準を整備した。さらに育児

休業規程，介護休業規程を改正し復帰前後の教

育訓練実施を規定化し，全体的に服務関係の規

程等を改善した。 

 

改正した兼業規程を検証す

るとともに，兼業実施状況を

公開する。 

  

【172】 

事務組織について，管理部

門と業務部門の適切な均衡

を図る。 

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

外部資金の獲得促進，地域社会との連携強化

を図るため，平成17年度に研究・社会連携部を

新設し，５部体制とした。 

事務組織の適切な均衡，職

員配置の最適化について，引

き続き検証を行い，必要に応

じ改善する。 
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また「管理部門」として，総務部に人事課，

評価グループを，財務部に調達室を，「業務部門」

として，研究・社会連携部に研究推進課，地域

連携推進課を，学生支援部には就職活動を積極

的に推進するためにキャリア開発課を新たに設

置した。 

 

 

【172】 

管理部門と業務部門における事務体制

について検証し，必要な改善を行う。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【172】 

産学連携推進のための支援体制を強化するた

め，研究推進課と地域連携推進課を統合し，研

究・社会連携課として再編（平成19年４月）し

た。 

また，事務改革会議の下に設置した「組織改

革プロジェクトチーム」において，全事務職員

を対象としたアンケート調査を実施し，その結

果を基に，現行事務組織の検証を行い，第２期

中期目標期間を視野に入れた「あるべき事務組

織像」を構築した。 

 

  

【173】 

事務職員等の人事は，定期

的な異動だけではなく，専門

性や適性を重視した人事制

度を構築する。 

 

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

専門性や適正を重視した職員配置とともに，

学外にも専門分野の人材を求めて採用できる仕

組みを整備し，学生の就職支援強化のため初め

て管理職を学外から公募してキャリア開発課長

を採用した。 

また，副課長の選考については，「副課長選考

実施要領」を平成18年度に制定し，学内公募を

行い，36名の応募があり，８名を平成19年４月

から配置することを決定した。 

 

 

事務職員の異動に関する平

成20年度方針を作成するとと

もに，課長等面接，７月を定

期異動の時期とすることにつ

いての検証を行い，必要に応

じ改善する。 
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【173】 

事務職員の配置，登用について，専門

性，適性及び意欲を重視した制度を推

進・拡大する。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【173】 

副課長面接では，21名の応募があり，１名を

平成 20 年１月に配置し，数名を平成 20 年度に

配置することを決定した。また，面接方法等を

検証し，評価者を見直し現場の管理者の評価を

加えたことにより効果的な評価となった。 

新たに「課長等登用選考実施要領」に基づき，

課長等の学内公募を行い，面接を実施し年齢に

関係なく評価の高い者３名を九州地区の課長面

接に推薦した。 

さらに，定期異動の時期については，平成20

年度基本方針を策定し，業務の効果的推進を図

る観点から，従来の４月から７月に移行するこ

ととした。 

加えて，新規採用者については，概ね５年以

内に原則２箇所以上の部局を経験させ，職員の

配置期間は，専門性を要する部署は５年，経理

系は３年以内を目途とし複数のキャンパスを経

験させる等の人事異動に関する方針を策定し

た。 

 

  

○ 任期制・公募制の導入など

教員の流動性向上に関する具

体的方策 

     

【174】 

任期制の導入を検討し，実

践的経験や識見を持つ学外

者等，国内外の優秀な人材の

積極的登用を推進する。現

在，実施している公募制につ

いては，一層の充実を図る。

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

医学部の寄附講座に任期制を導入し教授等を

配置し，地域共同研究センターに准教授１名の

配置を決定した。 

また，教員だけでなく，事務職員についても

キャリア開発課長を任期付職員として公募によ

り採用した。 

任期制及び公募制につい

て，引き続き検証を行い，必

要に応じ改善する。 
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さらに，福祉科学研究センター教員など優秀

な人材を学外公募により採用した。 

 

 

【174】 

任期制を拡大し，教員の流動性を向上

させる。 

 

Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【174】 

平成19年度は医学部23名，附属病院19名，

地域共同研究センター１名を任期付きで採用

し，任期制を拡大した。 

学部長又はセンター長に対して，任期制の導

入効果及び課題について，総務担当理事がヒア

リングを行った結果，教員の流動性向上，プロ

ジェクト達成の面での効果が確認できた。 

また，学長裁量定員は，原則として任期制を

基本方針としており，それを活用することによ

り教員の流動性を向上させることとなった。 

 

  

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

教育研究，社会貢献等の機能充実や発展を期

するため，「教員選考の基本方針」を平成 16 年

度に定め，教員選考の原則，教員選考の方法，

任期制，教員選考における学長及び部局長の役

割について明確にするとともに，教育・社会貢

献・大学運営等の業績を含めた総合的な審査体

制を整備し，教育研究評議会で教員選考の審査

を行った。 

 

  【175】 

時代に即応した教員選考

基準を定め，選考においては

研究業績だけでなく，教育・

社会貢献・大学運営等の業績

を含めた総合的な審査を行

う。 

 

【175】 

教員の選考に当たって，平成 19 年度

からの新しい教育職員規程，教員選考基

準に基づいて，能力，業績を総合的に審

査する。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【175】 

学校教育法の趣旨に従い改正した教育職員規

程，教員選考基準に基づき，能力や業績につい

て総合的に審査し，57名の教員を採用した。

また，新たな選考基準に基づき，高等教育開

 

（平成19年度完了） 
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発センターに生涯学習担当教員として自治体職

員を選考（平成20年４月採用）した。 

 

○ 外国人・女性等の教員採用

の促進に関する具体的方策 

     

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

「教員選考の基本方針」を平成16年度に制定

し，外国人，女性及び社会人を業績や能力に基

づき，積極的に選考することを明確にした。 

 

  

【176-1】 

外国人教員，女性教員の積極的任用を

図る。 

 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【176-1】 

経済学部，医学部看護学科の女性准教授を教

授に昇任させるとともに，医学部小児科に女性

の助教を１名採用した。 

また，女性を積極的に任用するための環境整

備として，保育所を設置した。 

さらに，「教員選考の基本方針」を改正し，能

力，業績の評価が同等の場合は，女性教員を優

先的に採用することを明確にした。 

外国人教員については，工学部に講師１名を

採用し，平成20年度から経済学部に１名外国人

を特任教員として採用することを決定した。こ

れにより，本学の外国人教員は７名となった。

 

 

【176】 

外国人，女性，障害者，他

大学出身者等を，業績や能力

に基づき教員として積極的

に任用し，その状況を定期的

に公表する。 

 

【176-2】 

人事部門会議と連携し，事業を実施す

る。 

 

Ⅲ

Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【176-2】 

外国人や女性教員の任用数等を，引き続き，

定期的に大学概要及び公開ホームページを通じ

公表した。 

 

「教員選考の基本方針」に

基づく外国人や女性等の採用

状況について，引き続き検証

を行い，必要に応じ改善し，

その状況を定期的に公表す

る。 
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○ 事務職員等の採用・養成・

人事交流に関する具体的方策 

     

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

特定の経験や資格等を必要とする職務への適

切な対応を図るため，キャリア開発課長，衛生

管理者，診療情報管理士，電気主任技術者を採

用した。 

 

  【177】 

特定の専門的知識，実務経

験・資格等が求められる分野

（法人経営，国際交流，産学

連携，知的財産等）について

は，経験や資格を有する民間

人の選考採用が可能となる

ような制度を導入する。 

 

【177】 

特定の分野に学外からの採用を継続す

るとともに，学内者の資格者の養成につ

いても引き続き拡大を図り，必要な人材

の確保に努める。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【177】 

キャリア開発課長の任期を 1 年更新するとと

もに，研究・社会連携課に産学連携職員を採用

した。 

また，衛生管理者資格を取得するための受講

料の支援を実施した結果，５人が合格し，有資

格者の拡大を図った。 

さらに，事務改革会議の下に設置した「業務

改革プロジェクトチーム」において，専門性が

求められる業務に必要な民間経験者等（情報処

理担当者，産学官連携コーディネーター等）の

雇用について検討し，平成19年度には産学官連

携コーディネーター（非常勤）を採用した。 

 

専門的知識，実務経験・資

格等を有する外部人材の採用

について，引き続き検証を行

い，必要に応じ改善する。 

  

【178】 

事務職員等の専門性向上

のため，自己啓発への積極的

な取り組みや業務遂行に有

用な民間研修等への積極的

な参加を推進する。 

 

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

平成16年度に「職員研修規程」を定め，共通

研修（全学的研修），専門研修（実務能力），自

己啓発研修について規定化し，各種の研修を実

施した。 

また，障害者職業生活相談員資格認定講習，

女性活用のための中間管理職セミナーに職員を

参加させた。 

 

事務職員等の専門性向上，

自己啓発に向けた取組や，研

修の実施状況について，引き

続き検証を行い，必要に応じ

改善する。 
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【178】 

事務系職員の専門性向上，自己啓発の

ために，民間研修等他機関に職員を出向

させる。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【178】 

民間研修については，業務の遂行に有用な資

格取得を推進する観点から，日本産業カウンセ

ラー協会主催の「産業カウンセラー養成講座」

への参加者に対し，受講料の支援を行い，資格

を取得させた。 

また，独立行政法人日本学術振興会への出向

（平成 20 年度２名），立命館アジア太平洋大学

への出向（平成20年度１名）を決定した。 

さらに，事務系幹部職員の職能開発を目的と

して，部課長等を対象としたマネジメントセミ

ナー「大学運営に関するサマーレビュー」を開

催するとともに，事務局の部課長をそれぞれ部

局ごとのサポーターとして位置づけ，教育研究

の現場である部局と事務局の橋渡しをして，部

局の質問を解決することにより大学運営の改善

に結びつける「部局サポーター制度」を創設し

た。 

加えて，事務改革会議の下に「能力開発プロ

ジェクトチーム」を設置し，事務系職員の全学

的研修方針を作成するとともに，職能開発に向

けた具体的な施策を平成20年度から実施するた

めの「アクション・プログラム」を策定した。

 

  

【179】 

幅広い経験や見識のある

人材を養成するため，九州地

区の国立大学法人等と連携

して人事交流を推進する。 

 

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

九州地区の国立大学法人等と連携して，職員

の採用試験，研修，人事交流を推進した。 

また，九州地区に限らず，国立天文台，文部

科学省，大学評価・学位授与機構とも人事交流

を行った。 

 

九州地区の国立大学法人等

との人事交流を推進し，幅広

い経験や見識のある人材を養

成する。 

  



大分大学 

-55- 

【179】 

九州地区国立大学法人間の研修を計

画的に継続するとともに，学内者の資格

取得者の養成について，引き続き支援す

る。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【179】 

九州地区の国立大学法人等職員採用試験の実

施については，引き続き協力するとともに，人

事交流については，日本学生支援機構へ１名，

大学評価・学位授与機構へ１名，大分工業高等

専門学校へ５名，熊本大学へ１名を派遣し，宮

崎大学から１名を受入れた。 

また，研修については，平成19年度九州地区

国立大学法人等係長研修を，本学が主催機関と

して開催するとともに，衛生工学衛生管理者，

有機溶剤作業主任者，特定化学物質及び四アル

キル鉛等作業主任者の養成講座への参加者に対

し，受講料を支援し，資格の取得を促進した。

 

  

○ 外国人・女性等の教員採用

の促進に関する具体的方策 

     

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

九州地区の大学等と連携して各種研修を実施

した。 

また，業務に関する資格の取得についても，

衛生管理者，放送大学等について受講料の支援

を行い推進した。 

 

  【180】 

事務職員等の資質向上の

ため，九州地区の大学等と連

携して，各種の研修を実施す

るとともに，業務に関連する

資格（外国語，会計簿記，情

報処理など）の取得を推奨

し，必要な支援を行う。 

 

【180】 

九州地区国立大学法人間の研修を計

画的に継続するとともに，学内者の資格

取得者の養成について，引き続き支援す

る。 

 

Ⅲ

Ⅲ

  （平成19年度の実施状況） 

【180】 

国立大学法人間の研修では，平成19年度九州

地区国立大学法人等係長研修を，本学が主催機

関として開催した。 

また，衛生工学衛生管理者，有機溶剤作業主

任者，特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主

任者の養成講座への参加者に対し，受講料を支

事務系職員の資質向上のた

めの各種研修の実施状況及び

専門性向上のための資格取得

の推進について，引き続き検

証を行い，必要に応じ改善す

る。 
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援し，資格の取得を促進した。 

 

○ 中長期的な観点に立った

適切な人員（人件費）管理に関

する具体的方策 

     

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

全学的な視点からの人件費管理を行うため，

平成16年度に総額一括管理方式を導入した。

また「総人件費改革の実行計画」（閣議決定）

など，人件費を取り巻く諸状況を踏まえ，中期

計画期間中の人件費シミュレーションを作成

し，適切な人事管理を推進した。 

 

  【181】 

全学的な視点から，全体の

教職員に係る人件費管理を

一体的に行い，適正かつ効率

的な人事管理を推進する。 

 

【181】 

新たな人件費シミュレーションを基

に，点検を行いながら適正かつ効率的な

人事管理を推進する。 

 

Ⅳ

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【181】 

第２期中期計画を見通した人件費シミュレー

ションに基づき適正な人件費管理を実施した。

また，平成19年度に新たな給与システムを導

入したことにより，精度の高いデータ作成が可

能となり，適時適切な人件費シミュレーション

の見直しが可能となった。 

さらに，人件費の総額一括管理方式の検証を

行い，附属病院における診療収入に連動する医

員，看護師の人件費については，より弾力的か

つ効果的な病院経営を実現する観点から附属病

院において，管理，執行する方式に改善した。

 

人件費シミュレーションの

見直しを行い，適正かつ効率

的な人事管理を行う。 

  

【181-T】 

総人件費改革の実行計画

を踏まえ，平成２１年度まで

に概ね４％の人件費の削減

を図る。 

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

「総人件費改革の実行計画」（閣議決定）を踏

まえた本学の中期計画に従い，人件費シミュレ

ーションに基づいた適切な人件費管理を実施し

た結果，平成18年度は，平成17年度に対し１％

総人件費改革を踏まえ，平

成17年度の人件費予算相当額

に対して，平成20年度は概ね

3％，平成21年度は概ね4％削

減を行う。 
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以上の人件費削減を達成した。 

 

 

【181-T】 

総人件費改革の実行計画を踏まえ，平

成１７年度の常勤役員給与及び常勤職

員給与に係る人件費予算相当額に比し

て，概ね１％の削減を図る。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【181-T】 

「総人件費改革の実行計画」（閣議決定）に基

づき，平成19年度までに概ね２％の人件費を削

減した。 

 

  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

医学部に寄附講座を設け，客員教授，客員助

教授各１名，助手２名（うち１名非常勤）を採

用した。 

また，経済学部には，民間企業との出向契約

（給与企業負担）により教授１名を採用した。

 

  【182】 

外部資金の導入を促進し，

これを基に多様な人材の確

保を目指す。 

 

【182】 

外部資金による人材確保の促進を図

る。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【182】 

医学部に，寄附講座として臨床腫瘍医学講座

を設置し，教授，助教を採用するとともに，臨

床薬理センターに厚生労働科学研究費補助金に

より助教１名を採用した。 

また，人材確保促進のため，教員の任期に関

する規程を適用できる部局等を拡大した。 

さらに，医学部に寄附講座として人工関節学

講座を設置し，多用な人材の確保を図ることと

した。 

 

引き続き，外部資金による

多様な人材の確保を促進す

る。 

  

○ 給与基準の策定      

【183】 

教職員の給与に本人の業

績が適切に反映されるシス

テムを検討する。 

 

Ⅲ

（平成16～18年度の実施状況概略） 

教員が行う入試に関する業務について，教員

の付加業務として入試手当を設けることを検討

し，給与規程を改正した。 

教員評価結果の人事考課へ

の活用について検討に着手す

るとともに，事務職員等の人

事考課の試行状況について点
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事務職員等評価について，評価実施要項を定

め，試行を実施するとともに，人事考課実施要

項（案）を作成し，評価基準を検討した。 

 

 

【183】 

教職員の給与に本人の業績が適切に

反映される制度の確立に向けて，事務職

員の人事考課を試行する。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【183】 

年度計画【166】の「平成19年度の実施状況」

参照 

検し改善する。 

  

○ 行動規範の策定      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

平成16年度に，倫理規程，兼業規程を整備し

公表した。 

平成17年度に，男女共同参画に係るパンフレ

ットを作成した。 

平成18年度は，科学研究上の行動規範を定め

教職員に周知した。 

 

  【184】 

教職員が守るべきガイド

ラインを定め，学内外に周

知・公表する。 

 

【184】 

倫理規程，兼業規程を学内に周知徹底

するとともに，行動規範についても更に

整備して，学内外に周知・公表する。

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【184】 

教職員が守るべきガイドラインに関連するも

のとして，服務に関する職員倫理規程，兼業規

程，科学研究上の行動規範，研究活動に係る不

正行為防止等の規程，職員の勤務時間，休日等

に関する規程等や，公益通報の相談窓口を「服

務ハンドブック」として学内ホームページに掲

載し，全職員に周知・公表した。 

また，服務ハンドブックをさらに小冊子とし

て作成し，平成20年度中に教職員に配布するこ

ととした。 

 

教職員の服務について，随

時周知し，不正等の事前防止

に努める。 

  

 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(1)  業務運営の改善及び効率化 

④ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

○ 事務の役割や機能を明確にし，各事務部門等の有機的連携を高めることにより，事務の生産性向上を目指す。 

○ 柔軟な事務組織の構築を目指して，組織の再編・統合等により，効率化・合理化を進める。 

〇 事務処理等のアウトソーシングについて検討する。 

 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ウェイト 

中期計画 平成19年度計画 
中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○ 事務組織の機能・編成の見

直しに関する具体的方策 

     

【185】 

学生の利便性向上のため，

学生サービス関係業務（就職

支援等）に続き，教務関係業

務も可能な限り集中・一元化

し，機能的な学生支援体制を

構築する。 

 

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

履修登録，成績結果の確認，履修単位数の照

会を，学生が Web を活用して行うことが可能と

なる方法等を確立することにより，教務関係業

務を集中して機能的に学生支援を行う体制を構

築するため，新たに教務情報システムを導入す

ることとし，教務委員会を中心に，平成17年度

からは，教務部門会議の下に「新教務情報シス

テムのためのワーキンググループ」を設置し検

討を進めた。 

また，平成18年度には，就職支援の重要性に

鑑み，キャリア開発課を設置するとともに，学

生サービス業務の再編・集中化を行った。 

さらに，平成17年度法人評価の結果を踏まえ，

「新教務情報システム」に

ついて，正式運用を開始する

とともに，平成20年度の運用

状況を踏まえて，必要に応じ，

改善を図る。 
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教務部門会議において，「新教務情報システム

仕様策定の基本方針」を作成するとともに，仕

様策定委員会を設置し，仕様書案の具体的な策

定作業に入った。 

 

【185】 

教務関係業務の効率化，一元化を図る

ため，新教務情報システムを構築し，運

用する。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【185】 

教務関係業務の集中化・一元化，機能的な学

生支援体制の構築を目的として平成18年度まで

に行ってきた新教務情報システムの導入に向け

た検討を基礎に，システム仕様策定委員会にお

いて，仕様書を策定の後，導入業者を決定した。

また，「ネットワーク整備ワーキンググルー

プ」並びに「新教務情報システム導入委員会」

を組織し，試験運用を開始した。 

 

  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

「アドミッション・オフィス」の開設に向け

て，他大学の状況を調査し，入試部門会議にお

いて問題点等の整理・検討を行った。 

 

  【186】 

多様化する入試に対応す

るために，専任教員の配置を

含めたオフィスを開設し，ア

ドミッション・ポリシーに沿

った AO 入試の導入について

検討する。 

 

【186】 

アドミッション・オフィスの開設に向

けて具体案を作成する。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【186】 

「アドミッション・オフィス設置構想」（案）

を入試部門会議において策定し，同オフィスの

名称を「入学企画支援センター」とし，関係規

程を整備するなど具体的な開設準備を行った。

また，経済学部において，AO入試を導入した。

 

「入試企画支援センター」

を開設し，定められた業務を

遂行するとともに，業務の点

検及び必要に応じ改善を行

う。 

   

【187】 

  事務組織と教学組織の協

力関係を強め，大学運営の支

 

Ⅳ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

「イノベーション機構」や「知的財産本部」

などの産学連携組織の支援体制を強化するた

大学運営の支援体制につい

て，引き続き検証を行い，必

要に応じ改善する。 
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め，研究推進課と地域連携推進課を研究・社会

連携課として再編（平成19年 4月）するととも

に，「留学生センター」を「国際教育研究センタ

ー」に改組したことに伴い，留学生課と地域連

携推進課の国際交流担当部分を国際交流課とし

て再編（平成19年 4月）した。 

 

援体制を再構築する。 

【187】 

平成18年度までに改編した大学運営の

支援体制について検証し，必要に応じて

改善を図る。 

 

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【187】 

事務局の部課長をそれぞれ部局ごとのサポー

ターとして位置づけ，教育研究の現場である部

局教員と事務局の橋渡しをして，部局の質問を

解決することにより，大学運営の改善に結びつ

ける「部局サポーター制度」を創設した。 

その結果，概算要求により獲得したプロジェ

クト研究を推進するために必要なスタッフの任

用上又は予算上の手続方法の明確化が図られる

など，事務職員未配置の小規模部局における業

務支援が効果的に達成された。 

また，「事務改革会議」の下に設置した「組織

改革プロジェクトチーム」において，現行事務

組織の検証及び改善事項に関する提案を行うと

ともに，提案を実行するための「アクション・

プログラム」を策定し，平成20年度以降に取り

組むべき改革事項の明確化を図った。 

 

 

 

  

○ 複数大学による共同業務

処理に関する具体的方策 

     

【188】 

事務職員等の採用試験及

び資質向上のための研修を

他大学と共同で実施する。 

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

事務職員等の採用試験及び研修を，九州地区

の国立大学法人等と共同で実施した。 

 

事務職員採用試験及び研修

を，引き続き九州地区の国立

大学法人等と共同して実施す

る。 
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【188】 

事務職員等の採用試験及び資質向上の

ための研修を他大学と共同で実施する。

 
Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【188】 

事務職員の採用試験及び研修を，継続して九

州地区の国立大学法人等と共同して実施した。

また，平成19年度九州地区国立大学法人等係

長研修を，本学の主催により，他大学と共同し

て実施した。 

 

  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

共済事務の全国共通化を行うための「標準共

済システム」の構築を文部科学省共済組合の協

力の下で進めたが，他省庁との新たな連携を含

めて検討することとなった。 

 

  【189】 

共済事務，雇用保険事務な

どの共通化を検討し，経費削

減を図る。 

 

【189】 

引き続き，九州地区国立大学法人共同

で採用試験を実施し，研修についても共

同で実施する。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【189】 

事務職員の採用試験を，継続して九州地区の

国立大学法人と共同し実施するとともに，研修

についても，共同で実施し積極的に参加した。

また，共済事務については，文部科学省共済

組合の協力の下に，インターネットを活用した

人間ドックの申込み手続きを開始した。 

雇用保険事務については，社会保険事務所，

公共職業安定所への個別的な手続きが法令上必

要となっており，共通化には適していないこと

が判明した。 

 

共済事務の共通化を文部科

学省共済組合の協力の下に進

める。 

 

  

○ 業務のアウトソーシング

等に関する具体的方策 

     

【190】 

大学の適切な運営を図る

ため，総務部と財務部を中心

 

Ⅳ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

「事務改善委員会」において，アウトソーシ

ング可能な業務についての検討を行い，平成17

平成19年度に策定した「業

務のアウトソーシングに関す

る方針」に基づき，外部委託
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年度には，①職員宿舎の管理業務，②専門的知

識が必要な人事・労務等に関するコンサルティ

ング業務，③発明等に係る特許性の事前評価・

出願支援業務及び審査請求等業務等について実

施し，平成18年度には，①附属病院における管

理当直業務，②入学試験時の交通整理・警備業

務，③卒業式の運営業務等について実施した。

 

として各種業務について見

直し，費用対効果とサービス

の向上の観点から外部委託

の具体化を検討する。 

 

【190】 

外部委託可能な業務について，実施可

能なものから順次実施する。 

 

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【190】 

平成19年度から，新たに①入学式の運営業務，

②図書館業務（平成 19 年度からの３年計画），

③財務関係データ入力業務，④イベント開催時

の交通整理業務，⑤科学研究費補助金申請書類

の確認作業業務等を実施した。 

 また，平成19年度に新設した「事務改革会議・

業務改革プロジェクトチーム」において，これ

まで実施してきた外部委託の効果の検証を，全

学アンケート調査及び各事務部門に対するヒア

リングを通じ実施するとともに，外部委託を実

施するに当たっての留意事項をまとめた「業務

のアウトソーシングに関する基本方針」を全学

的な共通指針として策定した。 

 外部委託の効果の検証及び上記指針に基づ

き，平成20年度から新たに①パソコンヘルプサ

ービス業務，②留学生寄宿舎の管理業務の外部

委託を行うことを決定した。 

  さらに，外部委託を含め，業務改善に向けた

責任のある全学的・組織的取組を推進するため，

「業務改善に関する提案公募制度」を創設する

とともに，推進役となる専任の推進部門（担当

者）を平成20年度から設置することとした。

の在り方及び外部委託可能な

業務について引き続き検証を

行い，必要に応じ改善する。 
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ウェイト小計    

ウェイト合計   

 



大分大学 

-65- 

(1)  業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 

 

１. 特記事項 

 

【平成16～18事業年度】 

 

（１） 運営体制の改善に関する目標 

 

  １） 効率的で責任のある意思決定体制の構築 

 

より効果的な大学マネジメントの確立を目指し，運営体制を「全学委員会方

式」から「学長室・理事室体制」へ移行することについて検討し，構想に対す

る経営協議会学外委員からの意見も踏まえ，平成 17 年度に「学長室」「戦略

会議」「人事政策会議」を新設した。 

また，各理事を補佐するための「理事室」体制を平成 18 年度に整備すると

ともに，全学委員会を，原則として「部門会議」に収斂させ，効率的で責任の

ある意思決定体制を構築した。 

さらに，事務局の部課長等を，理事室及び部門会議の構成員とし，理事の職

務への支援及び大学運営の企画立案への積極的な参画が可能となる運営体制

とした。 

加えて，平成 18 年度から，役員会，経営協議会，教育研究評議会の法定会

議はもとより，全学委員会，各部門会議の議事概要の学内ホームページを通じ

た公表を開始し，学内構成員の迅速かつ正確な情報共有を推進した。 

 

２） 経営協議会の活性化 

 

外部有識者（学外委員）の意見や提案を大学経営に積極的に活用する観点か

ら，経営協議会を平成 17 年度から，原則月例開催とし，資料等の事前説明等

を通じ意見等を収集し，改善可能なものから実施した。 

 

 

 

 

 

 ３） 緊急性の高い全学的課題の解決に向けた対応 

 

緊急性の高い全学的・横断的課題の効率的な解決を図るため，平成 18 年

度には，学長の下に「外部資金の獲得拡大方策検討ワーキンググループ」を，

また，「科学研究費補助金戦略プロジェクト」「禁煙推進ワーキンググルー

プ」「学歌制定会議」などを各担当理事の下に設置し，迅速かつ効果的な対

応に努めた。 

 

（２）  全学的視点からの戦略的な学内資源配分 

 

 １） 計画的な財政運営を目指した「中期財政計画」の策定 

 

平成16年度法人評価の結果を踏まえ，中期目標期間中の財政収支の見通し，

財政運営の健全性を確保するための対応策を明らかにし，資金・施設・教職

員という諸資源の効率的・効果的な活用を図りながら，魅力ある教育研究，

活力ある大学運営等を実現するため，平成17年度に「財政運営の基本指針」

（中期財政計画）を策定した。 

 

２）  適正かつ効率的な人件費管理の推進 

 

中長期的視点に立った全学的な人件費管理を実現するため，平成16年度に

「総額一括管理方式」を導入するとともに，全学的な人事戦略を議論・策定

する「人事政策会議」を平成17年度に設置し，「行政改革の重要方針」（平成

17年12月閣議決定）において示された「総人件費改革の実行計画」など，本

学の人件費を取り巻く諸状況の変化に対応した中期目標期間中の「人件費シ

ミュレーション」を作成し，上記「中期財政計画」へ反映させるとともに，

人員削減計画を策定するなど，適切な人件費管理を推進した。 
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３） 「学長裁量定員」の確保・活用 

 

戦略的分野・組織・事業へ人的資源を重点的に投入するため，平成 16 年度

に「学長裁量定員」を導入した。中期目標期間中に，教員18名，事務職員10

名を確保し，平成 18 年度までに，①教育方法等の改善充実（高等教育開発セ

ンター），②医工連携の推進（先端医工学研究センター），③特色ある教育研究

の推進（福祉科学研究センター），④知的財産及び社会連携への対応充実（イ

ノベーション機構）等を図るため，教員６名，職員３名の活用を行った。 

 

 ４） 「学長裁量経費」の確保・活用と戦略的重点化 

 

中期計画に掲げた諸目標の確実かつ迅速な達成など，学長のイニシアティ

ブによる全学的視点に立った戦略的な教育研究事業等を一層推進するため，

平成16年度に「学長裁量経費」を導入した。 

 

平成 18 年度には，現学長が就任（平成 17 年 10 月）に当たって定めた重

点施策を踏まえ，次のような観点から，従来の配分ポリシーや選定プロセス

を全面的に見直し，戦略的経費としての更なる重点化を図った。これにより，

予算配分の重点化・効率化を推進するとともに，投資の選択と集中への転換

に向けた質の高い事業への取組を一層強化した。 

 

① 学長裁量経費の趣旨の明確化 

中期計画の達成に加え，本学の当面の最優先課題である「外部の競争的資

金の獲得に積極的に挑戦する」ことを目的に掲げた。 

 

② 公募対象事業の明確化（「４つの戦略」と「４つのプログラム」） 

本学が直面する課題の解決を目指し，「４つの戦略」（①人材戦略：次代を  

担う若手研究者等の育成・強化，②資金戦略：科学研究費補助金，GP等外部

競争的資金の獲得を通じた大学間競争力の強化，③イノベーション戦略：萌

芽研究の推進，融合領域（福祉科学・人間環境科学・生命科学）研究拠点の

構築，産学連携の強化，④地域戦略：地域連携の強化）に適合する事業に公

募対象を重点化することとし，新たに「教育改革拠点形成支援」，「研究推進

拠点形成支援」，「若手研究者萌芽研究支援」，「社会連携推進」の４つのプロ

グラムを設定した。 

特に，教育研究関係のプログラムについては，外部の競争的資金の獲得に

繋がる取組（呼び水となる事業）を重点的に支援することとし，競争的資金

の申請を義務化した。 

なお，公募事業以外に，「学長が直接実施を指示する非公募事業」を別途

設定し，優れた学生の確保を図るための事業，法人の運営改善に資する事業

等についても，学長のリーダーシップにより重点的に推進することとした。 

 

  ③ 申請者の重点化 

    教育研究関係プログラムについては，本学の競争的資金の一層の獲得促進     

及び中期計画に掲げた目標（科学研究費補助金の申請率 100％）を達成する

観点から，申請者の資格を「過去２年間連続の科学研究費補助金申請者」に

限定した。 

 

  ④ 審査方法の改善 

審査の厳正・公正性，透明性の一層の確保を図る観点，社会への説明責任

を果たす観点及び経費の重点配分を推進する観点から，学長の下に事業採択

のための「審査委員会」を組織し審査体制を強化するとともに，書類審査，

ヒアリング審査を通じたピアレビューを導入した。 

 

⑤ 審査結果の透明性の確保 

審査結果については，一層の透明性を確保する観点から，事業概要，採択

者名とともに，採択事業ごとの配分金額等を学内ホームページ等において公

表するとともに，不採択となった申請者に対して，不採択理由を通知するこ

ととした。 

 

⑥ 成果の公表 

採択された事業の成果（経費の使用結果を含む。）については，成果報告

書及び経費実績報告書の提出を求め，各事業の成果報告書は，成果の評価・

検証を行うとともに，本学の優れた取組事例を社会に広く紹介するため，公

開ホームページ等を通じ公表するとともに，公開の「成果報告会」を実施す
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ることとした。 

 

以上のような取組を通じ，外部の競争的資金の獲得については，平成 15

年度と平成18年度を比較した場合，件数にして112件（約11％），金額にし

て178百万円（約25％）の増加が図られた。また，科学研究費補助金につい

ても，平成16年度と平成19年度を比較した場合，申請率において約14％，

獲得額において87百万円（約46％）の増加を達成した。 

 

なお，本学の学長裁量経費については，政府の教育再生会議及び教育再生

懇談会において，「学長のリーダーシップによる全学マネジメントを実現す

るために，学長裁量経費を法人の戦略に適合する事業に重点化するとともに，

配分に際し，学長の下に「審査委員会」を組織，書類審査・ヒアリング審査

を通じたピアレビューを導入している取組事例」として紹介され一定の評価

を得ている。 

 

５） 部局間の競争プロセスの導入と評価結果の資源配分への反映 

 

学長の政策と整合的で，既存の枠組みにとらわれない部局長のイニシアテ

ィブによる特色ある事業を推進するため，平成16年度に「部局長裁量経費」

を導入した。 

競争的環境の一層の醸成を図るため，平成 17 年度に，従来の「定額配分

方式」を廃止し，①大学改革への取組状況（学生充足率，学位授与率等），

②外部資金（科学研究費補助金，受託・共同研究費，寄付金）の獲得状況，

③学生納付金（入学料・検定料）収入の確保状況等に関する評価に基づく「重

点配分方式」を導入した。 

 

６） 管理的経費の「全学集約管理方式」の導入と削減努力に対するインセンティ

ブの付与 

 

全学的な経費削減を推進する観点から，平成 16 年度に，管理的経費の「全

学集約管理方式」（水道光熱費等，部局共通（附属病院を除く。）の管理的経費

を「全学共通経費」により支弁する方式）を導入した。本方式のメリットを活

かすため，部局ごとに「使用限度額」「削減目標数値」を設定し，削減努力を

部局長裁量経費の配分に反映させた。 

 

７）  施設のオープンスペースの確保 

 

   施設の有効活用スペースを確保し，戦略的・重点的に再配分するための「有

効活用スペース推進計画」を平成17年度に策定し，平成18年度までに次のよ

うな取組を実施した。 

① 稼働率の低い講義室の集約化を行い，学生のためのインフォメーション

ルームの拡充及び留学生センターにおけるワンストップサービスを実現

するためのスペースを確保した。（平成17年度） 

② 若手研究者や院生・学生のための自習室・ゼミ室として５室を整備した。

（平成17年度） 

   ③ 工学部機械・電気工学研究棟，工学部管理棟改修工事において，全学的

な共用研究室として４室を整備した。（平成18年度） 

   ④ 医学部の院生研究棟の実験室，実習室等の有効活用を図るため，共通ス

ペースとして68室を確保し，そのうちプロジェクト研究スペースを12室

確保し，利用要項を制定した。（平成18年度） 

 

【平成19事業年度】 

 

（１） 運営体制の改善に関する目標 

 

１）  新たな理事・副学長体制の構築 

 

  より効率的で責任のある意思決定体制の構築を目指し，理事の任期満了に伴

う交替に合わせ，理事の担当業務の再編成を行うなど，新たな理事体制を構築

した。 

また，附属病院長を学長補佐から病院経営担当副学長に任命するとともに，

学術情報拠点長（平成 20 年４月設置）を情報化推進担当副学長に任命するこ

とを決定した。 
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２） 経営協議会の活性化 

 

経営協議会の一層の活性化・実質化を図る観点から，「活性化方策の策定」

及び「構成員の見直し」を行うとともに，経営協議会において，学外委員から

の意見や提案に対する取組状況の検証を行い，少子化に対応した学生確保・志

願者拡大方策や地域への貢献などに関する改善事項及び平成 20 年度計画に反

映する課題の整理を行うなど，学外委員の意見を積極的に大学経営に活かした。 

 

３）  部門会議，全学委員会の検証と改善 

 

平成 18 年度に導入した「部門会議」制の検証を行うとともに，各種会議の

運営等に要する教員・事務職員のマンアワーの短縮など，会議の在り方に関す

る検討を進めるため，会議の稼働状況，統廃合の可能性等を調査・検討した結

果，理事室・部門会議の役割の明確化を図るとともに，「組織運営・企画部門

会議」と「人事部門会議」との統合，「情報公開委員会」と「個人情報保護管

理委員会」との統合（いずれも平成 20 年４月）を決定した。これにより迅速

な意思決定がより適切に機能する体制が整備された。 

 

事務連絡会議ほか２会議を統合し，それぞれの機能を一元化した「事務改革

会議」を全学運営組織の一つとして設置した。これにより，事務改革の一層の

推進を図るための検討体制が整備・強化された。 

 

本学の将来構想，中期目標・中期計画など，企画立案上の重要事項を審議す 

る「将来計画会議」の構成員として，事務局の部長（５名）を加え，事務系幹  

部職員の大学運営の企画・立案への参画を推進した。 

 

４） 緊急性の高い全学的課題の解決に向けた対応 

 

学長を議長とする将来計画会議の下に，第２期中期計画策定の前提となる将

来構想を検討するワーキンググループや，学内共同教育研究施設等の統合を検

討するワーキンググループを設置し，「高等教育開発センター」と「生涯学習

教育研究センター」との統合（平成20年４月）を決定した。 

   

事務改革会議の下に設置した９つのプロジェクトチームにおいて，組織改革，

業務改革，経費節減等に関する調査・検討を進め，「業務改善に関する提案公

募制度」や「内部規則の再構築事業」など大学運営の改善に資する企画・提案

を行うとともに，事務改革会議において，第２期中期計画を視野に入れた「ア

クション・プログラム」を策定し，平成 20 年度以降に取り組むべき改革事項

を決定した。 

 

５）  大学経営状況の積極的な社会への公表 

 

  平成 16 年度法人評価の結果を踏まえ，役員会，経営協議会，教育研究評議

会の議事概要の公開ホームページを通じた社会への公表を開始した。 

 

６）  「学長への提案制度」の創設 

 

地域社会と連携し，地域における様々な役割を果たすことにより，地域とと

もに発展する大学を目指し，ステークホルダーをはじめとする社会からの提案

を収集し，特色ある大学づくりや大学経営の改善などに反映する仕組みとして

「大分大学長への提案制度」を創設した。学長への提案用葉書を市内に設置し

ている本学インフォメーションコーナーや広報誌等を活用し配布し，提案に対

する改善結果については，公開ホームページを通じ公表することとした。 

 

７）  「部局サポーター制度」の創設 

 

事務局の部課長をそれぞれ部局ごとのサポーターとして位置づけ，教育研究の

現場である部局と事務局の橋渡しをして，部局の質問を解決することにより，大

学運営の改善に結びつける「部局サポーター制度」を創設した。 

その結果，概算要求により獲得したプロジェクト研究を推進するために必要な

スタッフの任用上又は予算上の手続方法の明確化が図られるなど，事務職員未配

置の小規模部局における業務支援が効果的に達成された。 
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（２） 全学的視点からの戦略的な学内資源配分 

 

 １）  「財政運営の基本指針」（中期財政計画）の改善 

 

健全で安定した財政運営を図るため平成17年度に策定した「財政運営の基本

指針」（中期財政計画）について，第２期中期計画を視野に入れた見直しを行

うため，将来計画会議において，計画の終期を平成21年度から平成23年度に再

設定した改訂版を検討し，経営協議会及び役員会の議を経て策定した。 

 

２）  適正かつ効果的な人件費管理の推進 

 

新たな「給与システム」を平成19年度に導入したことにより，第２期中期計

画を見通した精度の高い「人件費シミュレーション」が可能となった。 

また，平成16年度に導入した「総額一括管理方式」の検証を行い，附属病院

における診療収入に連動する医員，看護師の人件費については，より弾力的か

つ効果的な病院経営を実現する観点から，附属病院において管理・執行する方

式に改善した。 

 

３）  「学長裁量定員」の確保・活用 

 

平成 16 年度に導入した「学長裁量定員」を活用し，イノベーション機構に

「地域連携コーディネーター」を１名，研究・社会連携部に研究推進担当職員

１名，国際教育交流担当職員２名を配置した。 

 

平成 18 年度までの配置状況について検証を行った結果，先端医工学研究セ

ンターにおいては，医工連携の共同事業について，福祉科学研究センターにお

いては，大分市及び別府市との連携事業について格段の進展が図られているこ

とが確認された。 

重点的・戦略的教育研究分野の創出や新規事業への効果的な配置を更に進

めるため，新たに「学長裁量定員の活用方針」を策定し，学術情報拠点（平

成20年４月設置）に教員２名を配置することを決定した。  

 

４） 「学長裁量経費」の確保・活用と戦略的重点化 

 

平成 18 年度に実施した見直しの趣旨を継続し運用するとともに，①「設備

マスタープラン」及び「学術情報基盤整備計画」の計画的な実施を図るために

「教育研究診療設備整備支援プログラム」を新設，②科学研究費補助金の採択

実績向上のために，科学研究費補助金の審査において，高位にありながら惜し

くも不採択となった課題に対する支援制度を「学長が直接実施を指示する非公

募事業」として新設するなどの改善を加えるとともに，総額として，前年度に

比べ50百万円（50％）の増額を行った。 

 

以上ような取組を通じ，外部の競争的資金については，前年度に比べ，件数

にして51件（約４％），金額にして714百万円（約81％）の増となり，科学

研究費補助金についても，平成20年度の申請・採択において，前年度に比べ，

申請率が約４％，獲得額が28百万円（約10％）増加し，顕著な成果が得られ

た。 

 

５） 「部局長裁量経費」の更なる重点化 

 

評価結果の配分への反映を継続するとともに，重点的経費としての充実，

部局長のイニシアティブによる事業の一層の推進を図るため，評価項目の見

直しを行うとともに，使途を特定して特別の事業を推進・支援するための経

費として配分していた「特別事業費」を「部局長裁量経費」に統合するなど，

更なる重点化を行った。 

 

６） 評価結果の予算配分への反映 

 

平成 17 年度法人評価の結果及び本学における外部資金の獲得状況，科学

研究費補助金に係る中期計画の達成状況等を踏まえ，外部資金の獲得促進に

向けた方策として，科学研究費補助金の申請の有無を「基盤研究経費」の配

分に反映させる方式を導入した。 
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７） 「財政調整資金」の創設 

 

平成17年度に策定した「財政運営の基本指針」（中期財政計画）において

掲げた本学財政の健全な運営に資するために，年度間の財政の調整を図り，

主に中期計画期間中の緊急又はやむを得ず必要な経費の財源不足を補うた

めの「財政調整資金」を創設した。 

これにより，男子学生寮の全面改修工事のうち，耐震補強に約165百万円

を充当することを決定し，当初計画を上回る早期実現（１年前倒し）が可能

となった。 

 

 ８）  施設のオープンスペースの確保 

 

平成 17 年度に策定した施設の「有効活用スペース推進計画」に基づき，

教育福祉科学部・経済学部校舎において，新たに 14 室の共同研究室，セミ

ナー室などの共用スペースを確保し，教員の研究環境や学生の教育環境の改

善を図った。 

 

２. 共通事項に係る取組状況 

 

【平成16～18事業年度】 

 

（１） 戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用が図られているか。 

 

より効果的な大学マネジメントを確立するため，運営体制を「全学委員会方

式」から「学長室・理事室体制」へ移行することとして，平成17年度に「学長

室」「戦略会議」「人事政策会議」を設置した。平成18年度には，各理事を補

佐するための「理事室」体制を整備するとともに，全学委員会を，原則として

「部門会議」に収斂させ，効率的で責任のある意思決定体制を構築した。 

また，事務局の部課長等を，理事室及び部門会議の構成員とし，理事の職務

への支援及び大学運営の企画立案への積極的な参画が可能となる運営体制を

整備した。 

さらに，平成18年度から，役員会，経営協議会，教育研究評議会の法定会議

はもとより，全学委員会，各部門会議の議事概要の学内ホームページを通じた

公表を開始し，学内構成員の迅速かつ正確な情報共有を推進した。 

 

（２） 法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われている

か。 

 

１） 中期財政計画 

 

中期目標期間中の財政収支の見通し，財政運営の健全性を確保するための

対応策を明らかにし，資金・施設・教職員という諸資源の効率的・効果的な

活用を図りながら，魅力ある教育研究，活力ある大学運営等を実現するため，

平成17年度に「財政運営の基本指針」（中期財政計画）を策定した。 

 

２） 人件費管理 

 

   中長期的視点に立った全学的な人件費管理を実現するため，平成16年度に

「総額一括管理方式」を導入するとともに，平成17年度には，全学的な人事

戦略を議論・策定するために「人事政策会議」を設置し，「行政改革の重要

方針」（平成17年12月閣議決定）において示された「総人件費改革の実行計

画」など，人件費を取り巻く諸状況の変化に対応した中期目標期間中の「人

件費シミュレーション」を作成し，上記「中期財政計画」へ反映させるとと

もに，人員削減計画を策定するなど，適切な人件費管理を推進した。 

 

３） 学長裁量定員 

 

戦略的分野・組織・事業へ人的資源を重点的に投入するため，平成16年度

に「学長裁量定員」を導入した。中期計画期間中に，教員18名，事務職員10

名を確保し，平成18年度までに，①教育方法等の改善充実（高等教育開発セ

ンター），②医工連携の推進（先端医工学研究センター），③特色ある教育研

究の推進（福祉科学研究センター），④知的財産及び社会連携への対応充実

（イノベーション機構）等を図るため，教員６名，職員３名の活用を行った。 
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４） 学長裁量経費 

 

    中期計画に掲げた諸目標の確実かつ迅速な達成など，学長のイニシアティ

ブによる全学的視点に立った戦略的な教育研究事業等を一層推進するため，

平成16年度に「学長裁量経費」を導入した。 

平成 18 年度には，現学長が就任（平成 17 年 10 月）に当たって定めた重

点施策を踏まえ，従来の配分ポリシーや選定プロセスを全面的に見直し，戦

略的経費としての更なる重点化を図った。これにより，予算配分の重点化・

効率化を推進するとともに，投資の選択と集中への転換に向けた質の高い事

業への取組を一層強化した。 

なお，本学の学長裁量経費については，政府の教育再生会議及び教育再生

懇談会において，「学長のリーダーシップによる全学マネジメントを実現す

るために，学長裁量経費を法人の戦略に適合する事業に重点化するとともに，

配分に際し，学長の下に「審査委員会」を組織，書類審査・ヒアリング審査

を通じたピアレビューを導入している取組事例」として紹介され一定の評価

を得ている。 

 

５） 部局長裁量経費 

 

学長の政策と整合的で，既存の枠組みにとらわれない部局長のイニシアテ

ィブによる特色ある事業を推進するため，平成16年度に「部局長裁量経費」

を導入した。 

競争的環境の一層の醸成を図るため，平成 17 年度に，従来の「定額配分

方式」を廃止し，①大学改革への取組状況（学生充足率，学位授与率等），

②外部資金（科学研究費補助金，受託・共同研究費，寄付金）の獲得状況，

③学生納付金（入学料・検定料）収入の確保状況等に関する評価に基づく「重

点配分方式」を導入した。 

 

６） 管理的経費の削減努力の予算配分への反映 

 

    全学的な経費削減を推進する観点から，平成16年度に，管理的経費の「全

学集約管理方式」（水道光熱費等，部局共通（附属病院を除く。）の管理的経

費を「全学共通経費」により支弁する方式）を導入した。 

また，本方式のメリットを活かすため，部局ごとに「使用限度額」「削減

目標数値」を設定し，削減努力を部局長裁量経費の配分に反映させた。 

 

（３） 法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価を行い，必要に応じ

て資源配分の修正が行われているか。 

 

１） 学長裁量経費 

 

採択された事業の成果（経費の使用結果を含む。）について，報告書を求

めるほか，公開の「成果報告会」において評価・検証を行うとともに，その

結果を次年度の配分に反映する仕組みを導入することとした。 

また，本学の優れた取組事例を社会に広く紹介する観点から，公開ホーム

ページ等を通じ公表することとした。 

 

２） 部局長裁量経費 

 

競争的環境の一層の醸成を図るための検証を行った結果，平成17年度に，

従来の「定額配分方式」を廃止し，①大学改革への取組状況（学生充足率，

学位授与率等），②外部資金（科学研究費補助金，受託・共同研究費，寄付

金）の獲得状況，③学生納付金（入学料・検定料）収入の確保状況等に関す

る評価の結果を配分に反映させる「重点配分方式」を導入した。 

 

３） 全学共通経費，特別事業費 

 

経費により得られた成果及び経費の使用結果について，学内ホームページ

を通じ公表するなど，検証結果を次年度の予算配分に反映させる仕組みを構

築した。 
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（４） 業務運営の効率化を図っているか。 

 

 １） 各種会議等の見直し 

 

    各理事を補佐するための「理事室」体制を平成18年度に整備するとともに，

全学委員会を，原則として「部門会議」に収斂させ，会議の整理・削減（会議

数：61→36，委員数：469→277人，会議時間数：約2,700時間減）を図り，効

率的で責任のある意思決定体制を構築した。 

 

 ２） 迅速かつ効率的な意思決定 

 

緊急性の高い課題の効果的な解決を図るため，平成18年度には，学長の下に

「外部資金の獲得拡大方策検討ワーキンググループ」を，また，「科学研究費

補助金戦略プロジェクト」「禁煙推進ワーキンググループ」「学歌制定会議」

を各担当理事の下に設置し，迅速かつ効率的な対応に努めた。 

 

 ３） アウトソーシングの推進 

 

事務改善委員会において，アウトソーシング可能な業務についての検討を行

い，平成17年度には，①職員宿舎の管理業務，②専門的知識が必要な人事・労

務等に関するコンサルティング業務，③発明等に係る特許性の事前評価・出願

支援業務及び審査請求等業務等について実施し，平成18年度には，①附属病院

における管理当直業務，②入学試験時の交通整理・警備業務，③卒業式の運営

業務等について実施した。 

 

 ４） 情報の収集・発信と大学運営への反映 

 

教職員・学生からの意見を収集し，大学運営に反映する仕組みとして，平成

17年度に，学内ホームページに「大学運営に関する意見」コーナーを開設した。

教職員・学生から12件の意見が寄せられ，大学運営の改善が促進された。 

また，学内ホームページに「学長・理事からのお知らせ」コーナーを開設し，

学長，理事が，リアルタイムな情報を自ら構成員に提供する仕組みも整備した。 

 

（５） 収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか。 

 

学士課程と修士課程は，全体として収容定員を充たしているが，博士課程

については，平成18年度（５月現在）で83％に留まったことを重く受け止

め，学長，理事，研究科長等を中心に問題点の解明と改善策の検討を進め，

平成19年度入試に対応した結果，平19年度（５月現在）の定員充足率は90％

以上を確保した。 

 

（６） 外部有識者の積極的活用を行っているか。 

 

外部有識者（学外委員）の意見や提案を大学経営に積極的に活用する観点

から，「経営協議会」を平成 17 年度から，原則月例開催とし，資料等の事

前説明等を通じ意見等を収集し，改善可能なものから実施した。 

 

学長室会議において，大学経営に有益と判断される事項等に関する情報提

供が監事から定期的に行われるとともに，年度末には，監事による経営トッ

プ（学長・理事・学長補佐等）との面談が実施されるなど，監事の指摘を大

学運営に反映する仕組みが整備された。 

 

（７） 監査機能の充実が図られているか。 

 

学長直属の「監査室」を平成 16 年度に設置し，「監査年次計画」に沿っ

て，合規性並びに内部統制確保の観点からの会計監査を実施するとともに，

特定事項ごとの業務監査を実施し，要改善事項の指摘及びフォローアップを

行った。 

 

監事による監査は，学長に提出した「監査計画書」に沿って毎年度実施さ

れており，平成 18 年度までに①決算関係で３件，②業務監査関係で 19 件，

③会計監査関係で13件等の指摘が行われた。 

なお，教学関係は，（独）大学評価・学位授与機構の評価基準を活用して

実施され，平成17年度は「学生支援等」を，平成18年度は「学生の受入」
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を重点監査項目に取り上げた。 

 

監査室と監事との連携については，各々が監査精度を高め，緊密な情報交

換を行うとともに，学外専門家である会計監査人を含めた効率的・効果的な

「三者三様の監査」の構築に努めることにより，内部監査機能を強化した。   

 

（８） 教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直し等が行われているか。 

 

大学統合（平成15年10月）のメリットを生かした新しい教育研究組織の構築

を目指し検討を進めた結果，「高等教育開発センター」「先端医工学研究セン

ター」「医学部附属医学教育センター」を平成17年度に設置した。また，平成

18年度には，共同研究を推進するためのコーディネート機能を全学的に強化す

るため，「イノベーション機構」を設置した。 

 

学長の下に設置した戦略会議において，本学の長期的展望に立った教育研究

組織の将来像について検討を行い，学部や大学院の教育組織の再編成における

課題，今後取り組むべき研究領域，教育と研究の役割分担などについて，平成

18年度に中間報告として取りまとめ，学内構成員に周知を図った。 

 

（９） 法人全体としての学術研究活動推進のための戦略的取組が行われているか。 

 

大学統合（平成15年 10月）のメリットを生かした新しい研究組織の構築

について検討を進めた結果，平成17年度に「先端医工学研究センター」を，

平成 18 年度には，共同研究を推進するためのコーディネート機能を全学的

に強化するため，「イノベーション機構」を設置した。 

 

戦略的分野・組織・事業へ人的資源を重点的に投入するため，平成 16 年

度に「学長裁量定員」を導入し，平成18年度までに，①医工連携の推進（先

端医工学研究センター），②特色ある教育研究の推進（福祉科学研究センタ

ー），③知的財産及び社会連携への対応充実（イノベーション機構）等を図

るため，教員６名，職員３名の活用を行った。 

 

中期計画に掲げた諸目標の確実かつ迅速な達成など，学長のイニシアティ

ブによる全学的視点に立った戦略的な教育研究事業等を一層推進するため，

平成16年度に「学長裁量経費」を導入した。 

平成 18 年度には，戦略的経費としての更なる重点化を図るため，本学が

直面する課題である，①次代を担う若手研究者等の育成・強化，②科学研究

費補助金，GP等外部競争的資金の獲得を通じた大学間競争力の強化，③萌芽

研究の推進，融合領域（福祉科学・人間環境科学・生命科学）研究拠点の構

築，④産学連携の強化などの解決に資する事業に公募対象を重点化すること

とし，「研究推進拠点形成支援プログラム」，「若手研究者萌芽研究支援プロ

グラム」を重点プログラムとして設定した。 

特に，研究関係のプログラムについては，外部の競争的資金の獲得に繋が

る取組（呼び水となる事業）を重点的に支援することとし，競争的資金の申

請を義務化した。 

 

施設の有効活用スペースを確保し，戦略的・重点的に再配分するための「有

効活用スペース推進計画」を平成17年度に策定し，平成18年度までに，①

空室であった５室を若手研究者や院生・学生のための自習室・ゼミ室として

整備，②工学部機械・電気工学研究棟，工学部管理棟改修工事において，全

学的な共用研究室として４室を整備，③医学部の院生研究棟の実験室，実習

室等の有効活用を図るため，共通スペースとして 68 室を確保し，そのうち

プロジェクト研究スペースを12室確保し，利用要項を制定した。 

 

（10） 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

 

法人評価の結果については，役員会，経営協議会，教育研究評議会等を通

じ全学的な周知を図るとともに，課題として指摘された事項については，学

長から担当理事に対して，改善方策の検討，及びその確実な実施を指示し，

理事室を中心として取り組んだ。 

本学に期待されている事項も含め，従前の評価における指摘は，全て改善

されている。 
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【平成19事業年度】 

 

（１） 戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用が図られているか。 

 

より効率的で責任のある意思決定体制の構築を目指し，理事の任期満了

（10月）に伴う交替に合わせ，理事の担当業務の再編成を行うなど，新たな

理事体制を構築した。また，附属病院長を学長補佐から病院経営担当副学長

に任命するとともに，学術情報拠点長（平成 20 年４月設置）を情報化推進

担当副学長に任命することを決定した。 

 

事務連絡会議，事務改善委員会，事務情報化推進室を廃止し，それぞれの

機能を一元化した「事務改革会議」を全学運営組織の一つとして設置した。

これにより，事務改革の一層の推進を図るための検討体制が整備・強化され

た。 

 

本学の将来構想，中期目標・中期計画など，企画立案上の重要事項を審議

する「将来計画会議」の構成員として，事務局の部長（５名）を加え，事務

系幹部職員の大学運営の企画・立案への参画を推進した。 

 

平成 16 年度法人評価の結果を踏まえ，役員会，経営協議会，教育研究評

議会の議事概要の公開ホームページを通じた社会への公表を開始した。 

 

（２） 法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われている

か。 

 

１） 中期財政計画 

 

健全で安定した財政運営を図るため，平成17年度に策定した「財政運営の

基本指針」（中期財政計画）について，第２期中期計画を視野に入れた見直

しを行うため，将来計画会議において，計画の終期を平成21年度から平成23

年度に再設定した改訂版を検討し，経営協議会及び役員会の議を経て策定し

た。 

 

２） 人件費 

 

新たな「給与システム」を平成19年度に導入したことにより，精度の高い

データを得ることが可能になったため，第２期中期計画を見通した「人件費

シミュレーション」の改定を実施した。 

 

３） 学長裁量定員 

 

イノベーション機構に「地域連携コーディネーター」を１名，研究・社会

連携部に研究推進担当職員１名，国際教育交流担当職員２名を配置した。  

 

４） 学長裁量経費 

 

平成 18 年度に実施した見直しの趣旨を継続し運用するとともに，①「設

備マスタープラン」及び「学術情報基盤整備計画」の計画的な実施を図るた

めの「教育研究診療設備整備支援プログラム」を新設，②科学研究費補助金

の採択実績向上のために，科学研究費補助金の審査において，高位にありな

がら惜しくも不採択となった課題に対する支援制度を「学長が直接実施を指

示する非公募事業」として新設するなどの改善を加えるとともに，総額とし

て前年度に比べ50百万円の増額を行った。 

 

 ５） 部局長裁量経費 

 

評価結果の配分への反映を継続するとともに，重点的経費としての充実，

部局長のイニシアティブによる事業の一層の推進を図るため，評価項目の見

直しを行うとともに，使途を特定して特別の事業を推進・支援するための経

費として配分していた「特別事業費」を「部局長裁量経費」に統合するなど，

更なる重点化を行った。 
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６） 評価結果の予算配分への反映 

 

平成 17 年度法人評価の結果及び本学における外部資金の獲得状況，科学

研究費補助金に係る中期計画の達成状況等を踏まえ，外部資金の獲得促進に

向けた方策として，科学研究費補助金の申請の有無を「基盤研究経費」の配

分に反映させる方式を導入した。 

 

７） 財政調整資金 

 

平成17年度に策定した「財政運営の基本指針」（中期財政計画）において掲

げた本学財政の健全な運営に資するために，年度間の財政の調整を図り，主に

中期計画期間中の緊急又はやむを得ず必要な経費の財源不足を補うための「財

政調整資金」を創設した。これにより，男子学生寮の全面改修工事のうち，耐

震補強に約165百万円を充当することを決定し，当初計画を上回る早期実現（１

年前倒し）が可能となった。 

 

（３） 法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価を行い，必要に応じ

て資源配分の修正が行われているか。 

 

１） 人件費 

 

平成 16 年度に導入した「総額一括管理方式」の検証を行い，附属病院に

おける診療収入に連動する医員，看護師の人件費については，より弾力的か

つ効果的な病院経営を実現する観点から，附属病院において管理・執行する

方式に改善した。 

 

２） 学長裁量定員 

 

平成18年度までの配置状況について検証を行った結果，先端医工学研究セ

ンターにおいては，医工連携の共同事業について，福祉科学研究センターに

おいては，大分市及び別府市との連携事業について格段の進展が図られてい

ることが確認された。また，検証結果を踏まえ，重点的・戦略的教育研究分

野の創出や新規事業への効果的な配置を更に進めるため，新たに「学長裁量

定員の活用方針」を策定し，学術情報拠点（平成20年4月設置）に教員２名

を配置することを決定した。  

 

３） 学長裁量経費 

 

平成 18 年度に再構築した制度に基づき，採択された事業の成果（経費の

使用結果を含む。）について，報告書を求めるほか，公開の「成果報告会」

において評価・検証を行うとともに，その結果を次年度の配分に反映させた。 

また，本学の優れた取組事項を社会に広く紹介する観点から，公開ホーム

ページ等を通じ公表した。 

さらに，戦略的重点化を推進するため，①「設備マスタープラン」及び「学

術情報基盤整備計画」の計画的な実施を図るために「教育研究診療設備整備

支援プログラム」を新設，②科学研究費補助金の採択実績向上のために，科

学研究費補助金の審査において，高位にありながら惜しくも不採択となった

課題に対する支援制度を「学長が直接実施を指示する非公募事業」として新

設するなどの改善を加えるとともに，総額として前年度に比べ 50 百万円

（50％）の増額を行った。 

 

４） 部局長裁量経費 

 

重点的経費としての充実，部局長のイニシアティブによる事業の一層の推

進を図るため，評価項目の見直しを行うとともに，使途を特定して特別の事

業を推進・支援するための経費として配分していた「特別事業費」を「部局

長裁量経費」に統合するなど，更なる重点化を行った。 

 

５） 評価結果の予算配分への反映 

 

平成 17 年度法人評価の結果及び本学における外部資金の獲得状況，科学

研究費補助金に係る中期計画の達成状況等を踏まえ，外部資金の獲得促進に

向けた方策として，科学研究費補助金の申請の有無を「基盤研究経費」に反

映させる予算配分方式を導入した。 
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（４） 業務運営の効率化を図っているか。 

 

 １） 各種会議等の見直し 

 

平成18年度に導入した「部門会議」制の検証を行うとともに，各種会議の運

営等に要する教員・事務職員のマンアワーの短縮など，会議の在り方に関する

検討を進めるため，会議の稼働状況，統廃合の可能性等を調査・検討した結果，

「組織運営・企画部門会議」と「人事部門会議」との統合，「情報公開委員会」

と「個人情報保護管理委員会」との統合（いずれも平成20年4月）を決定した。

これにより迅速な意思決定がより適切に機能する体制が整備された。 

 

２） 事務改革の推進 

 

事務連絡会議ほか２会議を廃止し，それぞれの機能を一元化した「事務改

革会議」を全学運営組織の一つとして設置し，事務改革の一層の推進を図る

ための検討体制を整備・強化した。 

また，事務改革会議の下に設置した９つのプロジェクトチームにおいて，

組織改革，業務改革，経費節減等に関する調査・検討を進め，大学運営の改

善に関する企画・提案を行った。その結果，「業務改善に関する提案公募制

度」や「内部規則の再構築事業」などが実施に移された。 

 

３） 「大分大学長への提案制度」の創設 

 

ステークホルダーをはじめとする社会からの提案を収集し，大学経営等に

反映する仕組みとして，「大分大学長への提案制度」を創設した。これは，

県内 12 か所に設置している本学インフォメーションコーナーや広報誌等を

活用し，「学長への提案用葉書」を社会の皆様に配布し提案を受けるもので

あり，提案に対する改善結果については，公開ホームページを通じ公表する

ことを決定した。 

 

 

 

 ４） 「業務改善提案公募制度」の創設 

 

教職員からの意見を取り入れフィードバックする仕組みとして，業務改善

に関する提案を募る「業務改善提案公募制度」を創設し，提案のあった 39

件のち，12件を平成20年度の実施事項として採択した。 

 

 ５） 「部局サポーター制度」の創設 

 

事務局の部課長をそれぞれ部局ごとのサポーターとして位置づけ，教育研

究の現場である部局と事務局の橋渡しをして，部局の質問を解決することに

より，大学運営の改善に結びつける「部局サポーター制度」を創設した。 

 

 ６） アウトソーシングの推進 

 

アウトソーシングについては，平成 19 年度から新たに，①入学式の運営

業務，②図書館業務，③財務関係データ入力業務，④イベント開催時の交通

整理業務，⑤科学研究費補助金申請書類の確認作業業務等の委託を開始した。 

また，平成 19 年度に設置した「事務改革会議・業務改革プロジェクトチ

ーム」において，これまで実施してきた外部委託の効果の検証を行うととも

に，外部委託を実施するに当たっての留意事項をまとめた「業務のアウトソ

ーシングに関する基本方針」を全学的な共通指針として策定した。 

さらに，外部委託の効果の検証及び新たに策定した指針に基づき，平成20

年度から新たに①パソコンヘルプサービス業務，②留学生寄宿舎の管理業務

の委託を行うことを決定した。 

 

 ７） 「会議用資料作成支援システム」の構築 

 

会議資料作成に要する作業量の軽減と効率化を推進するため，最小限の入

力により自動的に資料作成が可能となる「会議用資料作成支援システム」（ア

プリケーションソフト）を独自に開発し導入した。これにより，平成 20 年

度以降の会議運営に関する大幅な業務改善及び会議コストの削減が可能と

なった。 
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（５） 収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか。 

 

学士課程，修士課程，博士課程ともに，全体として収容定員を充たしている

が，研究科別に見ると，医学系研究科における充足率が低迷している。これを

改善するため，同研究科においては，平成20年度に，①博士課程４専攻を１専

攻に改組，②修士課程医科学専攻において，社会人等の便宜を図るため，授業

を夕方の時間帯に実施，③看護師，薬剤師，放射線技師等に対して，がん医療

に特化した実践型教育を行い，学位（修士）の取得とともに，がんのチーム医

療に貢献できる高度職業人の養成を目的とした「がん医療に携わる職業人養成

コース」を設置する，などの見直しを行うことを決定するとともに，入試広報

等の充実など，志願者増に向けた取組を実施した。 

その結果，平成20年度（５月現在）の定員充足率は，医学系研究科（修士課

程）が100.0 ％，医学系研究科（博士課程）が100.8 ％となった。 

 

（６） 外部有識者の積極的活用を行っているか。 

 

経営協議会の一層の活性化・実質化を図る観点から，「活性化方策の策定」

及び「構成員の見直し」を行うとともに，経営協議会において，学外委員から

の意見や提案に対する取組状況の検証を行い，少子化に対応した学生確保・志

願者拡大方策や地域への貢献などに関する改善事項及び平成20年度計画に反

映する課題の整理を行うなど，学外委員の意見を積極的に大学経営に活かした。 

 

学長室会議における，大学経営に有益と判断される事項等に関する監事から

の情報提供を継続して実施するとともに，新たに，学内ホームページに「監事

からのお知らせ」コーナーを設置し，民間企業出身者の視点に立った意見や提

案を大学運営に積極的に活用する仕組みを構築した。 

 

（７） 監査機能の充実が図られているか。 

 

監査体制の充実を図るため，学長・監事・会計監査人・監査室による｢四

者協議会｣を設置して課題認識の共有に努めるとともに，監事・会計監査人

及び監査室との連携の強化を図るため，「三者連絡会」を発足した。 

また，専任の監査室長を設置（平成20年４月）することを決定し，監査機

能の更なる強化を図ることとした。 

 

監事監査については，監査計画書に沿った監査が実施されるとともに，兼

業に関する監査を追加し実施した。教学関係では「教育の成果」を重点監査

項目とした監査が行われた。また，他大学に先駆けて「会計監査人の監査方

法と結果の相当性判断のためのチェックリスト」に基づく監事意見の形成が

行われるなど，監査の実質化が図られた。 

 

（８） 教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直し等が行われているか。 

 

大学の将来構想やセンターの統廃合などの教育研究組織に関する諸課題

について，将来構想については，戦略会議が取りまとめた中間報告を踏ま

え，将来計画会議の下に設置したワーキンググループにおいて，本学の将

来像や人材育成等に関する検討を進め，平成20年度の策定に向けた方向性

の明確化を図った。 

また，センターについては，「附属図書館」と「総合情報処理センター」

との統合，「高等教育開発センター」と「生涯学習教育研究センター」との

統合について検討し，それぞれ「学術情報拠点」，「高等教育開発センター」

として設置（平成20年４月）することを決定した。 

 

経営協議会学外委員の意見を踏まえ，「大学院経済学研究科博士後期課

程」を設置（平成 19 年４月）した。また，「留学生センター」を「国際教

育研究センター」に改組（平成 19 年４月）するとともに，「コミュニティ

総合研究センター」を廃止し，その機能を「地域共同研究センター」及び

新設した「経済学部地域経済研究センター」に移行した。 

 

（９） 法人全体としての学術研究活動推進のための戦略的取組が行われているか。 

 

産学連携の更なる強化を図ることを目的として，イノベーション機構に「リ

エゾンオフィス」を設置するとともに，「学長裁量定員」を活用し，「地域連携
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コーディネーター」を１名，研究・社会連携部に研究推進担当職員を１名配置

した。 

また，重点的・戦略的研究分野の創出や新規事業への効果的な配置を進める

ため，新たに「学長裁量定員の活用方針」を策定した。  

 

「学長裁量経費」については，本学の学術研究の高度化を図る観点から，①

「設備マスタープラン」及び「学術情報基盤整備計画」の計画的な実施を図る

ために「教育研究診療設備整備支援プログラム」を新設，②科学研究費補助金

の採択実績向上のために，科学研究費補助金の審査において，高位にありなが

ら惜しくも不採択となった課題に対する支援制度を「学長が直接実施を指示す

る非公募事業」として新設するなどの改善を加えるとともに，総額として，前

年度に比べ50百万円（50％）の増額を行った。 

 

平成17年度法人評価の結果及び本学における外部資金の獲得状況，科学研究

費補助金に係る中期計画の達成状況等を踏まえ，外部資金の獲得促進に向けた

方策として，科学研究費補助金の申請の有無を「基盤研究経費」に反映させる

予算配分方式を導入した。 

 

平成17年度に策定した施設の「有効活用スペース推進計画」に基づき，教育

福祉科学部・経済学部校舎において，新たに14室の共同研究室などの共用スペ

ースを確保し，教員の研究環境の改善を図った。 

 

（10） 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

 

法人評価の結果については，役員会，経営協議会，教育研究評議会等を通

じ全学的な周知を図るとともに，課題として指摘された事項については，学

長から担当理事に対して，改善方策の検討，及びその確実な実施を指示し，

理事室を中心として取り組んだ。 

 

 （従前の評価結果に係る改善状況） 

◇指摘事項 

  大学院博士課程において，学生の収容定員の充足率が85％を満たさなかった

ことから，引き続き，速やかに定員の充足や入学定員の適正化に努めることが

求められる。 

 

◇改善状況 

大学院博士課程における定員充足率が，平成18年度（５月現在）で85％

を下回った（83％）ことを重く受け止め，学長，理事，研究科長等を中心に，

問題点の解明と改善策の検討を進め，平成 19 年度入試に対応した結果，平

成19年度（５月現在）の定員充足率は90％を超えた。 

 

また，平成20年度においても，定員を充足すべく博士課程を設置している経

済学研究科，医学系研究科，工学研究科において，志願者拡大に向けた取組を

行うとともに，大学全体としても，休学・退学者の減少方策の一つとして，平

成18年度から開始した「キャンパスライフなんでも相談室」の強化を図るため，

外部のソーシャルワーカーを充実するなどの対策を講じた。 

なお，平成20年度（５月現在）の大学院博士課程の定員充足率は113％であ

る。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(2) 財務内容の改善 

① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

○ 科学研究費補助金など外部研究資金その他の自己収入の確保に全学的に取り組む。 

 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ウェイト 

中期計画 平成19年度計画 
中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○ 科学研究費補助金，受託研

究，奨学寄附金等外部資金増加

に関する具体的方策 

     

【191】 

科学研究費補助金について

は，申請率の100％を目指し，

受託研究及び奨学寄附金等の

外部研究資金の積極的な獲得

を目指す。 

 

 

Ⅲ

（平成16～18年度の実施状況概略） 

科学研究費補助金については，申請率向上の

ための講演会や，採択率及び申請率を基にした

部局長裁量経費によるインセンティブの付与を

実施した。 

また，採択率向上のため，研究・情報担当理

事の下に「科学研究費補助金獲得戦略プロジェ

クト」を設置し，部局ごとの説明会や，申請関

係書類のチェック等を実施した。 

外部資金については，学長室会議において，

公募情報等について周知するとともに，応募促

進のため，公募情報を学内ホームページ及び教

員個人へメール配信した。 

地域共同研究センターにおける産学交流会の

平成19年度に作成した記載

要領の注意点や自己チェック

表などにより，チェック体制

を強化し，科学研究費補助金

の採択率向上を目指す。 

また，コーディネーターや

「地域連携研究コンソーシア

ム大分」の活用，イノベーシ

ョン機構におけるシーズ育

成・プロジェクト形成等を引

き続き行い，外部研究資金の

積極的な獲得を目指す。 
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開催や，包括協定を締結した金融機関が仲介し

た技術相談会等において，本学の共同研究支援

コーディネーター等が学内シーズと企業ニーズ

のマッチングを行い，また，新たな研究テーマ

の発掘を行い，新規の共同研究の締結に努めた。

また，産学官連携コーディネーター・共同研

究支援コーディネーターや，(有)TLOとの連携に

より，経済産業省など国のファンドや，委託事

業等の外部研究資金の積極的な獲得に努めた。

 

【191-1】 

平成 18 年度立ち上げた科研費補助金戦

略プロジェクトによる取組を継続し，申

請，獲得率の向上を図る。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【191-1】 

「科学研究費補助金獲得戦略プロジェクト」

において，文部科学省及び日本学術振興会によ

る科学研究費補助金に関する講演会を実施し，

各学部でも同プロジェクトによる講習会を実施

した。   

また，科学研究費補助金申請書に不備がない

よう，学長裁量経費の配分を受け，外部委託に

よる確認体制を確保するとともに，申請書記入

上の注意点を配布するとともに，自己チェック

表を学内ホームページに掲載した。 

その結果，平成19年度申請と比較して申請率

が約４％向上し，獲得金額も約10％増加した。

 

 

【191-2】 

外部資金獲得の増に向け，研究環境にお

けるインセンティブ付与のあり方を検討

する。 

 
Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【191-2】 

外部資金の獲得促進を図るため，平成18年度

から，「学長裁量経費」の配分対象を外部の競争

的資金の獲得に繋がる取組に重点化するととも

に，申請資格を過去２年間の科学研究費補助金

申請者に限定し，採択者には，競争的資金の申
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請を義務付けた。 

また，科学研究費補助金の採択実績向上のた

めに，科学研究費補助金の審査において，高位

にありながら惜しくも不採択となった課題に対

する支援制度を設けた。 

さらに，科学研究費補助金申請の有無を，「基

盤研究経費」の配分に反映させた。 

 

【191-3】 

外部資金獲得を目的としたコーディネ

ーターを配置するなど，より具体的な取組

を行う。 

 

Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【191-3】 

共同研究支援コーディネーターが，引き続き

共同研究の発掘やファンドの獲得の支援を行っ

たほか，地域連携支援コーディネーターを平成

19年度から採用し，大分県の補助事業等につい

て，本学研究者のコーディネートを実施した。

また，大分県内の大学，高等専門学校の教員

が共同して地域が抱える課題を解決する「地域

連携研究コンソーシアム大分～学と学の融合

～」を平成19年 8月に立ち上げ，各大学等の教

員が連携しプロジェクトを企画し，外部資金に

応募する仕組みを策定した。 

 

 

【191-4】 

イノベーション機構でシーズ育成から

プロジェクト構築及びそのフォローまで

の一連のプロセスを明確化してそれぞれ

のアクションプランを策定し，外部資金獲

得につながる方策を検討する。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【191-4】 

イノベーション機構における，シーズ育成か

らプロジェクト構築及びそのフォローの方策に

係るアクションプランについて検討するため

に，イノベーション機構の統括マネージャー並

びにコーディネーター（産学官連携，共同研究

支援及び地域連携支援）を構成員として「コー

ディネーター連絡会議」を開催し，シーズの育

成・発掘の新たな方策や共同研究の進捗の管理
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法についての検討，外部資金獲得のためのコー

ディネーターのバックアップ並びに情報の整

理・共有化を推進した。 

 

【191-5】 

イノベーション機構に関与する地域共

同研究センター，VBL，知財本部のそれぞ

れの役割を明確化して責任分掌体制を構

築し，外部資金獲得につながる方策を検討

する。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【191-5】 

イノベーション機構のコアセクターである地

域共同研究センター，VBL，知財本部の役割の明

確化，責任分掌体制については，イノベーショ

ン機構運営会議等の開催を通じて共通認識を持

つことができた。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

  地域共同研究センターにおいて，研究シーズ

集の基本フォーマットを策定し，全教員に研究

シーズ公表の重要性を啓発し，分かりやすいシ

ーズ集を作成すると同時に，公開ホームページ

に掲載した。 

平成18年度には，既刊のシーズ集のデータの

整理・更新及び新規データの収集を行うととも

に，内容を充実させて改定版を刊行した。 

 

  【192】 

外部研究資金を確保するた

めに，研究シーズ等のデータベ

ースを充実させ，学外への研究

成果の積極的な公表を図る。

【192】 

イノベーション機構が全学的な産学連

携の窓口であることをホームページで公

開し，そのコンテンツを充実させる。 

 

Ⅳ

Ⅳ

  （平成19年度の実施状況） 

【192】 

  イノベーション機構のホームページを公開し

て，全学的な産学官連携，地域連携の窓口であ

ることを明確にするとともに，コアセクターや

支援セクターへのリンクや，民間シンクタンク

のMOT（技術経営）プラットフォームへのリンク

を貼ったほか，最新のニュース，トピックスの

掲示板を設け，コンテンツの充実を図った。 

さらに，イノベーション機構に産学官連携コ

研究成果の公表方法等につ

いて，内容の充実度，学外か

らの利用のしやすさ等を検証

し，必要に応じて改善する。 
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ーディネーター及び地域連携支援コーディネー

ターを配置して関係機関との緊密な連携を図り

学外への積極的な情報発信が可能となる体制を

整備した。 

加えて，イノベーション機構のパンフレット

を作成して関係機関に配布した。 

 

○ 収入を伴う事業の実施に関

する具体的方策 

     

【193】 

  大学の役割とニーズに即し

た適切な検定料・入学料・授

業料を設定し，自己収入の確

保に努める。 

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

教育担当理事を中心に，入試部門会議及び教

務部門会議等と連携して，大学の役割とニーズ

に即した適切な検定料・入学料・授業料の額の

検証を実施するとともに，志願者数・入学者数・

在籍者数の確保を考慮しながら，自己収入の増

加につながる検定料・入学料・授業料の設定を

検討し，実施した。 

「学生納付金の増収方策」については，収入

の確保状況を予算配分に反映させた。また，入

試部門会議でオープンキャンパスの広報を充実

させた。 

「休・退学者数の改善方策」については，指

導教員の手引きである「教員ハンドブック」を

作成・配付するとともに，ソーシャルワーカー

が担当する学生向けなんでも相談「キャンパ

ス・カフェ」（現「キャンパスライフなんでも相

談室」）を設置した。 

また，学部学生に対する入学料に関し，免除

基準の緩和を行うとともに，学生生活の支援と

学生納付金収入を確保するため，「授業料奨学融

資制度」を平成18年度に創設した。 

さらに平成 19 年度には，「授業料奨学融資制

学生納付金収入（検定料・

入学料・授業料）の確実な確

保を図るため，引き続き学生

の志願者数・入学者数・在籍

者数の確保方策を検討・実施

するとともに，大学の役割と

ニーズに即した適切な検定

料・入学料・授業料の額の確

認を行う。 

また，収入の確保状況を引

き続き予算配分に反映させ

る。 
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度」の適用を入学料，半額免除者の授業料及び

休学者の復学後の授業料にも拡大した。以上の

結果，休学者については減少傾向に転じた。 

 

【193】 

平成 18 年度実績を踏まえて，学生生徒

等納付金収入（授業料・入学料・検定料）

の確実な確保を図るため，学生の志願者

数・入学者数・在籍者数の確保方策を検

討・実施する。 

収入の確保状況を，予算配分に反映させ

る。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【193】 

志願者や入学者の確保方策として，①オープ

ンキャンパスの車内広告（電車・バス）掲示，

②キャンパス大使の増員，③出前講義の実施要

領・講義リストの作成，④東京・広島・福岡に

おける国立大学合同説明会の開催，⑤民間主催

の進学説明会（33会場）における説明等の取組

を行った。 

休・退学者数の改善方策として，外部のソー

シャルワーカーによる「キャンパスライフなん

でも相談室」体制の整備等，学生生活に関する

支援体制を強化した結果，休学者数は減少した。

本学志願者の利便性の向上を図るため，銀行，

郵便局に加えて，「コンビニエンスストアにおけ

る検定料の収納」を開始した。 

また，学生納付金収入の確実な確保を図るた

め，「授業料収入の確保状況」については「基盤

教育経費」の配分に，「入学料・検定料収入の確

保状況」については「部局長裁量経費」の配分

にそれぞれ反映した。 

以上のような改善策を講じた結果，休学者に

ついては減少傾向にある。 

 

  

【194】 

附属病院収入については，

附属病院の新しい医療領域・

技術を開拓するとともに経営

 

Ⅲ

（平成16～18年度の実施状況概略） 

平成16年度に日本医療機能評価機構の認定証

を取得し，緩和ケア診療加算の算定を開始した。

また，人工透析治療の稼働時間を拡大 (３日/

リニアック更新による定位

放射線治療などの放射線治療

件数の増及び精神科作業療法

を開始する等，引き続き健全
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週→６日/週) した。 

平成17年度にNICU病床を増床（３床→６床）

した。 

平成18年度から外来化学療法室(３床)を設置

し，外来化学療法加算の算定を開始した。また，

診療録管理士の配置による診療録管理体制加算

の算定を開始した。 

 

【194-1】 

前立腺癌治療を充実する。 

 

 
Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【194-1】 

 早期前立腺癌の放射線治療として，小線源密

封療法を開始するとともに，手術療法として内

視鏡補助下小開腹前立腺全摘除術を開始した。

 

 

改善を推進し，健全経営によ

る増収を図る。 

 

【194-2】 

ICU と救急部の整備により急性期医療の

充実を図る。 

Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【194-2】 

改築による ICU の再整備を終了し，６床から

12床に増床するとともに，救急部の改修を行い，

二次・三次救急などの重症救急に対する救急医

療体制を整備（処置ベッドは４床から７床）し，

大分県新型救命救急センターの指定申請を行っ

た。 

また，大分県がん診療連携拠点病院の指定を

受けた。 

【増収関連事項】 

６月から７:１看護体制に移行し，医療安全や

患者サービスの向上に努めるとともに，増収を

図った。 

また，眼科の４床室１室を２床室２室に改修

し，光線力学的療法（PDT）専用で使用すること

により，入院待ちや過密な検査スケジュールの

緩和を図るとともに，増収を図るための施設整

経営による増収を図る。 
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備を行った。 

さらに，６月から心臓カテーテル検査・治療

の稼働時間の拡大を行った。 

患者数増に伴い総合診療部外来の診察室･回

復室の増築を行った。 

 

【195】 

地域社会のニーズに即した

公開講座・公開授業を充実す

ることや学内施設の開放を進

め，受講料や施設使用料の増

加を図る。 

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

平成16年度は，生涯学習教育研究センターに

おいて，学内施設の貸出条件・手続についての

現状調査を行った。 

平成17年度は，生涯学習教育研究センターか

ら医学部に依頼して，一部授業で公開授業を開

始した。また，大学院科目の一部も公開授業を

開始するとともに，包括協定締結企業(金融)の

ニーズにより産学連携コーディネーター講座等

を実施したほか，平成18年度公開授業実施要項

を作成した。 

  平成18年度は，公民館職員と連携して地域社

会の学習ニーズ調査を行い，研修プログラムを

開発した。 

経済学部においては，地域社会のニーズに即

した公開講座として，信用金庫の要望を取り入

れた講座を実施した。 

公開授業については，授業数の漸増に伴い，

受講者も増加した。 

また，大学施設の利用料の改訂，申請様式の

簡素化を行い，さらに「利用手続きの流れ，施

設一覧，料金表，申請様式」を公開ホームペー

ジに掲載して利用の便を高め地域への開放を推

進した。 

 

 

これまでの公開講座・公開

授業等の大学開放事業を継続

させるとともに，事業の方

法・内容についての検証を行

い，必要に応じ改善する。 
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【195-1】 

 公開講座・公開授業の新しい受講料体系

を整備する。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【195-1】 

  公開講座専門委員会において，公開講座・公

開授業のあり方について検討を行った。 

新しい受講料体系は，従来一律であった受講

料を対象者と内容によって細分して設定（児

童・生徒には原則無料，公共性の高い講座は低

廉な受講料，教養的な講座や資格に結びつく講

座などは高い受講料）する方針とした。 

 

 

【195-2】 

教員に対するインセンティブの付与な

ど公開講座・公開授業を推進するための方

策について，生涯学習教育研究センター原

案を策定する。 

 

Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【195-2】 

教員に対するインセンティブの付与につい

て，生涯学習教育研究センターにおいて検討を

行い，教員評価と教育・研究経費配分の 2 つの

面でのインセンティブ付与について「公開講

座・公開授業のあり方」検討案を作成した。 

なお，教員評価については，既に社会連携活

動が評価項目として組み込まれているため，従

来の謝金に代わるインセンティブ付与の方法と

しての教育研究経費の配分について提案してい

る。 

 

 

【195-3】 

インターネットによる公開講座・公開授

業の広報を充実させるとともに，受講手続

など受講者の利便性向上のための取組を

行う。 

 

Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【195-3】 

公開講座・公開授業の広報については，パン

フレット形式で年 2 回印刷物を配布するととも

に，インターネットを活用した情報提供を充実

させた。その結果，講座等の定員充足率は向上

した。 

また，受講者の利便性を高める取組について

は，銀行振込による受講料の納付ができるよう
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にするなどの改善を行った。 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

平成16年度は，地域共同研究センターの専任

教員が知的財産マネージャーの業務を兼務し，

知的財産計画の策定に向けた検討を開始し，知

的財産の創出から管理，活用の一連のプロセス

や，法人に承継すべき発明の条件などを学長へ

の答申書として取りまとめた。 

  平成17年度は，知的財産本部で過年度の学内

保有知的財産の取りまとめを行った。 

  また，知的財産本部と（有）大分 TLO とが連

携して，企業ニーズ情報等の取りまとめを行い，

その結果を基に，知的財産の活用状況の点検や

見直し策を策定した。 

平成18年度は，知的財産本部と（有）大分TLO

が行った本学が保有する知的財産の調査結果を

基に，地域共同研究センター（共同研究支援コ

ーディネーター等）と連携をとりながら，企業

ニーズ等の情報の取りまとめを行うとともに，

本学が有するシーズと企業のニーズとのマッチ

ングを促進するため，教職員及び企業関係者を

対象に「学際研究創造セミナー」を５回実施し

た。 

さらに，知的財産総括アドバイザーの支援を

受け，教職員への知的財産意識の啓発や知的財

産本部の充実及び活性化に努めた。 

 

  【196】 

知的財産権を，基本的には

大学に帰属させ，その実施許

諾料による収入増加を目指

す。 

【196-1】 

知的財産本部と大分 TLO 及び地域共同

研究センター（研究コーディネータ等）

で連携をとりながら，学内保有知財と企

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【196-1】 

知的財産本部で，本学が保有する知的財産と

企業ニーズとのマッチングを図るため，（有）大

平成 19 年度に策定した権

利継承ルールに基づき，知的

財産管理体制の検証を行い，

必要に応じて改善する。 
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業ニーズとのマッチングを推進するとと

もに，知的財産の活用状況の点検を行い，

取組方法について見直しを行う。 

 

分 TLO やイノベーション機構のコーディネータ

ー等と連携して，企業訪問・技術説明会や企業

への技術移転活動を通して得た企業ニーズ・情

報の整理等を行った。 

知的財産総括アドバイザーを交えて，知的財

産本部連絡会を月例で開催し，保有知的財産の

活用状況・方法等について，点検見直しを行っ

た。 

また，(有)大分 TLO とも定期的な連絡会を開

き，保有知的財産の活用方法，技術移転状況等

について協議した。 

さらに，本学の学際的研究・成果の発掘及び

企業ニーズとのマッチングを推進するため，教

職員及び企業関係者を対象に，「学際研究創造セ

ミナー」を４回実施した。 

 

【196-2】 

知的財産本部で特許申請支援講習会を

実施し，教員への発明に対する意識の向上

と支援を図り，法人帰属特許の実施許諾に

よる収入獲得を目指す。 

 Ⅳ

（平成19年度の実施状況） 

【196-2】 

教職員及び学生を対象に，特許申請支援に係

る講習会を旦野原キャンパスで２回，挾間キャ

ンパスで１回開催し，発明に対する意識の向上

と支援を図った。 

  また，知的財産本部と（有）大分 TLO とで連

携協力し，法人帰属特許（出願発明）に係る企

業への技術移転活動を順次行い，本年度も新た

に１件の実施許諾による収入が獲得できた。 

 

 

【197】 

卒業生への各種証明書等の

有料化，再試験受験料の有料

化等を検討する。 

 

 

Ⅲ

（平成16～18年度の実施状況概略） 

他の国立大学法人の現状を調査した結果，各

種証明書の発行手数料等の有料化は， 82大学中

１大学しか実施していないことを確認した。こ

のことを踏まえ検討した結果，卒業生や受験生

   

（平成19年度完了） 
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へのサービス維持の観点から，当面手数料等は

徴収しないこととした。 

 

【197】 

引き続き各種証明書等の有料化，再試

験受験料の有料化等に代わるその他の事

業収入を調査する。 

 

Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【197】 

学生証再交付にかかる手数料の有料化を，平

成19年度から開始した。 

 

  

 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(2) 財務内容の改善 

② 経費の抑制に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

○ 経費抑制に対する教職員の意識改革を図るとともに，経費の使用状況について恒常的に点検・見直し・改善を行う。 

 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ウェイト 

中期計画 平成19年度計画 
中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○ 管理的経費の抑制に関する

具体的方策 

     

【198】 

財務会計システム等の活用，

業務見直し等により，効率的か

つ合理的な事務運営を推進す

る。 

 

Ⅲ

（平成16～18年度の実施状況概略） 

財務会計システムを活用し，予算執行状況等

を随時把握できる体制を整備し，効率的な業務

運営を推進した。 

また，「事務改善委員会」において，事務処理

の簡素化・効率化及び業務の外部委託を検討す

るとともに，管理的経費の削減努力に係るイン

センティブを付与した予算配分，医療材料の値

引率の拡大，複数年契約・一括契約の導入によ

る契約事務の見直しや，定期刊行物，雑誌類の

部数の見直し等により管理的経費等を削減し

た。 

 

 

インセンティブが働く予算

配分を継続するとともに，管

理的経費の使用状況について

の点検を行い節減に取組む。 
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【198】 

平成 18 年度実績を踏まえて，事務処理

の簡素化・効率化や業務の外部委託等によ

り，目標値を定めて管理的経費の削減に取

り組む。 

 

Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【198】 

「事務連絡会議」の下に設置された「事務改

善ワーキング」において，事務量の削減及び事

務処理の効率化を目指して平成18年度に策定し

た「業務改善実施計画書」に基づき，派遣職員

の活用や，図書館業務において，平成19年度よ

り３年計画で管理的業務以外の業務を外部委託

し，図書館のサービス向上を図るとともに，外

部委託により生じた人員を他の部署に有効配置

することとした。 

また，複写機保守契約の方法の見直しにより，

約５百万円の管理的経費を削減するとともに，

電話料の契約及びテレビ台数の見直しなどによ

り，平成20年度以降の経費削減につなげた。

さらに，「事務改革会議」の下に設置した「経

費削減プロジェクトチーム」において，平成20

年度以降の経費削減方策を決定した。 

 

  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

定時退勤日及び夏季一斉休業日の設定，部局

ごとの光熱水費の使用目標値の設定・使用実績

の公表等により，平成17年度は，対前年度比約

10％，平成18年度は対前年度3.8％の光熱水費

の削減を行った。 

また，会議資料，通知文書等についてはペー

パーレス化を推進した。 

 

  【199】 

  業務に支障のない範囲内で

一斉退庁制度などによる節

電，節水及びゴミの抑制に努

め，毎年度目標を定めて，計

画的に削減する。 

【199】 

部局ごとの光熱水費の実績額を定期的

に公表し目標値を定めて経費の削減に取

り組むとともに，新たに地下水利用を開始

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【199】 

部局長等に対する文書による節電等の要請

や，部局ごとの光熱水費の使用実績の定期的な

重油を含む光熱水費は，前

年度実績を維持又は下回るこ

とを目標に節減に取組む。 

会議資料，通知文書等につ

いては，継続してペーパーレ

ス化を推進する。 

また，ゴミの抑制・分別に

対する意識高揚に努める。 
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し水道料を削減する。 

また，会議資料，通知文書等については，

ペーパーレス化を図り，購入経費やゴミの

抑制に努める。 

 

公表等により節減意識の醸成を行った。 

また，新たに地下水利用を開始したことによ

り，前年度に比べ，約８％（約11百万円）の水

道料の削減を行った。挾間キャンパスの使用開

始が平成 19 年度末であることから，平成 20 年

度は更なる効果が期待される。 

さらに，「いますぐできる節約５項目」を設定

し，節電，節水，節ガス，コピー縮減及びゴミ

抑制に努めた。 

加えて，「事務改革会議」の下に設置した「経

費削減プロジェクトチーム」において，平成20

年度以降の経費削減方策を決定した。 

 

 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(2) 財務内容の改善 

③ 資産の運用管理の改善に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

○ 資産状況を正確に把握し，資産の有効運用を図るとともに，適正な管理システムを構築する。 

○ 土地・施設・設備等の状況を正確に把握し，戦略的な施設等の整備と維持管理を行い，効率的・効果的な運用を図るため，全学的視点に立った施設マネジメン

ト推進体制を確立する。 

○ 施設等の整備及び維持管理に必要な財源の確保に努める。 

 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ウェイト 

中期計画 平成19年度計画 
中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○ 資産の効率的・効果的運用

を図るための具体的方策 

     

【200】 

点検評価に基づいた土地・施

設・設備等の有効利用・維持管

理及び保全に努め，有機的に活

用する方策を確立するため，経

営協議会等で施設マネジメン

トシステムを構築し，効率的運

用を図る。 

 

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

施設等の有効利用を目的とした「施設・設備

等維持管理計画」を平成17年度に策定し，屋上

防水改修工事などを実施して維持保全に努め

た。 

旦野原キャンパスにおいては，蒸気暖房が不

要な建物の供給停止，外灯の省エネ型への取替

などによる効率的・効果的な施設等の整備を図

った。 

また，主要３キャンパスの建物外部及び共通

部分の老朽度・緊急修繕度を調査するための施

設パトロールを行った。 

 

 

「施設・設備等維持管理計

画」及び施設パトロールに基

づき，引き続き維持管理及び

保全を行う。 
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【200】 

施設の利用状況・維持管理に関する再点

検を行うとともに，「施設・設備等維持管

理計画」（平成１７年度策定）に基づき，

旦野原キャンパスの主受配電設備の改修

及び図書館空調設備の改修等を行う。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【200】 

施設の有効活用を推進するため，施設環境整

備部門会議委員による「施設の利用状況調査」

を実施した。 

また，「施設・設備等維持管理計画」に基づき，

旦野原キャンパスの主受配電設備の改修及び図

書館空調設備の改修を行った。 

 

  

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

講義室や体育施設利用者の利便性の向上を図

るため，事務手続の簡素化や貸付基準の見直し

を行い，貸付対象を拡大した。 

また，宿舎管理業務を外部委託し業務改善を

行うとともに，宿舎の空室情報のほか，手続等

に関する情報の学内ホームページへの掲載や，

貸与基準の緩和により，入居率の向上を図った。

さらに，施設・設備等の計画的な改修・修繕・

点検保守を基に予防保全を行い，トータルコス

トの縮減を図った。 

加えて，現場調査結果に基づき，不用な蒸気

暖房を停止しコスト削減を行った。 

 

  【201】 

  土地・施設・設備等を効率

的・効果的に活用するために

必要な財源の確保と適切な予

算配分を行い，コスト削減に

努める。 

【201】 

新たな施設整備手法（補助金や寄附，自

己資金，地方公共団体との連携など）によ

る拡大に努める。 

また，資産の効率的，効果的運用を図る

ため，「財政調整資金」を新設するととも

に，「設備マスタープラン」及び「学術情

報基盤整備計画」への適切な対応を図るた

めの予算配分を行う。 

Ⅳ

Ⅳ

（平成19年度の実施状況） 

【201】 

新たな整備手法として，①自己財源による整

備（老朽化が激しい大講義室棟の改修，附属病

院集中治療部増床改修），②助成金による整備

（（財）21世紀職業財団からの助成金による保

育所の整備），③寄附による整備（附属病院内

喫茶建物，同立体駐車場）など，教育環境の改

善，診療体制の充実・患者サービスの改善を行

引き続き，新たな整備手法

（補助金や寄附，自己資金，

地方公共団体との連携など）

による施設整備の拡大に努め

るとともに，資産の効率的・

効果的運用を図るため，「教

育研究環境整備費」及び「財

政調整資金」の確保や，「設

備マスタープラン」及び「学

術情報基盤整備計画」への適

切な対応を図るための予算の

重点配分を行う。 
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 った。とりわけ，寄附による整備２件（計 194

百万円相当）の特筆すべき成果が得られた。 

  また，「財政調整資金」を新設し，男子学生

寮の耐震補強に約 165 百万円を措置することを

決定した。 

その結果，当初計画を上回る早期実施（１年

前倒し）を実現した。 

併せて，「学長裁量経費」において，「設備

マスタープラン」及び「学術情報基盤整備計画」

への適切な対応（コスト削減を図るため共同利

用設備の整備を優先）を図るため，新たに「教

育研究診療設備整備支援プログラム」を創設す

るなど，総額で50％増（50百万円増）の拡大を

図り，整備の充実を図った。  

 

【202】 

  本学所有の知的財産権の積

極的な活用方法を構築する。 

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

平成16年度は，知的財産本部を設置し，地域

共同研究センターの専任教員が兼務した。 

  平成17年度は，知的財産マネージャーの確保

について，知的財産本部で同マネージャーの任

用に係る職務内容や資格要件等を検討し，学長

裁量定員を確保した。 

  平成18年度は，知的財産本部と（有）大分TLO

が協力し，保有知的財産の調査・取りまとめを

行うとともに，地域共同研究センター（共同研

究支援コーディネータ等）と連携をとりながら，

企業訪問時や企業への技術移転活動時に得た企

業ニーズ等の情報の取りまとめを基に，知的財

産の活用状況の点検や活用方法の検討を行い，

知的財産本部に創出・管理・普及啓発の３つの

専門部門を置き，知的財産の管理活用について

小回りのきく組織体制を整備した。 

教員対象の知的財産啓発セ

ミナーの実施を継続するとと

もに，知的財産活用状況等の

点検を行い，必要に応じて改

善する。 
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また，学内シーズと企業ニーズとのマッチン

グを推進するために，教職員及び企業関係者を

対象に第５回，第６回の「学際研究創造セミナ

ー」を実施した。 

 

【202】 

学長裁量定員等（予算）の見通しが付き

次第，弁理士等の知的財産マネージャーの

確保を図り，知的財産本部と（有）大分TLO

及び地域共同研究センター（研究コーディ

ネータ等）で連携をとりながら，学内保有

知財と企業ニーズとのマッチングを推進

するとともに，知的財産の活用方法につい

て点検や見直し等を行う。 

 

Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【202】 

知的財産本部で，保有知的財産と企業ニーズ

とのマッチングを図るため，（有）大分TLOやイ

ノベーション機構のコーディネーター等と連携

して，企業訪問・技術説明会や企業への技術移

転活動を通して得た企業ニーズ・情報の整理等

を行った。 

また，本学の学際的研究・成果の発掘及び企

業ニーズとのマッチングを推進するため，教職

員及び企業関係者を対象に，「学際研究創造セミ

ナー」を４回実施した。 

 

  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

  資金を安全かつ効果的に管理運用するため

に，平成16年度に「資金管理方針」を策定し，

財務担当理事の下で，余裕資金の安全かつ効果

的な運用計画を作成し，銀行への定期預金や政

府短期証券，割引短期国債等の債券による短

期・長期運用を行った。 

また，取引銀行については，「取引銀行の健全

性を監視する判断基準」（平成 16 年度策定）に

より，日常的な監視を継続して行った。 

 

  【203】 

  運営費交付金，自己収入及

び外部研究資金等について，

安全な運用管理を行う。 

【203】 

余裕資金の管理については，「資金管理

方針」（平成１６年度に策定）に基づき，

Ⅳ

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【203】 

平成19年度資金繰計画に基づき，余裕資金の

余裕資金の管理について

は，「資金管理方針」に基づき，

安全かつ効果的な運用を継続

して行い，自己収入の確保に

努める。 

また，取引銀行については，

「取引銀行の健全性を監視す

る判断基準」に基づき，継続

して，定期的に経営状況等の

把握を行う。 
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安全かつ効率的な運用を継続して，自己収

入を確保する。 

また，取引銀行については，「取引銀行

の健全性を監視する判断基準」（平成１６

年度策定）に基づき，定期的に経営状況等

の把握を行う。 

 

管理運用を着実に実施した。 

特に，本年度は，利息収入の増収策として，

メインバンク以外の銀行による定期預金の運用

を行うとともに，金利等が有利で安全な金融商

品である地方債を新規に購入して運用した結

果，対前年度に比べ，約20百万円の増収を図る

ことができた。 

また，取引銀行の健全性については，「取引銀

行の健全性を監視する判断基準」に基づき， 

四半期毎の経営状況等について前年度と比較す

ることにより，健全性の推移を継続的に監視 

した。 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

資産状況を管理する方策として，平成16年度

に「資産管理システム」を導入し情報の登録を

行った。 

平成18年度には，飲料水の自動販売機を設置

し，売上金の一部を寄付受けし，その全額を学

生の課外活動資金に充てた。 

また，平成17年度には，挾間職員宿舎敷地内

に駐車場を増設し，使用料の増収を図った。 

 

  【204】 

教育研究活動を安定して遂

行できる財務基盤を確保・維

持するためのシステムを構築

する。 

 

【204】 

資産の効率的，効果的運用を図るため，

「財政調整資金」を新設するとともに，

「設備マスタープラン」及び「学術情報

基盤整備計画」への適切な対応を図るた

めの予算配分を行う。 

 

Ⅳ

Ⅳ

（平成19年度の実施状況） 

【204】 

資産の効率的，効果的運用を図るため，「財

政調整資金」を新設し，男子学生寮の耐震補強

に約 165 百万円を措置することを決定した。そ

の結果，当初計画を上回る早期実施（１年前倒

し）が実現した。 

併せて，「学長裁量経費」において，「設備

マスタープラン」及び「学術情報基盤整備計画」

資産の効率的・効果的運用

を図るため，引き続き「教育

研究環境整備費」及び「財政

調整資金」の確保とともに，

「設備マスタープラン」及び

「学術情報基盤整備計画」へ

の適切な対応を図るための予

算の重点配分を行う。 
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への適切な対応を図るため，新たに「教育研究

診療設備整備支援プログラム」を創設するなど，

総額で50％増（50百万円増）の拡大を図り，整

備の充実を図った。  

 

ウェイト小計    

ウェイト合計   
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(2) 財務内容の改善に関する特記事項等 

 

１．特記事項 

 

【平成16～18事業年度】 

 

（１） 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 

 

１）外部資金の増加に向けた取組 

 

① 外部の競争的研究資金の獲得方策 

 学長のリーダーシップの下に「外部資金の獲得拡大方策検討ワーキング

グループ」を設置した。平成18年度受入額は平成17年度と比較し，受託

研究17％，共同研究81％，寄附金11％の増となった。 

 「科学研究費補助金戦略プロジェクト」を設置した（科学研究費補助金

の申請率・採択率の改善方策を設定し実施した結果，平成 19 年度の申請

率は約85％で平成18年度と比較し約７％向上した。 

 

② 「学長裁量経費」における改善 

従来の配分ポリシーを全面的に見直し，外部の競争的資金の獲得に積極

的に挑戦することを目的に，４つのプログラム（「教育改革拠点形成支援」

「研究推進拠点形成支援」「若手研究者萌芽研究支援」「社会連携支援」）

に重点化し配分している。 

      申請者は「過去２年間（平成16，17 年度連続）の科学研究費補助金申請

者」に限定した。 

 なお，配分に際しては学長の下に「審査委員会」を組織し，書類審査・

ヒアリング審査を通じたピアレビューを導入した。 

（この重点配分の方法については，教育再生会議及び教育再生懇談会にお

いて，特色ある取組例として紹介された。） 

さらに，平成 18 年度採択事業から事業完了の翌年度に成果等報告会を

実施するなどPDCAサイクルを充実させた。 

 

③ 「部局長裁量経費」における改善 

部局間の競争プロセス及び評価結果の資源配分への反映を積極的に進め 

るため，従来の「定額配分方式」を廃止し，各種評価に基づく「重点的配分

方式」を導入した。評価項目として「外部資金（科学研究費補助金，受託・

共同研究費，寄附金）の獲得状況」，「学生納付金（入学料・検定料）収入の 

 

 

 

確保状況」を設定し収入確保に向けた誘引を図った。 

 

④ 「基盤研究経費」における改善 

科学研究費補助金の申請の有無を「基盤研究経費」に反映させて配分し

た。 

以上のような取組を通じ，外部の競争的資金の獲得については，平成15

年度と平成18年度を比較した場合，件数にして112件（約11％），金額に

して178百万円（約25％）の増加が図られた。また，科学研究費補助金に

ついても，平成16年度と平成19年度を比較した場合，申請率において約

14％，獲得額において87百万円（約46％）の増加を達成した。 

 

 ２）学生納付金収入の確実な確保 

 

  ① 学生納付金収入の確保方策 

休学者及び退学者の減少対策として，ソーシャルワーカーが担当する

「なんでも相談キャンパス・カフェ」（現「キャンパスライフなんでも相

談室」）を実施するとともに，指導教員の手引書として「教員ハンドブッ

ク」を作成した。 

学生納付金収入の確実な確保を図るため，授業料収入の確保状況につい

ては，「基盤教育経費」の配分に，入学料・検定料収入の確保状況につい

ては，「部局長裁量経費」の配分にそれぞれインセンティブを反映した。 

 

②「授業料奨学融資（利子補給）制度」を創設 

学生生活の支援と学生納付金収入の確保するため「授業料奨学融資制

度」を創設した。 

 

３）学内施設の有効活用による増収 

 

   資産の効率的・効果的運用を図るため，学内施設を有効活用し，宿舎の空室

情報等を学内ホームページに公開，宿舎貸与基準の緩和を行い非常勤職員（医

員，研修医，日々雇用職員）への貸与を可能とした。また，看護師への貸与条

件も緩和した。 

   不動産の一時貸付け取扱マニュアルの作成や事務手続きの簡素化を図り，本

学の公開ホームページへ掲載し，施設の一時貸付を推進し，平成 17 年度に比

べ９件（900千円）の増収となった。 
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４）余裕資金の管理運用による収入増 

 

担当理事のもとで，余裕資金の安全かつ効率的な管理運用計画を検討・作

成し，銀行への定期預金や政府短期証券，割引短期国債等の債券による短期・

長期運用を行った。 

 

（２） 経費の抑制に関する目標 

 

１）人件費の抑制 

 

  全学共通経費・人件費を一元管理し，人件費の抑制を図った。 

 

２）管理的経費の抑制 

 

管理的経費抑制の取組として，年間契約における複数年契約，一括契約等

の導入，定期刊行物，雑誌類の部数等の見直し，後発医薬品の採用促進や医

療材料の値引率の拡大，複写機については，１ 年契約を３年契約並びに一

括契約とする賃貸借・保守契約に変更するなどして経費の削減を図った。 

また，光熱水費の節減については，部局ごとの光熱水費の使用目標値を設

定して（附属病院を除く）文書及び学内ホームページ への掲載等による節

約要請や使用実績額の定期的な公表を行い，平成 17 年度は，対前年度比約

10％，平成18年度は対前年度3.8％の光熱水費の削減を行った。 

さらに，会議資料，通知文書等についてはペーパーレス化を推進した。 

 

（３） 資産の運用管理の改善に関する目標 

 

１）資産の効率的・効果的運用 

 

  ① 競争的研究資金を用いる研究・部局横断型の研究又は若手研究者による研

究のために工学部機械・電気工学研究棟，工学部管理棟の改修工事において，

全学的な共用研究室として，４室整備した。 

 

② 医学部の院生研究棟の実験室，実習室等の有効活用を図るため，共通スペ

ースとして，68室を確保し，そのうちプロジェクト研究スペースを12室確

保した。また，プロジェクト研究スペース等の利用要項を制定した。 

 

  ③ 学内施設・教室の有料貸与について公開ホームページで公開を行った結果，

平成18年度一時貸付を平成17年度と比較すると，件数・金額とも増になっ

た。 

    職員宿舎の入居率を高めるため職員宿舎貸与基準の緩和を実施し非常勤

職員（医員，研修医，日々雇用職員（コ・メディカル））へも宿舎を貸与し

た。 

 

④ 施設や設備等の計画的な改修・修繕・点検保守を基に予防保全を行いトー

タルコストの縮減を図った。 

現場調査結果に基づき不用な蒸気暖房を停止しコスト削減を行った。 

 

【平成19事業年度】 

 

（１） 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 

 

１） 外部資金の増加に向けた取組 

 

① 外部の競争的研究資金の獲得方策 

「学長裁量経費」において，公募目的にある「外部の競争的資金の獲得に積極

的に挑戦すること」をより一層重点化し，さらに，当該経費を配分した事業に

ついて，平成 19 年度から成果等の報告会を実施するなど，外部資金獲得のた

めの評価・検証等を行った。 

また，科学研究費補助金の採択を拡充するための支援事業を新設した。 

 「部局長裁量経費」については，配分に当たって，各部局における経費節減

の取組・大学改革の取組・外部資金獲得状況等についての評価項目の見直し

を行い，これらのインセンティブを反映させるなど着実に実施した。 

  イノベーション機構に産学官連携コーディネーター及び地域連携支援コ

ーディネーターを配置して関係機関との緊密な連携を図り学外への積極的

な情報発信が可能となる体制を整備するとともに，イノベーション機構のパ

ンフレットを作成して関係機関に配布した。 

 以上のような取組を通じ，外部の競争的資金については，前年度に比べ，件

数にして51件（約４％），金額にして714百万円（約81％）の増となり，科

学研究費補助金についても，平成 20 年度の申請・採択において，前年度に比

べ，申請率が約４％，獲得額が28百万円（約10％）増加し，顕著な成果が得

られた。 
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２）学生納付金収入の確実な確保 

 

① 休・退学者数の改善方策 

外部のソーシャルワーカーによる「キャンパスライフなんでも相談」体制

の整備等，学生生活に関する支援体制を強化した結果，休学者数は減少した。 

 

② 「授業料奨学融資制度」の適用拡大 

   「授業料奨学融資制度」の適用拡大（入学料，半額免除者の授業料及び休

学者の復学後の授業料にも適用拡大）を行い，学生生活の支援と学生納付金

収入の確保に努めた。 

 

  ③ コンビニ収納による収入確保 

入学検定料のコンビニ収納を導入した。（検定料振込先は，銀行，郵便局

のみであるが入学志願者の利便性の向上を図るため，コンビニ収納を追加し

た。） 

 

④ 「学生納付金収入の確保状況」にインセンティブの付与 

学生納付金収入の確実な確保を図るため，「授業料収入の確保状況」につ

いては「基盤教育経費」の配分に，「入学料・検定料収入の確保状況」に 

    ついては「部局長裁量経費」の配分にそれぞれインセンティブを反映した。 

以上のような改善策を講じた結果，休学者については減少傾向にある。 

 

３） 学内施設の有効活用による増収 

 

    自己財源による医学部附属病院内の集中治療部増床改修整備，寄附による

院内喫茶建物及び立体駐車場の整備を行うなど，患者サービスの向上を図る

とともに増収につながる環境の整備を図った。 

 

４） 余裕資金の管理運用による収入増 

 

   平成19年度資金繰計画に基づき，余裕資金の管理運用を着実に実施した。 

特に，本年度は，利息収入の増収策として，定期預金について，メインバ

ンク以外の銀行へも定期預金の運用を行い，債券による運用について，金利

等が有利で安全な金融商品として，地方債を新規に購入して運用などをした

結果，対前年度比，約20百万円の増収を図ることができた。 

 

（２） 経費の抑制に関する目標 

 

１） 管理的経費の抑制 

 

「事務連絡会議」の下に設置された「事務改善ワーキング」において，実施

事務量の削減及び事務処理の効率化を目指して策定した「業務改善実施計画

書」に基づき，派遣職員の活用や図書館業務においては，平成 19 年度より３

年計画で管理的業務以外の業務を外部委託し，図書館のサービス向上と外部委

託により生じた人員を他の部署に有効配置することとした。 

また，複写機保守の契約方法の変更により，約５百万円の管理的経費を削減

し，電話料の契約及びテレビ台数の見直しなどにより平成 20 年度以降の経費

削減につなげた。 

部局長等に対する文書による節電等の要請や，部局ごとの光熱水費の使用実

績の定期的な公表等により節減意識の醸成を行った。 

新たに，地下水利用を開始したことにより，前年度に比べ，約８％（約 11

百万円）の水道料の削減を行った。挾間キャンパスの使用開始が平成 19 年度

末であることから，平成20年度はさらなる効果が期待される。 

さらに，「いますぐできる節約５項目」を設定し，節電，節水，節ガス，コ

ピー縮減及びゴミ抑制に努めた。 

加えて，「事務改革会議」の下に設置した「経費削減プロジェクトチーム」

において，平成20年度以降の経費削減方策を決定した。 

 

（３） 資産の運用管理の改善に関する目標 

 

１） 資産の効率的・効果的運用 

 

新たな整備手法として，①自己財源による整備（老朽化が激しい大講義室棟の改

修，附属病院集中治療部増床改修），②助成金による整備（（財）21世紀職業財団

からの助成金による保育所の整備），③寄附による整備（附属病院内喫茶建物，同

立体駐車場）など，教育環境の改善，診療体制の充実・患者サービスの改善を行っ

た。とりわけ，寄附による整備２件（計194百万円相当）の特筆すべき成果が得ら

れた。 

  また，「財政調整資金」を新設し，男子学生寮の全面改修工事のうち，耐震補強

に約165百万円を措置することを決定した。 

その結果，当初計画を上回る早期実施（１年前倒し）を実現した。 
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併せて，「学長裁量経費」において，「設備マスタープラン」及び「学術情報基

盤整備計画」への適切な対応（コスト削減を図るため共同利用設備の整備を優先）

を図るため，新たに「教育研究診療設備整備支援プログラム」を創設するなど，総

額で50％増（50百万円）の拡大を図り，整備の充実を図った。  

 

２．共通事項に係る取組状況 

 

【平成16～18事業年度】 

 

（１） 財務内容の改善･充実が図られているか。 

 

 １） 経費の節減に向けた取組状況 

 

 ① 人件費の抑制 

  全学共通経費・人件費を一元管理し，人件費の抑制を図った。 

 

  ② 管理的経費の抑制 

管理的経費の使用実績に係るインセンティブを付加した予算配分の実施 

年間契約における複数年契約，一括契約を導入した。 

複写機は，１年契約を３年契約並びに一括契約とする賃貸借・保守契約に

変更した。 

定期刊行物，雑誌類の部数等の見直しを行った。 

後発医薬品の採用促進や医療材料の値引き率を拡大した。 

公用車の所有台数の見直しを行った。 

光熱水費は，部局ごとの使用目標値の設定や使用実績の公表等で節減意識

の涵養を図った。 

 

２）自己収入の増加に向けた取組状況 

 

 ① 外部資金の増加に向けた取組 

学長のリーダーシップの下に「外部資金の獲得拡大方策検討ワーキンググ

ループ」を設置した。平成18年度受入額は平成17年度と比較し，受託研究

17％，共同研究81％，寄附金11％の増となった。 

「科学研究費補助金戦略プロジェクト」を設置した（科学研究費補助金の

申請率・採択率の改善方策を設定し実施した結果，平成 19 年度の申請率は

約85％で平成18年度と比較し約７％向上した。 

学長裁量経費において，「外部の競争的資金の獲得に積極的に挑戦する」

ことを目的に掲げ，新たに「教育改革拠点形成支援プログラム」「研究推進

拠点形成支援プログラム」「若手研究者萌芽研究支援プログラム」「社会連 

携推進プログラム」を設定した。その４つのプログラム戦略に適合する事業

に公募対象を重点化することとし，特に，教育研究関係プログラムについて

は，外部の競争的資金の獲得に繋がる取組を重点的に支援することとし，申

請者は「過去２年間（平成 16，17 年度連続）の科学研究費補助金申請者」

に限定した。 

以上のような取組を通じ，外部の競争的資金の獲得については，平成 15

年度と平成18年度を比較した場合，件数にして112件（約11％），金額にし

て178百万円（約25％）の増加が図られた。また，科学研究費補助金につい

ても，平成16年度と平成19年度を比較した場合，申請率において約14％，

獲得額において87百万円（約46％）の増加を達成した。 

 

  ② 学生納付金収入の確実な確保 

休学者及び退学者の減少対策として，ソーシャルワーカーが担当する「な

んでも相談キャンパス・カフェ」（現「キャンパスライフなんでも相談室」）

を実施するとともに，指導教員の手引書として「教員ハンドブック」を作成

した。 

学生納付金収入の確実な確保を図るため，授業料収入の確保状況について

は，「基盤教育経費」の配分に，入学料・検定料収入の確保状況については，

「部局長裁量経費」の配分にそれぞれ反映した。 

学生生活の支援と学生納付金収入の確保するため「授業料奨学融資制度」

を創設し融資対象に「入学料」を加え拡大するとともに，半額免除者及び休

学後の復学者の授業料に対する融資についても拡大した。 

 

③ 学内施設の有効活用による増収 

    資産の効率的・効果的運用を図るため，学内施設を有効活用し，宿舎の空

室情報等を学内ホームページに公開，宿舎貸与基準の緩和を行い非常勤職員

（医員，研修医，日々雇用職員）への貸与を可能とした。また，看護師への

貸与条件も緩和した。 

    不動産の一時貸付け取扱マニュアルの作成や事務手続きの簡素化を図り，

本学の公開ホームページへ掲載し，施設の一時貸付を推進し，平成 17 年度

に比べ９件（900千円）の増収となった。 

 

④ 余裕資金の運用による収入増 

担当理事のもとで，余裕資金の安全かつ効率的な運用計画を検討・作成し，

銀行への定期預金や政府短期証券，割引短期国債等の債券による短期・長期

運用を行った。 
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３） 財務情報に基づく取組実績の分析 

 

国立大学法人評価委員会から例示された財務指標を基に，全国立大学法人

の平均や，本学とほぼ同規模となる大学との比較を行うなどの分析を行って

おり，特に外部資金比率については課題があり，このことを踏まえ，平成

18 年度の学長裁量経費においては，配分ポリシーや選定プロセスを全面的

に見直し，外部資金の獲得に積極的に挑戦する経費とした。 

また，部局長裁量経費についても外部資金獲得への取組状況を反映した配

分を行った結果，平成18年度の外部資金比率は平成17年度に比べ0.3ポイ

ント上昇した。 

 

（２） 人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定

等を通じて，人件費削減に向けた取組が行われているか。 

 

１） 中期計画において設定された人件費削減目標値の達成に向けた人件費削減

の取組状況 

 

中期目標期間中の財政収支の見通し，財政運営の健全性を確保するための

対応策を明らかにし，資金・施設・教職員という諸資源の効率的・効果的な

活用を図りながら，魅力ある教育研究，活力ある大学運営等を実現するため，

「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月閣議決定）において示された「総

人件費改革の実行計画」を踏まえた人件費シミュレーションを含む「中期財

政計画」を策定した。 

 

（３） 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

 

「Ⅰ業務運営の改善及び効率化に関する特記事項」「（10）従前の業務実績

の評価結果について運営に活用しているか。」（P73）参照 

 

【平成19事業年度】 

 

（１） 財務内容の改善･充実が図られているか。 

 

 １） 経費の節減に向けた取組状況 

 

  ① 管理的経費の抑制 

「事務連絡会議」の下に設置された「事務改善ワーキング」において，実

施事務量の削減及び事務処理の効率化を目指して策定した「業務改善実施計

画書」に基づき，派遣職員の活用や図書館業務においては，平成 19 年度よ

り3年計画で管理的業務以外の業務を外部委託し，図書館のサービス向上と

外部委託により生じた人員を他の部署に有効配置することとした。 

また，複写機保守の契約方法の変更により，約５百万円の管理的経費を削

減し，電話料の契約及びテレビ台数の見直しなどにより 20 年度以降の経費

削減につなげた。 

部局長等に対する文書による節電等の要請や，部局ごとの光熱水費の使用

実績の定期的な公表等により節減意識の醸成を行った。 

新たに，地下水利用を開始したことにより，前年度に比べ，約８％（約11

百万円）の水道料の削減を行った。挾間キャンパスの使用開始が平成 19 年

度末であることから，平成20年度はさらなる効果が期待される。 

さらに，「いますぐできる節約５項目」を設定し，節電，節水，節ガス，

コピー縮減及びゴミ抑制に努めた。 

加えて，「事務改革会議」の下に設置した「経費削減プロジェクトチーム」

において，平成20年度以降の経費削減方策を決定した。 

 

② 光熱水費の抑制 

旦野原，挾間の両キャンパスで新たに地下水の利用を開始したことに伴い，

水道料は前年度に比べ，約８％（約11百万円）の削減となった。挾間地区の

開始が年度末であることから，平成20年度は更なる効果が期待できる。 

 

２） 自己収入の増加に向けた取組状況 

 

① 外部資金の増加に向けた取組 

公募目的にある「外部の競争的資金の獲得に積極的に挑戦すること」をより

一層重点化し，さらに，当該経費を配分した事業について，平成 19 年度から

成果等の報告会を実施するなど，外部資金獲得のための評価・検証等を行った。 

  また，公募以外に「学長が直接実施を指示する事業」として，科学研究

費補助金の採択実績向上を図るための，支援制度を新設した。 

以上ような取組を通じ，外部の競争的資金については，前年度に比べ，件

数にして51件（約４％），金額にして714百万円（約81％）の増となり，

科学研究費補助金についても，平成 20 年度の申請・採択において，前年度

に比べ，申請率が約４％，獲得額が28百万円（約10％）増加し，顕著な成

果が得られた。 
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 ② 学生納付金収入の確実な確保 

 

ア 休・退学者数の改善方策 

外部のソーシャルワーカーによる「キャンパスライフなんでも相談」体

制の整備等，学生生活に関する支援体制を強化した結果，休学者数は減少

した。 

 

イ 「授業料奨学融資制度」の適用拡大 

    「授業料奨学融資制度」の適用拡大（入学料，半額免除者の授業料及び

休学者の復学後の授業料にも適用拡大）を行い，学生生活の支援と学生納

付金収入の確保に努めた。 

 

   ウ コンビニ収納による収入確保 

入学検定料のコンビニ収納を導入した。（検定料振込先は，銀行，郵便

局のみであるが入学志願者の利便性の向上を図るため，コンビニ収納を追

加した。） 

 

エ 「学生納付金収入の確保状況」にインセンティブの付与 

学生納付金収入の確実な確保を図るため，「授業料収入の確保状況」に

ついては「基盤教育経費」の配分に，「入学料・検定料収入の確保状況」

については「部局長裁量経費」の配分にそれぞれインセンティブを反映し

た。 

以上のような改善策を講じた結果，休学者については減少傾向にある。 

 

③ 学内施設の有効活用による増収 

自己財源による医学部附属病院内の集中治療部増床改修整備，寄附によ 

る院内喫茶建物及び立体駐車場の整備を行うなど，患者サービスの向上を図

るとともに増収につながる環境の整備を図った。 

 

④ 余裕資金の管理運用による収入増 

平成19年度資金繰計画に基づき，余裕資金の管理運用を着実に実施した。 

特に，本年度は，利息収入の増収策として，定期預金について，メインバ

ンク以外の銀行へも定期預金の運用を行い，債券による運用について，金利

等が有利で安全な金融商品として，地方債を新規に購入して運用などをした

結果，対前年度比，約20百万円の増収を図ることができた。 

 

３） 財務情報に基づく取組実績の分析 

 

平成 18 年度財務諸表等の分析結果を踏まえ，学長裁量経費に科学研究費

補助金の採択実績向上のための支援制度を新設するなど，引き続き外部資金

獲得のための取組を行った。 

 

（２） 人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策

定等を通じて，人件費削減に向けた取組が行われているか。 

 

１） 中期計画において設定された人件費削減目標値の達成に向けた人件費削

減の取組状況 

 

① 本学の「財政運営の基本指針」（中期財政計画）に則り，財政の健全化を

図るとともに財政基盤の充実強化を図っている。 

さらに，この「財政運営の基本指針」（中期財政計画）（平成 17 年度

策定）については，これまで平成 21 年度までの計画であったものを平成

23年度までの期間に拡大し，この期間を見据えた計画に改訂した。 

 

 ② 新たな給与システムを導入したことにより，精度の高いデータ作成が可

能となり，適切かつ効率的な人件費管理を推進した。 

さらに，人件費の総額一括管理方式の検証を行い，，診療収入に連動す

る医員，看護師の人件費については，より弾力的かつ効果的な病院経営を

実現する観点から，附属病院において管理・執行する方式に改善した。 

 

（３） 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

 

「Ⅰ業務運営の改善及び効率化に関する特記事項」「（10）従前の業務実

績の評価結果について運営に活用しているか。」（P73）参照 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(3) 自己点検・評価及び情報提供 

① 評価の充実に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

○ 評価体制を点検し，必要に応じて見直しを行い，全学的に教育研究システムのデータベース化を早急に進めるとともに，自己点検・評価及び第三者評価を実施

し，評価結果を大学運営の改善に十分に反映させる。 

 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ウェイト 

中期計画 平成19年度計画 
中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○ 自己点検・評価の改善に関

する具体的方策 

     

【205】 

自己点検・評価及び外部評価

等に係る全学的な評価委員会

を設置し，毎年度，年度計画に

係る自己点検評価を実施する

とともに，改善事項と改善方策

を検討してこれを的確にフィ

ードバックするシステムも整

備する。 

 

 

Ⅲ

（平成16～18年度の実施状況概略） 

平成16年度に全学的評価組織として「評価

委員会」を設置し，全学の自己評価や職員評

価，法人評価や認証評価等といった各種評価

の実施手順や評価結果のフィードバック方法

等を定めた「評価実施要項」を策定した。 

平成 17 年度には，平成 16 年度に実施した

自己評価作業や認証評価に係る学内調査作業

を踏まえ，各種評価に係る委員会等，評価体

制を見直した。 

平成 18 年度には，平成 17 年度に実施した自

己評価の結果を公表することにより，学内外の

意見を改善に反映させるとともに，職員評価の

試行を実施し，従来個別に定められていた評価

自己評価等の評価結果を継

続して公表し，学内外からの

意見を収集するとともに，評

価結果及び収集した意見をフ

ィードバックするシステムに

ついて，引き続き検証し，必

要に応じて改善する。 
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実施要項を一本化した。 

 

【205】 

全学の自己評価結果に基づく，外部評価

を実施するとともに，評価結果の法人運営

へのフィードバックシステムの整備を図

る。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【205】 

外部評価を実施するとともに，学内外からの

意見の収集を行うため，評価結果を公表した。

また，評価結果を学長に報告することにより，

法人運営に活用するシステムを整備した。 

 

  

○ 評価結果を大学運営の改善

に活用するための具体的方策 

     

【206】 

評価委員会で評価結果を全

学構成員及び学外へ公表する

システムを整備し，大学運営の

改善と改革の遂行に活用する。 

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

教員の業績評価に係る項目，データを平成16

年度に確定し，平成15年度分データの収集を開

始した。 

  また，平成17年度には，評価委員会において，

教員及び事務職員等評価の目的，項目，基準，

結果の公表方法，改善のための活用方法，意見

聴取方法等を定めた「評価実施要項」（案）を作

成するとともに，認証評価の結果の公表方法等

を定めた「認証評価実施要項」を策定した。 

  また，法人評価，自己評価の結果については，

主要会議や公開ホームページを通じ学内外へ公

表した。 

  平成18年度には，経営協議会学外委員から，

愛校心の涵養など，本学に対する在学生や卒業

生の帰属意識を高める必要性について指摘がな

されたことを踏まえ，「大学学歌」を作成すると

ともに，同窓会との交流を活発に行い，在学生

のキャリア開発，就職支援のために，卒業生（修

了生）に自らの体験に基づく助言，情報提供，

個別相談などを行ってもらう「キャリアサポー

評価結果に対する学内外か

らの意見について，引き続き

検証し改善する。 
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ター制度」を創設した。 

 

【206】 

評価結果に対する学内外からの意見を

更に多方面から得ることに努め，学長室で

大学運営の改善に活用する。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【206】 

学外の多方面からの意見を得るため， 6名の

学外有識者による外部評価を実施し，得られた

意見等を学長室において検討し，大学運営の改

善に反映することとした。 

 

  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

  本学が実施する全ての評価に係る実施手順等

をとりまとめ，「大分大学評価実施要項」として

制定するとともに，評価体制については，公開

ホームページを通じ社会に公表した。 

  また，評価結果についても，公開ホームペー

ジを通じ公表するとともに，得られた意見等に

ついては，学長室を経由して各理事室へフィー

ドバックした。 

 

  【207】 

本学の評価体制と評価の実

施状況を学内外に公表し，次期

の中期目標・計画の策定，教育

研究活動，業務運営の改善に反

映するフィードバックシステ

ムを構築する。 

 

【207】 

各種評価結果を次期中期目標・中期計画

や教育研究及び業務運営に反映させるフ

ィードバックシステムを整備する。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【207】 

  前年度の自己評価において挙げられた改善す

べき点を，各理事室へフィードバックするとと

もに，今年度実施した自己評価において，改善

が行われたかについて検証した。 

  経営協議会において，学外委員から，法人評

価の結果に対する意見を収集し，学長の指示に

基づき，各理事室において改善を行った。 

  また，第２期中期目標・中期計画の策定に向

けた体制として，将来計画会議の下に，「第２期

中期目標・中期計画策定専門部会」を設置する

とともに，第１期中期目標期間の評価を担当す

将来計画会議において，第

１期中期目標期間の評価結果

を踏まえた第２期中期目標・

中期計画を策定する。 
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る「中期評価専門委員会」との連携を強化する

ことにより，第１期中期目標期間の評価結果を

第２期中期目標・中期計画へ反映する体制を整

備し，策定作業に着手した。 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

 評価委員会において策定した「教員評価に関

する指針」，「教員評価実施要項」，「教員評価を

実施する際の実施手順」等に基づき，部局ごと

に教員評価の試行を実施した。 

また，「評価部門会議」において，評価結果の

活用方策を検討し，資源配分や表彰制度の活用

など，反映項目や方法等の整理を行った。 

 

  【208】 

  評価結果については，経営

協議会等で資源配分の算定に

活用することを検討する。 

【208】 

教員の教育，研究，社会貢献，管理運営

及び診療などの教員評価システムによる

評価結果に基づく資源配分方策として考

えられる方策について，シミュレーション

を行う。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【208】 

  平成18年度に実施した教員評価の試行結果を

基に，評価項目の見直しを行うとともに，既に

学長裁量経費の配分に反映させている「科学研

究費補助金への申請状況」を共通項目とするな

ど，評価結果に基づく資源配分方法について，

シミュレーションを実施した。 

 

平成19年度に実施したシミ

ュレーションを踏まえ，資源

配分に活用することを前提と

した評価項目の精査を行う。 

  

 

  

 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(3) 自己点検・評価及び情報提供 

② 情報公開等の推進に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

○ 「開かれた大学」づくりの一環として，広報体制の一層の充実を図るとともに，情報公開をさらに推進し，改善する。 

○ 大学としての公式ホームページの充実推進を図る。 

 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ウェイト 

中期計画 平成19年度計画 
中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○ 大学情報の積極的な公開・

提供及び広報に関する具体的方

策 

     

【209】 

広報委員会を中心に本学の

組織や財務，行事，図書，教育，

研究活動を，印刷物，公式ホー

ムページ，広報センターで公

開，提供し，国内外との学術情

報の連携，交流を促進する。

 

 

Ⅳ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

大学情報を社会に対し積極的に発信するた

め，「大分大学インフォメーションコーナー」を

大分県内12か所に開設した。 

国立情報学研究所の「次世代学術コンテンツ

基盤共同構築事業」（CSI委託事業）に採択され，

「大分大学学術情報リポジトリサーバ」を構築

し，電子図書館に搭載した紀要類，博士論文及

び戦前期資料をサーバに登録した。 

学術情報部門会議において，大分大学学術情

報リポジトリの運営指針案，専門部会案を審議

した。 

学長記者会見の月例開催を開始し，本学の教

  公開ホームページについて

は，学内紀要類・学術雑誌掲

載論文や博士論文等の学内研

究者の研究成果の収集登録を

継続し，コンテンツの充実に

努めるとともに，英語版の充

実を図る。 

また，大学概要とは別に，

業務報告書を作成・公表し，

本学の教育・研究活動を広く

社会に公表する。 
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育・研究等の情報を積極的にマスコミに提供し

た。 

広報委員会において「広報に関わる印刷物の

全学的な基本的考え方，統一基準」を作成し，

重複する印刷物の統合等を行った。 

広報委員会・ホームページ専門委員会で，公

開ホームページの全学的な構想，統一基準（大

分大学公開ホームページの運用基準）を策定す

るとともに，平成 18 年度にターゲット別ホー

ムページに改定した。 

また，国際教育研究センターのホームページ

には，英語版に加えて中国語版・韓国語版を追

加した。 

 

【209-1】 

大分大学学術情報リポジトリを公開し，

本サービスを開始する。 

 
Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【209-1】 

国立情報学研究所の「次世代学術コンテンツ

基盤共同構築事業」（CSI委託事業）に引き続き

採択され事業を継続するとともに，大分大学学

術情報リポジトリの運用指針を制定し，サービ

スを開始した。 

 

 

【209-2】 

  印刷物をデジタルパンフレット化し，公

開ホームページ上に掲載する等，印刷物の

一層の充実を図る。 

 
Ⅳ

（平成19年度の実施状況） 

【209-2】 

当初計画していた「大学概要」「受験生向け大

学案内」「広報誌」のほかに，「医学部・附属病

院概要」及び「財務報告書」のデジタルパンフ

レット化を実施し，公開ホームページを通じ公

表する等，印刷物の充実を図った。 

さらに，「学長と語ろう」の会（学長と高校生

の座談会）や，学生の放送部が製作した動画を

ホームページ上のコンテンツに追加するなど，
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大学情報の積極的な公開を推進した。これによ

って，大学情報の発信に学生の力を取り入れ，

学生と大学の協力体制を構築した。 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

広報誌の作成に当たっては，デザイン会社や

学生を構成員とする「広報誌編集局」を平成18

年度に設置し，学外者の意見を取り入れる仕組

みを構築した。 

また，ホームページについては，平成17年度

に，日経BPコンサルティングにユーザビリティ

調査を依頼し，利用者の利便性を向上させるた

めに，トップページから，ターゲット別のコン

テンツにリンクを張るべきとの調査結果を得

て，平成19年度にリニューアルする公開ホーム

ページに反映させた。 

 

  【210】 

  大学情報については，広報

委員会は評価体制を改善する

委員会と連携し，外部有識者

の意見も取り入れ，公開シス

テムの見直しを行う。 

【210】 

「大分大学の広報ポリシー」を策定し，

公開システム等の見直しを行う。 

Ⅳ

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【210】 

広報戦略の指針として「大分大学の広報ポリ

シー」を策定し，ポリシーに則って公開システ

ム等の見直しを行い，①公開ホームページに学

生団体 B-net のホームページへのリンクを張っ

た，②九州・山口地域及び地元新聞にＰＲ広告

を掲載し，本学の取組を地域社会に紹介した，

③ホームページを未開設であった「イノベーシ

ョン機構」「保健管理センター」のホームページ

を開設した。 

特に，地域において責任ある組織であること

を明らかにするために，広報ポリシーにおいて，

いわゆる負の情報についても躊躇することなく

公開する旨を明記し，タイムリーに記者会見を

策定した「広報ポリシー」

について検証し，必要に応じ

て改善する。 
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行った。 

 

ウェイト小計    

ウェイト合計   
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(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等 

 

１．特記事項 

 

【平成16～18事業年度】 

 

 （１）評価の充実に関する目標 

 

  １） 評価体制の充実 

 

① 全学の評価を実施する体制として，学長の下に設置した評価委員会を独

立した学長直属の機関として改編するとともに，その下に各専門委員会及

び評価情報分析室，学部の評価組織を設置した。 

 

② 平成 18 年度に実施した運営体制の変更にともない，評価体制の見直し

を行い，評価を所掌する総務担当理事の下に評価部門会議を設置し職員評

価専門委員会及び法人評価専門委員会を集約した。 

また，学長の下に新たに評価担当の学長補佐を設置し，自己評価及び認

証評価を所掌するとともに，既存の自己評価専門委員会及び認証評価専門

委員会の委員長とすることで評価体制を充実させた。 

    

  ２） 評価の実施等 

 

① 本学において実施する各種評価（自己評価，職員評価，認証評価，法人

評価，外部評価，各部局等評価）について，各実施要項（案）を策定する

とともに，平成 18 年度には見直しを行い，全ての実施要項を取りまとめ

「大分大学評価実施要項」として策定した。 

 

   ② 全学の自己評価については，平成 16 年度より毎年度実施し，公開ホー

ムページを通じて広く学内外に公表するとともに，評価結果や学内外から

の寄せられる提言等については，学長室会議等を活用して運営の改善を図

るフィードバックシステムを構築した。 

     また，平成 17 年度には，自己評価書作成の目的等を明確にした上で，

大幅な自己評価項目の見直しを行うとともに，基本となる雛型を作成し評

価作業の負担を軽減した。 

 

   ③ 職員評価については，策定した実施要項に基づき，大学教員，附属学校 

 

 

 

教員，事務職員等の３つの職種ごとに試行した。 

 

④ 認証評価については，認証評価専門委員会を中心として受審時期の検討

を進め，平成 20 年度の受審を決定するとともに，教育研究に係る状況に

ついて学内調査を実施した上で，平成 17 年度データに基づき，報告書原

案を作成した。 

 

   ⑤ 法人評価については，業務の実績に関する報告書を毎年度作成し，国立

大学法人評価委員会に報告するとともに，評価結果については運営の改善

に活用した。 

 

   ⑥ 外部評価については，評価委員会において既に実施している部局単位の

外部評価について検証するとともに，他大学等の情報を収集する等，全学

の外部評価の実施方法について検討を開始した。 

 

【平成19事業年度】 

 

 （１）評価の充実に関する目標 

 

  １） 評価体制の充実 

 

   ① 全学の外部評価の実施に向けて，所掌を既存の評価部門会議とした上で，

外部評価項目を考慮し，法人の教育・研究その他の活動に造詣の深い学外

の有識者から，外部評価者を選出し，外部評価体制を整備した。 

 

② 中期目標期間評価の実施に向けて，評価委員会の下に総務担当理事を委

員長とする中期目標期間評価専門委員会を新設するとともに，学内の評価

体制を検証し，各部局における教育研究の現況調査表作成を担当する組織

を設置するなど，評価体制の充実を図った。 

 

２） 評価の実施等 

 

① 全学の自己評価については，平成 18 年度自己評価書を作成して，公開

ホームページを通じて広く学内外に公表した。 
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② 職員評価については，平成 18 年度に実施した大学教員評価，附属学校

教員評価及び事務職員等評価の試行結果による検証に基づき，評価項目や

基準の見直しを行い，本実施した。 

  また，事務職員等評価において，評価結果を活用した人事考課の試行を

実施した。 

 

③ 認証評価については，中期目標期間評価と受審時期が重なるため，受審

時期を再度検討し，平成 21 年度に受審すること，選択的評価事項である

「研究活動の状況」は，受審しないことを機関決定した。 

  また，前年度作成した報告書原案について，平成 18 年度データに基づ

き修正案を作成した。 

 

④ 法人評価については，中期目標期間評価専門委員会を中心として，理事

室及び各学部・研究科等と連携して，報告書の原案の作成，資料の収集を

進めた。 

 

⑤ 外部評価については，教育研究に関する評価項目を設定した上で自己評

価書を作成し，それに基づき実施した。なお，外部評価結果については，

定例学長記者会見や公開ホームページなどにおいて学内外に公表すると

ともに，学長室会議等に報告し，今後の大学運営に反映することとした。 

 

２．共通事項に係る取組状況 

 

【平成16～18事業年度】 

 

（１） 情報公開の促進が図られているか。 

 

 １） 情報発信に向けた取組状況 

 

「大分大学インフォメーション」コーナーを大分市情報センター「ネット

ピアッツァ」，大分銀行，豊和銀行の本店，支店，附属病院ロビー，JR 大分

大学前駅等12箇所に開設した。 

総合情報処理センターの協力により図書館既存のサーバを使用して機関

リポジトリの構築を試行した。 

国立情報学研究所の「次世代学術コンテンツ基盤共同構築事業」（CSI委託

事業）に採択され，「大分大学学術情報リポジトリサーバ」を構築し，それ

までに電子図書館に搭載した紀要類，博士論文及び戦前期資料をサーバに登

録した。 

学術情報部門会議で大分大学学術情報リポジトリの運営指針案，専門部会

案を審議した。 

学長定例記者会見を毎月開催し，本学の教育・研究等の情報を積極的にマ

スコミに提供したことにより，本学の記事が平成 17 年度/16 年度比で 18％

アップ，平成18年度/16年度比では，25％アップと飛躍的に向上した。 

広報委員会で「広報に関わる印刷物の全学的な基本的考え方，統一基準」

を作成し，本学で作成している広報印刷物の調査を行い，重複する印刷物の

統合や公開ホームページ掲載への移行について検討を行い，図書館本館と医

学部分館概要を統合する等した。 

広報のための印刷物に統一性を持たせるため，コーポレートカラーに黄色

と青を選定した。 

広報誌をデジタル・パンフレットにしてホームページに掲載するため，サ

ンプル版を作成し関係者の意見聴取を行った。 

ホームページ専門委員会で，公開ホームページの全学的な構想，統一基準

（大分大学公開ホームページの運用基準）を示すとともに，平成 18 年度に

暫定のターゲット別ホームページに改定した。 

国際教育研究センターのホームページには，英語版に加えて中国語版・韓

国語版を追加したほか，公開ホームページに受験生向け大学紹介の動画コン

テンツを作成し学生が運営する学生向けサイトとの相互リンクを設けるな

ど，ホームページを充実させた。 

広報誌の編集体制を会議制から「編集局制」に変えて，構成員に学生の代

表や学外有識者を加えることにより広報誌の高校生や社会一般に対する遡

及力が高まった。 

 

（２） 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

 

    「Ⅰ業務運営の改善及び効率化に関する特記事項」「（10）従前の業務実績

の評価結果について運営に活用しているか。」（P73）参照 

 

【平成19事業年度】 

 

（１） 情報公開の促進が図られているか。 

 

 １） 情報発信に向けた取組状況 

 

本学の今後の広報戦略の指針となる「大分大学の広報ポリシー」を制定し

たほか，各部課の広報担当者を集めて「広報担当者連絡会」を開催して，情

報の共有化等について高い意識を持つよう啓発した。 
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大学から効果的に情報発信するため，ホームページをターゲット別に情報

検索をしやすい構成として，全面リニューアルしたほか，「研究者の受賞情

報」のページを新たに公開した。 

「大学概要」「受験生向け大学案内」「広報誌」「医学部・附属病院概要」「財

務報告書」をデジタルパンフレット化してホームページ上に公開し，大学情

報が見やすくなるよう工夫した。 

教育・研究・社会連携に関して大分大学の活動等を紹介する新聞広告を3

回に亘って実施した。 

県内の進学校20校に大分大学インフォメーションコーナーを設置し，広報

誌等を配架した。 

「学長と語ろう」の会（学長と高校生の座談会）や学生の放送部が製作し

た動画をホームページ上のコンテンツに追加するなど，大学情報の積極的な

公開を推進した。これによって，大学情報の発信に学生の力を取り入れ，学

生と大学の協力体制を構築した。 

平成18年度に引き続きCSI委託事業を継続し，学内で学術リポジトリの説

明会を実施してリポジトリの周知に努めた。運営指針を制定し大分大学学術

情報リポジトリを正式公開し，大分大学の教育・研究成果を学外へ発信して

いく本サービスを開始した。 

大学情報については，地域において責任ある組織であることを明らかにす

るために，広報ポリシーにおいて，いわゆる負の情報についても躊躇するこ

となく公開する旨を明記し，タイムリーに記者会見を行った。 

 

（２） 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

 

    「Ⅰ業務運営の改善及び効率化に関する特記事項」「（10）従前の業務実績

の評価結果について運営に活用しているか。」（P73）参照 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(4) その他業務運営に関する重要事項 

① 施設設備の整備・活用等に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

○ 施設設備の整備・利用状況等を点検し，分野の特性に応じたスペース管理を図るとともに，施設整備に関する長期的な構想を策定し，計画的な施設設備の整備

を行う。 

○ 施設設備の機能の向上と保全及び安全性の確保を図り，適切な施設設備の維持管理に努める。 

○ 施設等の整備・管理に当たっては，ユニバーサルデザイン，環境保全などの社会的ニーズに充分に配慮し，豊かで社会に開かれたキャンパスづくりの推進に努

める。 

 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ウェイト 

中期計画 平成19年度計画 
中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○ 施設等の整備に関する具体

的方策 

     

【211】 

各分野の教育・研究・診療等

の特性に応じた弾力的な施設

設備の有効活用及び環境整備

の充実を図るため，施設整備委

員会で全学的な既存施設の点

検再調査を実施し，経営協議会

等で施設マネジメントシステ

ムを構築する。 

 

 

Ⅲ

（平成16～18年度の実施状況概略） 

  「施設マネジメント」は，「クオリティマネジ

メント」，「スペースマネジメント」，「コストマ

ネジメント」から構成されているが，このうち，

「クオリティマネジメント」として，「建物の耐

震改修計画」，「設備等維持管理計画等」を策定

した。「スペースマネジメント」として，既存施

設の有効利用，効率的運用を行うためのアンケ

ート調査や現地確認調査を実施し「施設の有効

利用調査」をまとめた。「コストマネジメント」

として，計画的な改修・修繕・点検保守を基に

予防保全を行いトータルコストの縮減を図っ

た。 

  また，学長のリーダーシップの下，「施設整備

委員会」を核として，全学的・効果的な施設マ

 

（平成19年度完了） 
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ネジメント推進体制を整備した。 

 

【211】 

平成17年度に実施済のため平成19年度

は年度計画なし 

 

（平成19年度の実施状況） 

【211】 

「施設マネジメント計画」に基づき，耐震・

老朽対策及び共有スペースの確保等を目的とし

て，教育福祉科学部人文実験研究管理室棟，経

済学部管理研究室棟改修工事を行った。 

また，旦野原キャンパスの老朽化した主受配

電設備を改修し，電気の安定供給と省エネルギ

ー対策を図った。 

さらに，施設の有効利用調査を実施し，評価

に基づき，施設利用の改善が必要と判断した箇

所については改善勧告を行うなど，施設の有効

活用を推進した。 

 

  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

大学施設の安全安心な教育研究環境への再

生，病院再開発整備，インフラ機能の改善整備

を基本方針とした「中長期施設整備構想」を平

成17年度に策定し，工学部の機械・電気工学研

究棟，工学部管理棟の改修工事を行った。 

また，「附属病院再開発委員会」の下に再開

発ワーキングを設置し，月２回のペースで会議

を開催し，基本コンセプトの再検討やゾーニン

グ計画の見直しを行った。 

 

  【212】 

  経営協議会等で大学の施設

等整備の長期構想を策定し，

計画的な施設等整備の推進に

努める。 

【212】 

「中長期施設整備構想」（平成１７年度

策定）に基づき，耐震補強を中心とする施

設整備等の推進に努めるとともに，附属病

院の再整備計画に取り組む。 

Ⅳ

Ⅳ

 （平成19年度の実施状況） 

【212】 

本学「中長期施設整備構想」に基づき，着実

に校舎等の耐震補強（教育福祉科学部人文実験

研究管理室棟・経済学部管理研究室棟，大学体

「中長期施設整備構想」に

基づき，校舎耐震改修，男子

寮改修及び附属病院の再整備

を開始する。 
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 育館，附属中学校体育館）を実施した。 

  また，附属病院再整備計画については，平成

21年度概算要求に向けて，詳細な整備計画，資

金計画（償還計画）の策定を行った。 

  さらに，耐震補強においては，「財政調整資

金」を新設し，男子学生寮の耐震補強に約 165

百万円を措置することを決定した。その結果，

当初計画を上回る早期実施（１年前倒し）が実

現した。 

 

○ 施設等の機能保全及び維持

管理に関する具体的方策 

     

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

施設等の機能保全及び維持管理を図るための

「施設・設備等維持管理計画」を平成17年度に

策定し，建物の長寿命化に努めた。 

また，主要３キャンパスの建物外部及び共通

部分の老朽度・緊急修繕度を調査するための施

設パトロールを実施し，結果を学内ホームペー

ジを通じ公表した。 

 

  【213】 

  施設を長期にわたり活用す

るために，施設整備委員会で

具体的なプリメンテナンス計

画を立案し，潜在するリスク

に対応する。また，老朽化対

策，施設の安全性，信頼性の

確保に努める。 

 

【213】 

「施設・設備等維持管理計画」（プリメ

ンテナンス計画を含む。）及び施設パトロ

ール結果に基づき優先順位を決定し，老朽

対応，安全確保の改修等を順次実施する。

 

Ⅲ

Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【213】 

「施設・設備等維持管理計画」（プリメンテナ

ンス計画を含む。）及び施設パトロールの結果に

基づき，教養教育西側側溝清掃，旦野原キャン

パス福利食堂棟の階段改修・教養教育棟屋外手

すりの改修，第一駐車場の区画線引き直し，女

子寮前道路の徐行喚起標識・路上ラインの整備，

医学部基礎臨床研究棟の防水補修，附属学校窯

芸室の側溝改修を行い，施設の老朽対応，安全

性確保のための改修を行った。 

「施設・設備等維持管理計画」

及び施設パトロール結果に基

づき整備を行い，施設の安全

性，信頼性の確保をする。 
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また，建物の屋外環境保全管理を行うため，

施設パトロールを継続して実施し，老朽度，緊

急度についての「施設パトロール結果のまとめ」

を作成した。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

  安全安心な教育研究環境再生の観点から，未

実施建物に係る耐震診断結果に基づき，耐震性

能が劣る建物について，「耐震改修計画」を平成

16年度に策定し，計画に基づき耐震改修を実施

した。 

 

  【214】 

  施設整備委員会で耐震診断

結果に基づく耐震改修計画を

策定し推進する。 

【214】 

「耐震改修計画」（平成１６年度策定）

に基づき,教育福祉科学部人文実験研究管

理棟，経済学部管理研究室棟，体育館等の

耐震・老朽改修を実施する。 

 

Ⅲ

Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【214】 

「耐震改修計画」に基づき,教育福祉科学部人

文実験研究管理棟，経済学部管理研究室棟，大

学体育館，附属中学校体育館の耐震・老朽改修

を行った。 

 

「耐震改修計画」に基づき，

引き続き耐震改修を実施す

る。 

 

  

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

「エネルギー供給等設備改修計画」を平成17

年度に策定し，インフラストラクチャー各設備

の点検・整備を実施した。 

また，工学部各棟に供給する電気室の改修を

行い，電力の安定的な供給に努めた。 

さらに，附属養護学校管理特別室棟の赤水問

題を解決するため，給水管改修を行った。  

 

  【215】 

  施設整備委員会でインフラ

ストラクチャーの点検・整備

充実に努め，安全で安定的な

エネルギー供給を行う。 

【215】 

「施設・設備等維持管理計画」（エネル

ギー供給等の改善計画を含む。）に基づき，

インフラストラクチャーの点検・維持に努

Ⅲ

Ⅲ

（平成19年度の実施状況） 

【215】 

「施設・設備等維持管理計画」（エネルギー供

給等の改善計画を含む。）に基づき，受水槽・高

「施設・整備等維持管理計

画」に基づき，引き続きイン

フラストラクチャー各設備の

点検・整備を実施する。 
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め，安全で安定的なエネルギー等の供給を

行う。 

 

架水槽の点検，電気設備の点検，消防設備の点

検，エレベーターの点検，ボイラー設備等の点

検等を行った。 

また，教育福祉科学部・経済学部改修工事に

おいて，旦野原キャンパスの主受配電設備・電

話設備・水道設備の改修を行い，安全で安定的

なエネルギー等を供給した。 

 

○ 大学キャンパスにふさわし

い環境形成に必要となる具体的

方策 

     

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

ユニバーサルデザインの現状パトロールを

行うとともに，「ユニバーサルデザイン推進計

画」を平成17年度に策定し，車椅子専用駐車

場・多目的便所を含む便所改修・身障者用自

動ドア改修を実施した。 

 

  【216】 

  施設整備委員会で学内施設

等の社会的弱者への配慮と整

備状況を点検し，ユニバーサ

ルデザイン等のための具体的

な整備と推進に努める。 

【216】 

「ユニバーサルデザイン推進計画」（平

成１７年度策定）に基づき，多目的トイレ

等を整備し，社会のニーズに配慮したキャ

ンパスづくりを推進する。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【216】 

「ユニバーサルデザイン推進計画」に基づき，

教養教育棟・医学部臨床講義棟に多目的トイレ

等を整備し，社会のニーズに配慮したキャンパ

スづくりを推進した。 

 

「ユニバーサルデザイン推

進計画」に基づき，引き続き

整備を行う。 

 

  

【217】 

  施設整備委員会，旦野原キ

ャンパス交通対策専門委員

会，挾間キャンパス交通対策

専門委員会で学内の交通形態

の見直しを図り，車両入構規

制，駐車場の有料化等の具体

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

「旦野原キャンパス交通対策専門委員会」に

おいて，構内駐車場の整備状況及び入構証の発

行枚数等の実態調査並びに有料化に関するアン

ケート調査を実施し，管理方法及び費用対効果

を検討した結果，有料化を行わない方針が示さ

れた。 

交通形態に対応した駐車場

整備等を引き続き実施する。 
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また，事故防止，盗難，身障者への配慮等を

考慮した「駐車場の整備計画」を平成17年度に

策定し，駐車場の整備，外灯増設，ライン引替

えを実施した。 

  挾間キャンパスにおいては，増大する入構車

両対策として「医学部交通規制実施要項」を平

成18年度に制定した。 

 

的な計画を策定し推進する。 

 

【217】 

不足する挾間キャンパス駐車場の整備

を図り，患者サービスの向上を目指す。
Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【217】 

新たな整備手法として，挾間キャンパスに寄

附による立体駐車場（約 250 台増設）を整備し

患者サービスの向上を図った。 

 

  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

施設パトロールを実施するとともに，屋外施

設・外灯等に関する「屋外施設屋外環境推進計

画」を平成17年度に策定し，計画に基づき外灯・

屋外消火栓を整備した。また，工学部機械・電

気工学研究棟南側に広場を整備した。 

 

  【218】 

施設整備委員会で屋外施

設・屋外緑化環境の具体的な

整備・維持管理計画を策定し，

安全で豊かなキャンパスづく

りの推進に努める。 

 

【218】 

「屋外施設・屋外環境整備計画」（平成

１７年度策定）に基づき，附属学校構内の

歩道等を整備し安全で豊かなキャンパス

づくりを推進する。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【218】 

「屋外施設・屋外環境整備計画」に基づき，

附属学校構内にインターロッキング舗装の歩道

を増設し，安全で豊かなキャンパスづくりを行

った。 

 

「屋外施設屋外環境推進計

画」に基づき，引き続き屋外

環境の整備を実施する。 

 

  

 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(4) その他業務運営に関する重要事項 

② 安全管理に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

○ 施設設備の安全と環境等に配慮した信頼性のある教育研究環境の整備に努める。 

 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ウェイト 

中期計画 平成19年度計画 
中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○ 労働安全衛生法等を踏まえ

た安全管理・事故防止に関する

具体的方策 

     

【219】 

  新たに設置する安全衛生管

理委員会（仮称）で安全管理・

事故防止等に関する全学的な

安全衛生管理体制の見直しを

図り，施設設備の再点検を行

い，改善計画を策定し，安全

性等の強化を図る。 

 

 

Ⅲ

（平成16～18年度の実施状況概略） 

「安全衛生管理委員会」を設置し，「衛生管理

者マニュアル」を作成するとともに，施設等の

点検を行い，統合安全衛生管理者から総括安全

衛生管理者及び健康安全監督者に対して，作業

環境測定結果に基づく改善等の指導を実施し

た。 

また，各事業所の衛生委員会から改善内容の

報告を求めた。 

衛生管理者，有機溶剤作業主任者，特定物質

等作業主任者の資格取得のために受講料の支援

を行い安全性の強化を図った。 

 

全学的な安全管理の強化を

図るとともに，自己点検し必

要に応じて改善する。 
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【219】 

災害対策マニュアルに沿って施設設備

の点検，改善を行い，安全性の強化を推進

する。 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【219】 

定期的に施設の点検パトロールを行うととも

に，学生の災害防止のため，自動ドア，側溝を

改善した。 

また，旦野原キャンパスにおいて消防訓練を

実施するとともに，「防災ハンドブック」を作成

し職員に配布した。 

  さらに，平成18年度作業環境測定の検証を踏

まえて，平成19年度の事業場施設の改善計画を

作成し，計画に基づき点検，修理等を行い，安

全性等の強化を図った。 

 

  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

安全管理を徹底する観点から，不要な毒物劇

物等を廃棄した。 

また，作業環境の改善状況について，衛生委

員会に報告を求めるとともに，衛生管理者，委

託業者による点検を実施し，安全管理の強化に

努めた。 

 

  【220】 

  毒物・劇物，化学物質その

他危険物等については，安全

衛生管理委員会（仮称）で保

管場所，保管方法，保管量，

管理簿（一連の履歴を含む）

等の管理体制を見直し，更な

る安全管理の強化に努める。 

 【220】 

産業医，衛生管理者の巡視による危険物

等の管理体制の点検を引き続き行い，必要

な改善を図る。 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【220】 

産業医，衛生管理者の巡視，健康相談により，

職員の健康管理，実験室の環境等について必要

な改善が図られた。特に健康相談については，

本人へ勤務時間制限の指導などを行った。 

また，専門業者により，旦野原キャンパス，

挾間キャンパスの特定化学物質等の定期測定を

行い，旦野原キャンパス内の有機溶剤，局所廃

棄装置の作業環境管理については，統括安全衛

生管理者が健康安全監督者に対して指導し，ド

作業環境管理を引き続き強

化するとともに，作業環境測

定結果を周知し，必要に応じ

て改善を図る。 
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ラフトチャンバー作業中の実験室窓の開放等に

ついて改善が図られた。 

 

○ 学生等の安全確保等に関す

る具体的方策 

     

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

大規模な地震や風水害等といった「防火管理

規程」では対応できない災害に適切に対応する

ため，「防災規程」を平成 17 年度に策定し，全

学的な防災意識の普及，災害対策本部・防災隊

の設置を行うとともに，災害復旧等の対応に備

えた。 

さらに，旦野原キャンパス，挾間キャンパス，

王子キャンパスのそれぞれにおいて「災害対策

マニュアル」を作成した。 

 

  【221】 

  防火管理委員会で防火管理

規程等を見直し，全学的な災

害対策マニュアルを策定する

とともに，定期的な防災訓練

の実施に努める。 

【221】 

「防災規程」（平成１７年度策定）に基

づき作成した「災害対策マニュアル」の周

知に努め，防災訓練を実施する。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【221】 

「災害対策マニュアル」の周知及び防災訓練

を着実に実施した。 

また，新たに「防災ハンドブック」を作成し

全教職員に配布するなど，災害時における危機

管理について，啓蒙普及の充実に努めた。 

 

「災害対策マニュアル」に

基づき，定期的に防災訓練を

実施する。 

 

【222】 

  学生生活支援委員会が安全

衛生管理委員会（仮称）及び

防火管理委員会と連携して学

生等に対する安全・衛生教育

及び実験・実習における安全

マニュアルを作成し，事故防

止の徹底を図る。 

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

各学部を対象として実施した安全マニュアル

の有無に関する調査の結果を踏まえ，「学生に関

する実験・実習における安全マニュアル」を平

成17年度に作成した。 

また，平成18年度新入生に対し，入学ガイダ

ンスにおいて，安全マニュアルに基づき，事故

防止の徹底を周知するとともに，在学生に対し

 

（平成19年度完了） 
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ても，安全マニュアルを配布し，同様の指導を

行った。 

また，平成16年度から，大分南警察署の協力

を得て，交通安全に関する講習会を実施した。

 

 

【222】 

全学的な「学生生活における安全マニュ

アル」の周知により事故防止の徹底を図

る。 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【222】 

新入生に対しては，入学時のガイダンスにお

いて，安全マニュアルに基づき，事故防止の徹

底を周知した。 

 また，盗難，勧誘，悪徳商法及び不審者への

対処法等について，掲示板を活用し，学生へ随

時周知を行った。 

  さらに，学生の参加・体験型の交通安全キャ

ンペーンを５日間の日程で実施し，大分南警察

署の協力を得て，交通安全に関する講習会を実

施した。 

 

  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

附属学校における「危機管理マニュアル」を

附属学校園ごとに作成し，教職員とともに児

童・生徒にも周知した。 

また，附属学校園ごとに避難訓練等を実施す

るとともに，警備員の配置，監視カメラの設置，

防犯ブザーの貸与，遊具の点検を行った。 

 

  【223】 

  附属学校の児童・生徒等の

安全を確保するため，必要な

安全対策を講ずる。 

【223】 

訓練を継続して実施し，安全確保を徹底

する。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【223】 

附属学校園ごとに避難訓練（火災・地震・不

審者対策）を実施した。 

また，４校園合同の防犯訓練を王子キャンパ

ス内共通防犯システムにより実施して安全確保

「学校危機管理マニュア

ル」を活用した訓練を実施し，

児童・生徒の安全確保を徹底

する。 

  



大分大学 

-127- 

を徹底した。 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 

危機管理システムの一環として，車両入構監

視体制，夜間防犯監視体制等の点検と見直しを

行った。 

また，学生用の「安全マニュアル」を作成し，

全学生に配布し安全確保の徹底を図った。 

 

  【224】 

  安全衛生管理委員会（仮称）

及び環境整備委員会で全学的

に防犯・警備体制を見直し強

化を図る。 

【224】 

災害対策マニュアルに沿って環境の安

全を確保するとともに，学生の安全確保に

ついて，学生支援部門会議において具体的

に検討を進める。 

 

Ⅲ

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【224】 

学生の安全確保に関する学生支援部門会議で

の検討結果を踏まえ，新入生には，入学時のガ

イダンスにおいて，「安全マニュアル」に基づき，

事故防止の徹底を周知した。 

 また，盗難，勧誘，悪徳商法及び不審者への

対処法等について，掲示板を活用し，学生へ随

時周知を行った。 

さらに，学生の参加・体験型の交通安全キャ

ンペーンを５日間の日程で実施し，大分南警察

署の協力を得て，交通安全に関する講習会を実

施した。 

加えて，学生寮の消防訓練を実施した。 

 

学内の入退のシステムを見

直し，必要に応じて改善し学

生の安全確保を図る。 

  

○ 学生・職員の健康管理に関

する具体的方策 

     

【225】 

  保健管理センターを中心に

学生・職員の健康診断及び相

談体制を充実する。 

 

Ⅲ

 （平成16～18年度の実施状況概略） 

平成16年度には，学生に対する健康教育及び

職員に対する労働安全衛生法関係の講演会を実

施し，啓発活動に努めた。 

また，学生の健康診断受診率を向上させるた

めの方策について，保健管理センター運営委員

麻疹・風疹・ムンプス・水痘

の抗体検査を学外実習に行く

者を主体に行う。 

労働安全衛生規則の一部改

正により，職員に対する保健指

導が義務化されることから，さ
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会及び各学部において協議を行った。 

平成17年度には，健康診断証明書を自動発行

できるよう改善した。 

平成18年度には，大学広報誌や地元新聞を活

用し，健康・医学関係情報を定期的に発信する

とともに，ノロウィルス，狂犬病，インフルエ

ンザ，感染性膿痂疹などの流行疾病に関する情

報発信や個別・集団指導を実施した。 

また，健康診断時に異常が認められた職員に

対し保健指導を行った。学生に対しては，生活

習慣病の正しい理解のための予防対策について

の講義を実施するとともに，有害物質を取り扱

う学生に対して健康診断を実施し，安全を確認

した。 

 

【225】 

心身の健康管理について学生・職員に対

して啓発活動を行うとともに，生活習慣病

及び感染症の予防対策について教育を充

実させ，個別指導を徹底させる。 

 

Ⅲ

 （平成19年度の実施状況） 

【225】 

全国の大学生麻疹の流行に対して，麻疹抗体検

査を実施し，陰性者（8.5％）にワクチン接種を勧

奨した。 

大学禁煙化に向けてニコチンパッチを用いた禁

煙指導を行った。学生に対しては禁煙講義・禁煙

パトロールを実施した。 

職員に対する保健指導とともに，健康に関する

啓発活動（メンタル・身体に関する講演会，広報）

を行った。 

また，不登校等メンタルヘルス上の問題を持つ

学生への組織的対応を強化するために，保健管理

センターの相談員と各学部の学生生活委員長及び

学生支援担当職員によるメンタルヘルス専門委員

会において，個別事例への具体的対応について協

議した。 

らに充実した保健指導を行う。 

禁煙指導の強化を行う。 
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学生相談の実施体制は，初期対応と専門的対応

の2段階で編成されており，第１段階の｢キャンパ

スライフなんでも相談｣と第２段階の｢保健管理セ

ンター健康相談｣がそれぞれ役割を果たしている。

保健管理センターとキャンパスライフなんでも相

談室は，学生相談連絡会を開催する等により連携

している。 

  さらに，第 45 回全国大学保健管理研究集会を

当番校として開催した。（これは，学生･職員の健

康，大学の安全衛生に関する研究発表の場であり，

全国国公私立の大学関係者約 800 人が集った。平

成19年10月別府市） 

 

ウェイト小計    

ウェイト合計   
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(4) その他業務運営に関する特記事項等 

 

１．特記事項 

 

【平成16～18事業年度】 

 

（１） 施設設備の整備・活用等に関する目標 

 

平成17年度に策定した「施設マネジメント，中長期施設整備構想」を踏ま

え，以下のような取組を行った。 

 

１） 「耐震改修計画」に基づき工学部機械・電気工学部研究棟，工学部管理棟

の耐震改修を行うとともに毎年度計画的に，「施設・設備等維持管理計画」

に基づき，設備の点検と整備を実施した。 

 

２） 「有効活用スペースの推進計画」に基づき，戦略的な分野に重点的に配分

するため，工学部機械・電気工学研究棟，工学部管理棟改修工事において，

全学的な共用研究室として，４室整備した。 

また，医学部の院生研究棟の実験室，実習室等の有効活用を図るため，共

通スペースとして 68 室確保し，プロジェクト研究スペース等のスペースチ

ャージ（施設使用料）の徴収を行えるよう利用要項を制定した。 

 

３） 「ユニバーサルデザイン推進計画」に基づき，附属病院車いす専用駐車場，

屋根付き歩道の整備，経済学部・教育福祉科学部・福利食堂棟に身障者用駐

車場を整備した。 

教養教育棟，工学部機械・電気工学研究棟に多目的トイレを設置した。 

教育福祉科学部に身障者用自動ドアを整備した。 

 

４） 「屋外施設・屋外環境整備計画」に基づき，外灯 28 基の改修，屋外消火

栓・ホース格納箱・道路等にガードレール・ガードパイプ及びフェンスを整

備し安全を図った。 

工学部機械・電気工学研究棟南側に広場を整備した。 

 

（２） 安全管理に関する目標 

 

「防災規程」，「全学災害対策要領」を制定し，全学的な防災意識の普及に

努めた。また，災害時の機動的な対応を確実にするために，主要キャンパス 

 

 

 

（旦野原，挾間，王子）ごとに「災害対策マニュアル」を策定した。 

 

【平成19事業年度】 

 

（１） 施設設備の整備・活用等に関する目標 

 

１） 施設マネジメント計画に基づき耐震・老朽対策及び共有スペースの確保等 

を目的に教育福祉科学部人文実験研究管理室棟・経済学部管理研究室棟改修

工事を行った。また，旦野原キャンパスの老朽化した主受配電設備を改修し

電気の安定供給と省エネルギー対策を図った。 

    さらに，施設の有効利用調査を実施し評価に基づき，施設利用の改善が必要

と判断した箇所には改善勧告を行うなど，施設の有効活用を推進した。 

 

２） 「耐震改修計画」に基づき教育福祉科学部人文実験研究管理室棟，経済学部

管理研究室棟，大学体育館，附属中学校体育館の耐震改修を行った。 

 

３） 耐震補強においては，「財政調整資金」を新たに創設し，この活用として，

男子学生寮の全面改修工事のうち，耐震補強に約165百万円を措置することを

決定するなど着実に実施した。このことにより，当該耐震補強の整備開始時期

について，当初計画を上回る早期実施（１年前倒し）の実現を図った。 

 

４） 「施設・設備等維持管理計画」に基づき，（教育福祉科学部・経済学部）

改修工事において旦野原キャンパスの主受配電設備・電話設備・水道設備の

改修を行った。また，インフラストラクチャー各設備の点検・整備と建物外

部及び屋外環境の施設パトロールを実施した。 

 

５） 教育福祉科学部・経済学部校舎において，「有効活用スペース推進計画」

に基づき，新たに14室の共同研究室，セミナー室などの共用スペースを拡

大し，教員の研究環境や学生の教育環境の改善を図った。 

また，施設の利用状況の点検・評価を行うため，施設の有効利用調査を

実施した。 

 

６） 「ユニバーサルデザイン推進計画」に基づき教養教育棟・医学部臨床講

義棟に多目的トイレ・工学部大講義室棟にスロープを整備した。 
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７） 「屋外施設・屋外環境整備計画」に基づき，附属学校構内の歩道を整備し

た。 

 

（２） 安全管理に関する目標 

 

「災害対策マニュアル」の周知及び防災訓練を着実に実施した。さらに，

新たに「防災ハンドブック」を作成し全教職員に配布するなど，災害時にお

ける危機管理について，啓蒙普及の充実に努めた 

 

２．共通事項に係る取組状況 

 

【平成16～18事業年度】 

 

（１） 施設マネジメント等が適切に行われているか 

 

１） 施設マネジメント実施体制及び活動状況 

 

学長のリーダーシップの下，「施設整備委員会」を核として，「建物の耐震

改修計画」，「設備等維持管理計画」等を策定や「施設の有効利用調査」等を

行い，全学的・効果的な施設マネジメント推進体制を整備した。 

   また，以下のような活動を実施した。 

 

① 「耐震改修計画」に基づき工学部機械・電気工学部研究棟，工学部管

理棟の耐震改修を行うとともに毎年度計画的に，「施設・設備等維持管

理計画」に基づき，設備の点検と整備を実施した。 

 

② 「有効活用スペースの推進計画」に基づき，戦略的な分野に重点的に

配分するため，工学部機械・電気工学研究棟，工学部管理棟改修工事に

おいて，全学的な共用研究室として，4室整備した。 

また，医学部の院生研究棟の実験室，実習室等の有効活用を図るため，

共通スペースとして 68 室確保し，プロジェクト研究スペース等のスペ

ースチャージ（施設使用料）の徴収を行えるよう利用要項を制定した。 

 

③ 「ユニバーサルデザイン推進計画」に基づき，附属病院車いす専用駐

車場，屋根付き歩道の整備，経済学部・教育福祉科学部・福利食堂棟に

身障者用駐車場を整備した。 

教養教育棟，工学部機械・電気工学研究棟に多目的トイレを設置した。 

教育福祉科学部に身障者用自動ドアを整備した。 

 

④ 「屋外施設・屋外環境整備計画」に基づき，外灯 28 基の改修，屋外

消火栓・ホース格納箱・道路等にガードレール・ガードパイプ及びフェ

ンスを整備し安全を図った。 

工学部機械・電気工学研究棟南側に広場を整備した。 

 

 ２） キャンパスマスタープラン等の策定状況 

 

「中長期施設整備構想」に基づき，安全安心な教育研究環境へ再生するため

工学部機械・電気工学研究棟等の耐震改修を行った。 

附属病院の再整備計画のために附属病院再開発ワーキンググループを設置

し，附属病院再開発検討委員会で，基本コンセプトの再検討，病棟建設位置の

見直し，ゾーニング計画の見直しを行った。 

 

３） 施設・設備の有効活用の取組状況 

 

有効活用スペースの確保のための再配分に向けた，「有効活用スペース推進

計画」を平成17年度に策定した。 

計画に基づき，稼働率の低い講義室の集約化を行い，学生のためのインフォ

メーション及び留学生センターにおけるワンストップサービスを可能とした。 

また，若手研究者や院生・学生のための自習室・ゼミ室として空室であった

５室を整備し，有効活用を図った。 

   平成 18 年度は戦略的な分野に重点的に配分するため，工学部機械・電気工

学研究棟，工学部管理棟改修工事において，全学的な共用研究室として，４室

整備した。 

   医学部の院生研究棟の実験室，実習室等の有効活用を図るため，共通スペー

スとして，68室確保し，そのうちプロジェクト研究スペースを12室確保した。 

また，プロジェクト研究スペース等の利用要項を制定した。 

 

４） 施設維持管理の計画的実施状況（施設維持管理計画等の策定状況） 

 

「施設・設備等維持管理計画」を策定し，毎年度計画的に点検と整備（工

学部主受配電設備改修等）を実施するとともに施設パトロールを実施した。 
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５） 省エネルギー対策等の推進や温室効果ガス排出削減等の環境保全対策の取

組状況 

 

エネルギー消費抑制の取組として光熱水費の削減目標値を設定し，使用実

績額を学内ホームページ等に掲載しエネルギー消費削減に向けた意識の涵

養を図るなど積極的に取り組んでいる。 

環境マネジメントの具体的な成果等は「環境報告書(2006)」にまとめ，公

式ホームページより学内外に公表した。 

 

（２） 危機管理への対応策が適切にとられているか。 

 

１） 災害，事件・事故，薬品管理等に関する危機管理マニュアルの策定等を含

む全学的・総合的な危機管理の態勢の整備状況 

 

「国立大学法人大分大学における危機管理体制に関する要項」を定め，災

害，各種の事故・事件など様々な危機事象に対し，法人として総合的，体系

的に適切な対処をするため，危機管理体制を整備し，危機事象に応じて，全

学的立場から対処することが適切な危機事象と部局において対処すること

が適切な危機事象に分けて，緊急時の危機管理を行うものとした。また，「危

機事象発生報告書」と「危機事象対応報告書」の様式により，事象における

対応経過を把握し，情報管理を適切に行うようにした。 

防災規程に基づき，「大分大学全学災害対策要領」を制定した。また，災

害時の機動的な対応を確実にするために，主要キャンパス（旦野原，挾間，

王子）ごとに「災害対策マニュアル」を策定した。 

 

２） 研究不正防止のための体制・ルール等の整備状況 

 

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）が

示されたことにともない，国立大学法人大分大学における公的研究費の管

理・監査体制（案）及び，公的研究費の管理・監査に関する規程（案）を作

成した。 

 

（３） 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

 

    「Ⅰ業務運営の改善及び効率化に関する特記事項」「（10）従前の業務実績

の評価結果について運営に活用しているか。」（P73）参照 

 

 

【平成19事業年度】 

 

（１） 施設マネジメント等が適切に行われているか 

 

１） 施設マネジメント実施体制及び活動状況 

 

施設マネジメントに基づき教育福祉科学部人文実験研究管理室棟，経済学

部管理研究室棟，大学体育館，附属中学校体育館の耐震改修を行った。 

教育福祉科学部及び経済学部の改修工事において旦野原キャンパスの主

受配電設備・電話設備・水道設備の改修を行った。 

また，インフラストラクチャー各設備の点検・整備と建物外部及び屋外環

境の施設パトロールを実施した。 

特に，男子寮の全面的な改修計画における，耐震補強については「財政調

整資金」を新たに創設し，この活用として，男子学生寮の耐震補強に約１６

５百万円を措置することを決定するなど着実に実施した。このことにより，

当該耐震補強の整備開始時期について，当初計画を上回る早期実施（１年前

倒し）の実現を図った。 

教養教育棟・医学部臨床講義棟に多目的トイレ・工学部大講義室棟にスロ

ープを整備した。附属学校構内の歩道を整備した。 

    教育福祉科学部・経済学部校舎において，「有効活用スペース推進計画」

に基づき，新たに 14 室の共同研究室，セミナー室などの共用スペースを拡

大し，教員の研究環境や学生の教育環境の改善を図った。 

また，施設の利用 状況の点検・評価を行うため，施設の有効利用調査を

実施し評価に基づき，施設利用の改善が必要と判断した箇所には改善勧告を

行うなど，施設の有効活用を推進した。 

 

 ２） キャンパスマスタープラン等の策定状況 

 

「中長期整備計画」に基づき，挾間キャンパスにおいては「医学部附属病

院再整備計画書」を作成した。 

 

３） 施設・設備の有効活用の取組状況 

 

教育福祉科学部・経済学部校舎において，「有効活用スペース推進計画」

に基づき，新たに 14 室の共同研究室，セミナー室などの共用スペースを拡

大し，教員の研究環境や学生の教育環境の改善を図った。 

また，施設の利用状況の点検・評価を行うため，施設の有効利用調査を実

施し，評価に基づき，施設利用の改善が必要と判断した箇所には改善勧告を
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行うなど，施設の有効活用を推進した。 

「設備マスタープラン」及び「学術情報基盤整備計画」による計画的な設

備充実を図るため，新たに「教育研究診療設備整備支援プログラム」を創設

し，総額50百万円（50％）の拡大を図った。 

 

４） 施設維持管理の計画的実施状況（施設維持管理計画等の策定状況） 

 

計画的に点検と整備（旦野原主受配電設備改修等）を実施するとともに施

設パトロールを実施した。 

 

５） 省エネルギー対策等の推進や温室効果ガス排出削減等の環境保全対策の取

組状況 

 

環境マネジメント対策推進会議を設置し環境マネジメント体制を整えた。 

光熱水費の削減目標値を設定し，使用実績額を学内ホームページ等に掲載

しエネルギー消費削減に向けた意識の涵養を図るなど積極的に取り組んだ。 

環境マネジメントの具体的な成果等は「環境報告書(2007)」にまとめ，公

開ホームページより学内外に公表した。 

 

（２） 危機管理への対応策が適切にとられているか。 

 

１） 災害，事件・事故，薬品管理等に関する危機管理マニュアルの策定等を含

む全学的・総合的な危機管理の態勢の整備状況 

 

   整備された危機管理体制に基づき，「はしか発生」や「入試ミス」において，

即座に危機対策本部を設置し，迅速に全学的な対応を行った。 

「災害対策マニュアル」の周知及び防災訓練を着実に実施した。さらに，

新たに「防災ハンドブック」を作成し全教職員に配布するなど，災害時にお

ける危機管理について，啓蒙普及の充実に努めた。 

 

２） 研究不正防止のための体制・ルール等の整備状況 

 

研究費の不正使用防止を図るため，学長を最高管理責任者として，大学の

運営・管理における責任体制を定め研究費の不正防止に努めた。 

また，本学における研究活動における不正行為の防止及び不正行為が発生

した場合の適切な処理を行うため，「大分大学における研究活動に係る不正

行為防止等に関する規程」の制定や「研究不正防止コンプライアンス室」を

設置し研究不正防止を図った。 

 

（３） 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

 

「Ⅰ業務運営の改善及び効率化に関する特記事項」「（10）従前の業務実績

の評価結果について運営に活用しているか。」（P73）参照 
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